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はじめに

社会臨床雑麓第５巻第３号（１９９＆３．）

日本社会臨床学会編集委員会

ＩＥＥ１本社会臨床学会第６回総会は５月１日～３日まで、東京の和光大学で行われます。社会臨床ニュース第３０
号でお知らせしたように、今回は３日間の日程で開催します。内容もより豊富になるべく準備していますので、
ぜひ、御参加下さるようお願いいたします。

第５回総会の内容は前号でお知らせしましたが、報告できなかった石川憲彦さんの記念講演については、本
号に掲載いたします。石川さんは、記念講演の内容を基に新たに書き直した形で報告なさっています。生身性
の分析など、よりつっこんだ視点からの記述となっていますので、当日参加された方にも興味深い内容ではな
いかと思います。

論文は７本あります。まず広瀬隆士さんの『精神科ソーシャルワーカーの資格制度化を問う』です。広瀬さん
は、つい最近国会を通過した精神保健福祉法の問題点を論じています。精神病院による隔離収容政策を維持し
たままで「社会復帰」をうたう、という政策が進む中で、この法案はどのような問題点をもっているのか、これ
までの法案をめぐる経過も含め詳しく論じられています。
根本俊雄さんの『精神医療の忘れた場所としての体験と歓待』は、第６回総会の精神医療についての分科会に
向けて書かれたものです。根本さんは分科会のオルガナイザーの一人です。社会臨床学会が臨床心理学会時代
から継承している「『される』側から学び、『される』側と共に」というスローガンの限界性を見つめながら、それ
を越えていくためにはどのような議論がありうるのか。そういった視点から現在の精神医療をめぐる勁きにつ
いて論じられています。

中井孝章さんの「思想問題としての『学校英語』改革」は、現在進行している英語教育改革の動きを、批判的に
論じています。国際理解や生活英語といったものを、近代の日本人と英語及び外国人との関わりの問題にまで
遡って分析しています。
林延哉さんの「ボランティアを賃労働とする、でいいのだろうか」は、前号での豊田正弘さんの問題提起を受
けた論争的な論文となっています。これを機にさらに議論が広がっていくこと望みます。
三浦高志さんの「官製フリースクールの役割」は、兵庫県内の公立「フリースクール」の状況を紹介しながら、
「心の教育」「管理」の問題を論じています。

秋葉聴さんの「ある脳死をめぐる人間模様」は、ワシントンの子供病院で知り合った脳死に陥った子供の母親
との対話を通して、「脳死」の問題へとせまっていく論文です。
渋谷典子さんの連載「義肢装具の社会的考察」は、今号で３回目となります。今回は、リハビリテーションの

問題を取り上げ、「健常」者の身体像との関係でこの問題に鋭く迫っていきます。
〈「映画と本」で考える〉のコーナーは、今回は浪川新子さんに書いていただきました。１９９６年のカンヌ国際映

画祭で絶賛をあびた「八日目」という映画について批評されています。
〈“ここの場所”から〉は三人の方からの報告です。松野哲二さんは、ご自身が委員長となっている三多摩「学

校・職場のいじめ」ホットラインについて報告されています。三井絹子さんの文章はご自身の近況を語りながら
「施設」の問題性をついています。三井さんはこれを機会に全国の施設職員との紙上肘論を望んでいらっしやい

ます。ぜひ、原稿をお寄せください。島内知子さんの文章は、ご自身の周辺に起こった医療過誤事件と、その
裁判過程についての報告です。

いずれも大きな問題提起を含む文章となっています。ぜひ、お読み下さい。
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学校化社会における大人達の嘘
一日本社会臨床学会第５回総会記念講演

はじめに

この原稿は、１９９７年４月に作成した記念講演の草稿

を手直ししたもので、総会での講演内容とは異なる筋

道と構成になっている。

１１１１演では伝えたかった事柄を上手く説明できなかっ

た。その原因は、一つには当日過剰に緊張して草稿か

ら外れた話に時間をとられてしまったことにある。し

かし今回改めて草稿を読み直してみて、問題は技術的

なことではなく、生身性という言葉を不用意に用いた
ことにあると考えるようになった。

「生身性」というのは、与えられた演題の「嘘」という

言葉に対置させようとして用意した言葉である。最初
このように構想したとき、“生”を巡って強く意識して

いたのは共生という言葉で語られ、る“生”の内容であっ

た。一体、どのような“生”を共にするのか。生死の”

生”。生き物としての“生”き。関係の“生”気や“生々”

しさ。等など。筆者は、これらをひっくるめで生”身

性と表現したいと考えていた。このあまりに多くの
“生”を一つの文脈に関連づけようとする賦みは、欲張

り過ぎだったたのかも知れない。あるいは、生身性は

嘘がその対象とする事柄（嘘の客体）ではあり得るけれ

ど、また逆に、嘘を生み出すもの（嘘の主体）でもあり

得るけれど、講演では嘘と対置する概念として使用し

たために無理が生じたとも言えよう。後述するよう

に、この無理は、筆者の使用する生身性という概念が

近年流行の近代批判の文脈に乗ることを避けようとし
たために、ますます混乱を招いた。

それでも、筆者は今一度、失敗した問題提起を再浮

上させたいと思う。まだ未消化ではあるが、生身性へ

のこだわりを捨てきれないのだ。そこで先ず、前回の
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不十分さを補いながら生身性について考察を加え、次

に、やはり不用意に使用した学校化社会という用語に

簡単な注釈を加えた上で、大人達のありように対する

子ども遠が感じる嘘っぽさについて、主として不登校

やいじめの問題を例に紹介する。最後に、共生という

視点から、前回の講演の草稿に沿って生身性の回復に

ついて問題提起する。そのため、本来消化する必要の

ない余分な概念を導入しただけで無意味に終わる問題

提起に終わるかも知れない。忌憚のないご批判をいた

だけれぱと願う。

１。生身性

生身性と嘘；を：対置させて語ることは、必ずしも間違

いとはいえない。むしろ、今日、両者；を対置させて語

ることは、一般的にかなり強い説得力を持っていると

さえ言えよう。

例えば、自然的存在としてのヒトを生身の存在と考

え、これに反自然化した社会的存ｉｌＥとしての人間を対

置させる。エコロジーの観点からこの様な形で、自然

に反する嘘っぽい人間像を描き出すことが可能であろ

う。反自然は、東洋と西洋という文化差として比較文

明論的に西洋世界の嘘を論じることも可能であろう

し、精神分析を援用して！ｌｌｌ意識に意識の嘘を照射させ

る試みも可能であろう。

本稿では、そのような流行の視点を意識しながら、

生身性と嘘について眺めてみたい。そのテーマとして

最初に取り上げるのは、呼吸である。筆者は医者であ

り、生身性というとき先ず生物学的な生身を意識す

る。そして、人類にとっても永く、生きることは、何

よりも息することであり統けた。

呼吸一息、あるいは気（空気）-は、かなり多く



の文化において無生物や身体的生命を精神的人間たら

しめる主体であると考えられてきた。ユダヤ教では
「主なる神は、土（アダマ）の塵で人（アダム）を形づく

り、その鼻に息を吹き入れられた人はこうして生きる

者となった。」（創世記２章７節）であったし、ギリ
シャでも、インドでも、気は生命の源と考えられてい

た。

今日、生死の論争の根幹に深く関わるのは、この息

を司るレスピレーターであり、レスピレーターは明ら

かに神々の行為を模倣した人工呼吸を機械化したもの

であった。

１）人工呼吸

医学的にみるなら、他の天ｊｌ！１創造（７）神話の大筋と同

様、気に生命の基を見る話もあまり正当とはいえな
い。人間の胸腔内は陰圧に保たれているので、外圧を

かけて息を吹き入れ、る必要がない。生まれたばかりの

赤ちゃんも、その胸（肺）が開いて、空気を吸い込むこ

とから呼吸を開始する。息は、吹き入れられるもので

はなく、あとから吐き出すものなのだ。人はｊ息、する前

に既に生きていると考えられている。

もちろん、例外はある。呼吸停止状態では、他人が

息を吹き入れる必要が生じる。呼吸をしない赤ちゃ

ん。水におぼれた子ども。脳死状態の人間。人工呼吸

は、自然な人間の構造に逆らって、息吹き入れるの

で、正に天地開閥の神の創世作業に比較できる行為と

いえよう。この限定性において、人工呼吸は、「もの」

と「いのち」の狭間にあって、実際的にも象徴的にも、
「生身性」を維持し創造するのである。

人工呼吸の方法は、幾通りもある。ここでは、最も

代表的な２つの方法について触れてみたい。
マウス・トゥ・マウス。自分のロで、直接相手のロ

に息を吹き込む、最もよく知られている救急蘇生方法

である。筆者も、設備のない場所で、数回実施したこ

とがある。最初の一呼吸、そしてそれに続く数呼吸、
口に口を付けると実に奇妙な感覚一臭いというか、

味というかーが、口から鼻にボワンと広がってい
く。溺れた人の場合は沼や海の臭いもするし、吐いて

いれば吐物の臭いもする。しかし、それらとは異なっ

た、呼吸の止まっている人に共通する機械のような金

属的な臭い、を、私はいつも感じるのだ。

私の気のせいなのか、それとも、たまたま何かの臭
いを覚え違えているのか。いずれにせよ、私はこれ

を、生と死の狭間を漂う者の臭いなのだと勝手に決め
つけている。そして、この臭いは、マウス・トゥ・マ

ウスをする者とされる者の間を、確実に行き来する。

この臭いが薄れ、やがて行き来する息が最早何の異

物的抵抗感も感じさせなくなり、息吹き込む側が呼吸

の乱れと苦しさを覚え始める頃、吹き入れられた側は

息を吹き返すか、あるいは永遠に呼吸が戻ってくる可

能性を失う。相手の臭いと息吹を感じる、その感覚が

生き吹き入れる側に、命の在処を伝えるのだ。
これが、マスク・バッグ法となると、いささか話は

違ってくる。送り込まれるのは人間の息ではなく空気

（たいていの場合ｉＱｉ濃度の酸素であるが）で、口からで

はなく配管を通して送り続けられる。この空気は、配

管の先にとりつけられたゴムバッグに入り込みバッグ

を風船のように膨らませる。医者は、そのバッグの膨

らみ具合を目で見て量を測り、手で押した感覚で圧力

を 判 断 し な が ら 、 空 気 を 肺 に 送 り 込 む 。 。

このとき人工呼吸を行う者の口や鼻には、臭いは、

殆ど、いや全く感じられない。

空気は、ゴムバッグと相手との間を行き来するだ

け。マウス・トゥ・マウスで人と人の間を行き来した

あの臭う息は、ある意味で、器具によって遮られ、隔

てられ、最早人と人の間を行き来することを止める。

それでも、空気の行き来を、バッグを押す目と手で

直接的に感じることは難しくない。とりわけ、時に抵

抗感を増し時に全く抵抗感をなくす相手の気道の変化

を、手と指が刻々と感じ統ける。

蘇生率は、マウス・トゥ・マウスよりずっと高い。

直接酸素を送り込めるためであるが、回復はまず手応

えとして感じられる。バッグを押す手に、相手の吐き

出す息の抵抗が感じられた時、押し手は生命の回復を

直に感じる。

回復不能の時には、何人かで交代しながらバッグを

押しつづけることになる。マウス・トゥ・マウスのよ
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うに、直ちに息切れすることはないので生命は何日も様な意味、即ち、嗅覚、・皮膚感覚、視覚は人間にとっ

維持される。息切れはずっと後にやってくる。徹夜のて各々異なる意味を与える固有の感覚である、という

日が幾晩か続く内に、ふと睡魔が押す者を捉える。治点だけにあるのではない。息を吹き入れる者が、自ら

療チームの疲労が重なる頃、全ては終わりに近づく。の行動として吹き入れる息を通じて、吹き入れられる
さて、ここでマウス・トゥ・マウスとマスク・バッ者と切り結ぶ関係性のあり様の差、つまり二人の人間

グを関係という点でｊｔ較すれば、前者は誰でもどこで

もできる人間の関係、後者は器具を導入することで効

率を向上させた代償として専門家にしかできない特殊

な人間の関係であるといえよう。しかし、いずれの場

合も、以下に述べるレスピレーターとは異なり、そこ

には「息の行き来」という生身の関係性が存在してい

る。この息の行き来を、筆者は生物学的な生身性の本

質と考える。

２）レスピレーター

レスピレーター（人工呼吸器）の発達は、この２０年

で、救命医療の実態をあらゆる面で大きく変えた。当

然吹き込まれる息を巡る人間関係にも変化が生じる。

機械と人間の間で交換される息は、センサーがキャッ

チした情報を測定し数字として画面に表示される、値

として、視覚的に認知することになる。最早よほど強

い想像力でも働かせない限り、この息の行き来を肌身

に実感として感じることはできない。

視覚を通じての１青報処理は、臭いや手触りと全く異

なる。そう感じるのは、恐らくある特定の世代だけで
はあるまい。コンピューター世代にとって、デイスプ

レーやモニターに表示される数値の変動が、嗅覚や皮

膚感覚と同様に、あるいはそれら以上に身近に感じら

れる可能性を否定しない。もともと感覚というのは、

あらゆる感覚が一旦脳内で４１１１報処理を受けた上で、改

めて感じられるのであり、その処理過程に働く経験則

を利用して視覚と他の感覚を同一の様に感じさせるこ

とは不可能ではないだろう。それでも、直接的に口腔

内に広がる臭いや、手応えとして感じる息の圧力と、
一度数値変換された上で情報として取り込まれる視覚

刺激とを、筆者は、多分文化的変動を受けにくい人類
に固有の感覚差だと考えている。

しかし、ここで強調したい感覚の差異は、今述べた

４

の、行為と、関係の象徴としての差異もまた問われる

のだ。

マウス・トウー・マウスという、１対１の人間と人

間の息吹の直接的交換と、嗅覚。マスク・バッグとい

う、手押し器具による息を送る側と送られる側の差異

化された関係性と、皮膚感覚。

既に触れたようにこの嗅覚と皮膚感覚は、各々異な

る固有の感覚であると共に、関係性においてはどちら

も人間の生身性を伴う感覚である。もちろん、両者の

間には、誰にでもできる完全な生身の関係と、専門家

に独占された特殊な関係という差異は存在するのだ

が、その差は生身性全体を否定するほど大きくはな

い。

しかし、レスピレーターによる一方的な息の行き来

は、関係を断絶する。

レスピレーターは、極端な言い方をすれば「人間は

機械が人手を必要とするときだけ横にいればよい」と

いう思想性によって製作されている。機械が異常を関

知すれば、警報機で知らせてくれる。この情報の遠隔

伝達可能性は、視覚や聴覚に固有の関係性を形成す

る。生身性は、’機械の無機性、情報伝達可能性によっ

て遠ざけられる。

にもかかわらず、結果から言えば、レスピレーター

の蘇生率は過去の人工呼吸の比ではない。事故がなけ

れば、何年も息の行き来は続く。条件さえ整えば、機

械は疲れることを知らない。生身の身体と異なり、エ

ネルギーを補給し統ける限り、永遠に生き続けること

を保障するかの感がある。工業製品は、生身の人間よ

りずっと神の位置に近いほどの、超越的な力；を有する

ようになった。

生物学的な生身性は工業的な修飾を受け、まるで無

機的機械１１り装飾の下に、封じ込められてしまったかの
ごとき感がある。



３）人間機械諭

第５回総会報告

ごく一般的には、レスピレーターが、脳死・尊厳

死・安楽死といった新たな生死に関する課題を生み出
したとされている。しかし、私たちが、向かい合って

いるのは、果たして新しい課題なのだろうか。それと

も、古くからの神話を、別の角度から見直したり、焼

き直したりして、語っているだけなのだろうか。ま

た、もし、新し１４課題が存在するとしたら、それは一

体どのような文脈においてなのだろう。

話はやや飛躍するが、この一見新しい論争を、過去
の西洋世界を巡る宗教的イデオロギー論争と比較して

考えてみたい。生と死を巡る宗教論争は枚挙にきりが

ないが、ここでは時代を近代の曙１６世紀にセットし

てみよう。
-ト字軍が敗走を続けた時代の西洋にとって、イスラ

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

えると、ことはそう簡単でなくなる。残虐さとか殺戮

とかについても、自明性はそう確かなものではない。

例えば、近年のアンデス山中の１１１１客機遭難の際、生き

延びた人が屍を食べたかどうかという論争を振り返っ
てみれば、戦争と人命救助の差異が極めて不確かな価

値基準によって左右されていくことが明確になろう。

実は、スレイマン（と西洋が考えたもの）と近代医学
の差は、「死の確実性」予測精度や、決定機構の差異

（前者では独裁者の命令に大衆は逆らえなかったが、

今日大衆の決定が専門家を規制すると信じられてい

る）といった周辺事情の差異だけにあり、本質的な差

異（野蛮な肉体性の否定と、高度な精神性の肯定。人

肉を食べる行為への非難と、高度な文明の維持など）

とされた事柄にはなかったのではないか。いや、西洋

的な人間機械論と、イスラム的な人間道具論の間に
は、本来差異など無かったのだ。

ムは、恐怖の象徴であった。スレイマンの軍勢が、ま４）ヒューマニズムの神話

だ生きているかも知れない兵士の屍を土台にして進軍

すると言う噂が伝わると、人々はその残虐さを恐れ非

難した。人間をまるで道具のように見なす、非人間的

な宗教というイスラム観は、現在まで続いている。

（例えばマルタでは、「トロ」（トルコが来る）という言

葉は、一昔前の日本で親が子に「そんなに言うこと聞

かないと警察を呼ぶわよ」と言ったのと同じおどしに

使用されている）。

しかし、その後の西洋が産み出した人間機械論に基

づく脳死・臓器移植の、「最早生き返らぬ生命であれ

ば、次に生きるもののために道を用意し、踏み越えら

れていっても良い」という思想は、正に否定されたイ

スラムの殉教思想とうりふたつである。

もちろん、両者の差異は自明かのように見える。目

的も違えば、手段も異なる。「生命を救おう」とする
「崇高な治療行為」と、「殺戮を目指す」「残虐な戦争」

を、比較して論じようとすること自体が、既におかし
い。そう考えるのが、妥当な議論というものであろ

う。

しかし、スレイマンはイスラムを信じる者の命を戦

争によって救おうとしていたのではなかったか等と考

実態をごく素直に直視するなら、臓器移植はエイズ

同様、あるいはそれ以上に非常に生々しい行為の総決

算である。様々な人間関係のドラマの結果として、他

人の臓器を、相手を殺してでも奪おうとする行為にす

ぎない。あるいは、せいいっぱい言い方を変えても、

墓を暴いて死者から奪う行為である。最終的に現場で

進行するのは、できる限り上質の肉片（臓器）を、生き

のいい（鮮度の高い）内に、いかに安く（資本効率よく）

処理できるのかを争う、生々しい人肉処理・争奪競走

である。

しかし、この間マスコミを通じて報道される「脳死

か心臓死か」という議論は、死を巡る論理的な定義と

倫理的な判断の論争という抽象的な内容に終止した様

に思う。これは、その直前に、薬害エイズ訴訟の問題

がメディアを通じて実に生々しい論争を呼び、関係し

た医者の生々しい実態まで掘り起こしつつあるのと、

実に際だった対照をみせている。議論の結果採択され
た法案は、生物学的な死の概念と人間の篠関係を便宜

的に調節するための妥協の産物であった。生身の人間

の、生々しい生と死の奪い合いは、技術論争が登場す
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る中でどこか無機的で機械的な死生観の論争へとすり

替えられていた。

やや余談になるが、４００年前スレイマンを西洋で始

めて撃退したマルタでは、キリスト教の神もアッラー

と呼ばれる。ミナレムを十字架に、十字架をミナレム

に置き換えれば、イスラムのカルタゴ（チュニス）とカ

トリックのマルタは、全くうりふたつの都市となる。

どちらも塔をなくせぱ、フエニキアの世界が蘇ってく

る。にもかかわらず、西洋は自らと異教徒との間に決

定的な文化的差異があると信じる必要があった。実際

の差異が問題なのではなく、差異があると信じようと

する所に意味があったのだ。

本質的な問題は、人肉処理の是非にあるのでも、人

肉処理様式の差異にあるのでもない。「誰が選別され

て救われ、誰が殺されるか」あるいは「誰が選別されて

殺し、誰が許すか」こそ主要な問題なのだ。西洋に
とって、あらゆる論理や倫理を越えて生きるように選

別されるべきものは、常に西洋的なものであった。こ

の本質を隠蔽するためには、古い議論に変わる新しい

論理の装いが必要となる。

今日、道具や機械を選別するパラダイムは、大きく

変化しようとしている。植民地主義と共にヒューマニ

ズムが台頭すると、一見、西洋は必ずしも人種や地域

に限定された概念を放棄したかのように振る舞い始め

る。ヒューマニズムによるキリスト教の相対化は、古

くからの異教（とされてきたもの）の論理や倫理を意外

な形で復活させる。

このような状況において、生身性を無機化した医学

は、生身性を隠蔽する必要のある社会に、絶好の口実

を与えることになった。

例えば、日本においては、次のように異教のヒュー
マニズムが語られる。

「死んだ息子の身体の一部が、他の人の命の中で生

き続けるなら、親としてこんなうれしいことはない」

このアニミズムには、日本では（そして意外にもア

メリカでさえ）移植医の語るヒューマニズムよりずっ

と説得力がある。移植医は、当人の承諾（自己決定と

か、承諾書といった形式で示される）といった民主的

手続きの陰で生々しい人肉争奪戦を隠蔽しようとする

６

が、エイズ訴訟に代表される白衣の下に隠された生々

しさを充分払拭できていない。そこで、アニミズムを

利用して、生身性に富んだ生活感覚をやんわりと文化
の中に取り込み脱生身化していくのだ。

しかし、この様な西洋の相対化は、西洋的な拡張主

義・選別主義を、相対化したわけではない。レスピ
レーターを始め、あらゆる工業製品は、今や神をしの

ぐ勢いである。例えば、アニミズムに支えられた日本

人の平均寿命は、明治以前数万年以上の間４０才を上回

ることがなかった（と推定される）のに、明治以後の

１００年余で工業化によって８０才にまで引き延ばされ

た。神々の与えた寿命より、工業社会の圧倒的成功が

保障す・る余命のほうが長くなりかけているのが現代で

ある。

かくして、技術体系は、生身性を帯びたもろく有限

な人間とその関係を機械化し無機化する清めの儀式と

して現代人に立ち表れる。アニミズムや古い宗教に代

わって、もっと新たな息吹を与える近代的な皿申話

が、技術を巡って創造される。現代人は「科学技術の

成功を過去の宗教的神話と同じように非合理に信仰し

ているわけではない」と信じ込んでいるが、そのよう

な信じ方こそ信仰の本質なのである。

合理主義に依拠する人間機械論が、アニミズムの非

合理と同居するヒューマニズム。拡大する近代は、こ

の今日的神話を利用しつつ、新たなインターナショナ

ルな選別態勢を徐々に浸透させ始めている。

ｌｌ．学校化社会

これまで述べてきたような医療における技術と生物

学的生身性についての神話は、筆者が学校化社会と呼

んでみた現在の大人社会やその嘘と、どのように関係

するのだろうか。

学校における生身性の欠如は、連統幼女殺害事件や

神戸の少年殺害事件などの背景要因として語られる、

ヴァーチャルリアリティーといった考え方を導入し

て、次のように説明すれば比較的無難に受け入れられ

るだろう。

現在の子どもはゲームやファミコンに熱中し、現実



的な体験の世界より仮想的なファンタジーの世界に生

きている。このように現実に人と人がぶつかりあう体

験の欠如としての生身性の欠如を加速しているのが、

今の学校における生身の関係性の喪失（喧嘩の禁止・

安全教育のための危険防止・受験戦争・・）である。

子ども達は、現実に起こる悲劇を実感できないまま、

まるでゲームでもするかのようにごく気軽に、敵意を

残虐な形で行動化する。
このように、機械化された新しい文化装置を槍玉に

挙げて、技術と子どもの生身性の関係を説明する手法

は解りやすい。しかし、この手法の問題は、次のよう

に問いを発することで明らかになるだろう。

犯罪を犯した子どものヴァーチャルリアリティーを

指摘する大人は、一体、何を根拠にヴァーチャルリア

リティーを主張するのだろうか？

果たして、彼らは、ヴァーチャルリアリティーを主

張するに当たって、当人と現実的に親しく交わる関係

性の中から結論を引き出そうとしたのだろうか？

少なくとも事件の報道に当たっては、上記の問いに

納得行く回答を得ることは、決してできないだろう。

実は、ヴァーチャルリアリティーを子どもの問題とす

る大人が、自ら最もヴァーチャルリアリティーな方法

に乗っ取って導き出した結論がヴァーチャルリアリ

ティーなのだ。

さて「ヴァーチャルリアリティーが、ヴァーチャル

リアリティーによってのみ産み出される」ような構造

を、とりあえ｀ず学校化社会と名づけるものの本質と考

えて、まず以下に性格付けを試みたい。その後、不登

校、いじめという、学校化社会の産み出す現象につい

て考えてみる。

１）学校化社会の特質

従来、地域社会は、自らが内包している経験的な知

恵を子ども達に伝達してきた。これに対し、近代の学
校は、地域社会から子どもを抜き出し、地域性に縛ら

れない普遍的な知識を与えようとする。

抜き出しは、時間的にも、空間的にも行われる。そ
れは、一日のある時間、地域社会から隔った場所に子

どもを拘束するという、学校のある時間だけ行われる

のではない。一定の期間、一定の条件を満たさないと
一人前の大人になれないという、いわぱ大人になる能

力と資格を与える迄の猶予期間としての子ども期間が

設定される。
このような抜き出しによって、「ヒト」は「人間」に発

達することができるという、神話が形成される。

農業社会から、工業社会へ。地縁・血縁関係から、

自由な個人へ。封建社会から、近代民主：Ｅｔ義社会への

移行に当たって、市民であるためには一定の資格が必

要となる。生物的生身性を秘めた子どもを、市民とい

う文化的にクリーニングされた人間に変身させるため
には、学校による子どもの地域社会からの抜き出しと

いう、最も強力な方法が選ぱれた。子ども達は、空間

的にだけ地域から抜き出されたのではない。過去の知

識の集大成を経験として「今、ここで」引き受けて未来
へ投影するのではなく、先取りされた：ｌｊｌｔ来社会の広が

り行く可能性から現在を制約することが、教育上重要

な位置を占めるようになる。つまり、時間的にも、抜

き出されることになる。
この様な先取りは、西洋では目新しいやりかたでは

なかった。偶像崇拝を極度に嫌うユダヤ教やキリスト

教は、見える現世の宝ではなく、見えない約束の未来
を信じよと説く。過去の呪縛から解放され、仮の姿で

ある現世に頼らず、見えない精神性の可能性；をＥ：未来に

求めることは、西洋の理念であり続けた。学校を大人

になるまでの仮の庵、公教育を未来を大衆的に保障す

る手段と、終末論的未来になぞらえて考えれば、時間

的・空間的な抜き出しは、今日的神話が描く現世主義

に必須となる。日本でも、公教育の大衆化に当たっ

て、科挙の制度の幻影、若者宿に見られるようなイニ

シエーション儀式などを投影させて、抜き出すことに

道徳的意味付けを与えた。
いずれにせよ、近代（７）学校が導入されてしばらくの

間、現世的未来はかなり自明だと考えられていた。近
代社会の順調な拡大発展によって、学校卒業後の成功

と不成功ｌま学校における資格に反映されるようになっ

た。俗に「学校信仰」と呼ばれるものがここに生まれ

る。しかし、近代社会の肥大化は、次第にこの幻想を
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打ち砕いていく。終末の後に約束された未来に、暗雲

が覆い始めたのだ。それも、大衆化による資格のイン

フレ化（大卒が人口の半数近く）、日本社会の方向転換

に伴う資格の流動化（自由競争と国際的資格の重視、

国内資格の軽視）、現代社会全体の発展主義の危うさ

（最早資格すら意味をなさない可能性）と、暗雲は突然

三層の厚みを帯びて覆い始めた。今や、学校の未来

は、殆ど信じることができない所にまでさしかかって
いる。

もちろん、この問題は、学校だけの問題ではない。

大人は、社会全体が危機だと敏感に感じている。しか

し、同時に、大多数の人々は、この危機に無力だと感

じている。自分が生き、自分が決定することが、私た

ちが生き、国家が生きることｌこ連動するとは感じられ

ないのだ。それどころか、自分が生き、決定するとい

うことに、自分自身で、生身の現実性を感じられない

所に置かれていると感じているのではないだろうか。

この無力感によって、学校にこどもを抜き出して、未

来へのモラトリアムを保障してきた社会もまた、まる

で現実から抜き出され、猶予期間を体験しているかの

如き気分が我々を覆っている。世紀末的な終末論に、

最早過去のような希望を見いだせない大人社会に、

ヴァーチャルリアリティーが氾濫する。

もちろん、現実に歴史が停止しているわけではな

い。言うまでもなく、学校化社会のヴァーチャルリア

リティーこそヴァーチャルリアリティーとして時空か

ｅ、遊離しているだけなのだ。

２）不登校

もｌ．。、学校化社会という呼び方が一定の正当性を持
つなら、不登校はヴァーチャルリアリティーの産物と

いう側面より、むしろ時空の遊離へと抜き出されるこ

とへの戸惑い、即ちヴァーチャルリアリティーにどう

対応していいのか解らない状態として語ることができ

るであろう。

例えば、学校に行き渋る子ども達と話していて、多

くの子ども達に共通する表現として筆者の印象に強く

残るのは次のような言葉だ。

８

’：ｊ’）小学校低学年では、「学校が大きくて、なんだか

怖い」

イ）小学校高学年になると、「大人って嘘っぽい」

ウ）中学から高校にかけて、「自分が生きてない。仮

面をかぶって生きている」

筆者は、この３つの言葉が、学校化社会における生

身性の抑圧に向けられた子どもの対応を、象徴的に表

していると感じる。この筆者の印象を、以下に、ごく

簡単にスケッチしてみたい。

ア）地域に学校が導入された当初、家庭と学校の間

には、地縁血縁共同体という緩やかに連続性をなす地

；ｌｉｌ的諸関係が残存していた。家の近くには兄弟や近所

の友人と形成する仲間がおり、親戚や知人が散在し、

お寺やお店などのクッションがあるといった形で、子

どもは多様な存在様式の遠方に学校を見れば良かっ

た。しかし今日、核家族の砦から一歩踏み出すと、そ
こはむき出しの外の社会が待っている。子どもにとっ
゛て：｀学校は、内と外の深い亀裂の向こうに、６才になる

と突然現れてくる存在である。学校と家の間に横たわ

る、距離と断絶。それが、とてつもなく大きくて息苦

しい外の社会としての学校という印象を子ども達に与

える。

大きく、怖いところでは、くつろげない。くつろげ

なければ、人は自分の生身をさらけ出すことができな
い。入学して、トイレがこわｔ、ｋ給食が食べられない

などといった訴えが多いのは、「学校が大きくて、な

んだか怖い」ためであろう。

イ）このような学校では、昔子ども達がまだ学校を

小さく感じることができた頃ふと互いに創り出してい

たような、楽しさを感じられない。そこで、学校が楽

しい場所だという演出が必要になってくる。それは、

仲良し・思いやり・助け合いといったクラスの標語に

も示される通りだ。しかし、大人が作り出せる楽しさ

なら、巷に満ちあふれている。

不登校をすると、たいていの親は「家でいるより、

学校で友達といる方が楽しいのに」と説得する。しか

し、子どもは、全てが順調なときには納得していたつ

もりのそのような自明性に、心からは納得できなく

なっている自分に戸感っている。このようなとき、も



し子どもがこの疑いを口にしようものなら、大人は次の、子ども達なりの表現なのだ。１）

のように説得するだろう。「みんな苦しくても我慢し

て行ってるんだから、あなたもできるはずだ」

家庭と社会の二極の乖離は、本来連続的に同居する

楽しみと苦しみの相対的関係（出来事の経過に沿って

当事者が探り出し創り出していくべき価値判断の相対

性）を、切断する。このからくりを、子ども達は、ど

こかで嘘っぽいと感じ始める。同時に、自己の内面

に、この極分解を両義的な価値の葛藤として取り込み

始める。

ウ）この葛藤をうちに秘めながら登校を続けるため

には、学校のこわさを感じない大人、自らの嘘っぽさ

に気付かない大人をモデルとして、自己を振る舞わね

ばならない。子ども遠はとりあえず仮面をかぶり、そ

の下に感情を隠して１寅技することを覚え始める。そし

ていつの間にか、演技と実際、仮面と素顔の区別が付

かなくなっていく。

しかし、自我の芽生えは、多くの青年に自己点検を

迫る。たまたま、不登校という事態（あるいはそこに

至るプロセス）を通じて、演技の未熟性を自覚した

り、過剰な演技に気付いたり、仮面をはぎ取られる様

な体験をした子ども達は、仮面をかぶった自分が自分

ではないという感覚を強くする。

上記のような子どもの感覚は、不登校児に特有の感

覚ではない。むしろ、ごく一般的な子どもの反応と考

えられる。仮面と演技の充満は、学校中に蔓延し、子

どもだけでなく教員をも支配している。例えば、教育

研究事例なるものは、その大半が、最後には子ども達
の瞳フ妁耶いたり、生き生きした姿で行事に参加したり

といった、教育が期待する定番のストーリーで締めく

くられる。良い教育実践というのは、いつもにこにこ

明るく元気な子たれというかなり無理のある子どもへ
の要求を、無理して演じて貰うために自ら先頭に立っ

て元気なリーダーを演じる教員の、管理された一人芝

居を意味するかのごとく見える。

断絶。嘘っぽさ。仮面。これらは、学校が、そして

学校化された社会の：；１・；人達に対して、時空に開かれる
べき生身性が抜き出しによって抑圧されている状態へ

３）いじめ

抜き出された者は、時空を取り戻そうとして、ます

ます抜き出しの罠にはまっていく。その象徴がいじめ

と呼ばれる現象である。
「『いじめ』といえば『学校』と発想されるそんな状況

がつくられてしまったのです。評論家であるいいだも

もさんが次のように書いたのは一九八四年のことでし

た。（より弱い者へ、弱い者へといじめのつけをまわ

していく、いいかえるならば、いじめられ・こ）子がいじ

めっ子にはてしなく転化していく、被害者一加害者の

メカニズム連関とでもいったいわぱいじめ社会の到来

です』。いいださんがこのときこのように害いたの

は、学校でのいじめに関連してではありません。いい

ださんは横浜で「簡易宿泊所からさえもあぶれた野宿

者を襲い、殴ったり蹴ったりしたあげくに、ゴミかご

にむりやりつめこんで振り回しなぶり殺した少年た

ち』について語ったのです。この少年たちに見られる

攻撃がやがて仲間の子どもたちにむかっていくこと

を、ぼくたちは予感して発言すべきだったと思いま

す。」２）

やや長い引用だが、書き手は山田真さん。「おさえ

つけられていた者は、自分より弱い者を見つけておさ

えつけることによってなんとか落ちつくことができ

る」ような差別の構造が生み出す人間関係を、いじめ

が生じる基本的な要因だと指摘する。当然この構造

は、日本の過去の侵略や戦争にも、現在の人種差別、

障害者差別にも、綿々と引き継がれてきている私たち

の歴史の中に常に認められるものと分析される。
一方、事件の背景に差別と差別を生む抜き出しとを

認識しないとき、「臭いから殺した」「きれいにした
かった」ということぱの異常性だけが強調されること

になる。それは、この事件の前後から流行し始めた、

青少年犯罪の原因をゲームやコンピューターによる現

実感覚の喪失、あるいはヴァーチャルリアリティーに

求める主張と、同質のものである。既に指摘したよう

に、子どものヴァーチュアルリアリティーを想像する
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大人の思惟こそ、ヴァーチュアルリアリティーそのもる。
のによって支えられており、臭さへの注目も実はその加害者は、この被害者だけに長時間残虐な行為を加

ようなフィクションに過ぎない。しかし、臭いの強調え（得）た。他の未保護の被害者には瞬間的にしか接触

は、「表面的な理由によって本質を隠蔽する」常套手段し（得）なかった。この差は、＝普通学級と特殊学級との

として次のように展開される。「何で、臭いくらい我差である。多くの子どもは未保護ではあるが常に誰か

慢できないのか」「だから、今の子は解らない」「非常にのｌｌ艮差しにさらされていたのに対し、彼一人はそうで

特殊な人間の犯罪だ」といった主張は、最終的に、世なかった。現地の人の話によれば、障害児学校・学級

代（時代）を特殊化し、その世代的要素を危険に反映すに在学している生徒は、当時安全のため黄色いリボン

る異常者（個人）を更に特殊化する。この二重の特殊化を付けて登校することになったという。にの点は未

において、同時代の一般的な人々は、自己に内在する確認であるが、そのような噂が広がっているというこ

差別構造と事件を別物と判断し、自分たちは加害者ととに意味があろう。また再度余談になるが、被害者が
しても被害者としても安心首存在だと感じることがで特殊学級に在籍したことを、報道機関は伏せようとし

きる。もちろん、この個人の内面における特殊化は、た。被害者の家族の心情に鑑み、「特殊」「障害児」とい

社 会 に お け る 抜 き 出 し を 求 め る 。 う 言 い 方 を 削 除 し た の だ と い う ）

臭いとヴァーチャルリアリティー。加害性と被害性一方、客観的な事１１１真理を終えないまま加害者とさ

を産み出す差別の構造。これらを、特殊化と抜き出しれた少年（以下Ａ少年と呼ぶ）は、精神科に通ったこと

の関係性が露骨に表れた、近年の神戸における少年殺があるという。

害 事 件 か ら 考 え て み た い 。 一 当 然 、 学 級 集 団 で は 解 決 で き な い 問 題 が あ る と 見 な

事件の直後、筆者の所に幾つかの学校や幼稚園かされたか、あるいは、そう見なされるだろうという周

ら、「子ども達を被害から守る子育て」について講演し囲の了解があったのだろう。そのせいかどうか、事件

てほしいとの依頼があった。中年の男性を加害者、子の直前、Ａ少年は、学級から、即ち眼差しの集中する

どもを被害者と想定して、具体的防衛方法を教えては場から離れようとしていたという。彼もまた抜き出そ

しいという内容の依頼であった。余談になるが、筆者うとする圧力をひしひしと感じる位置に置かれていた

が「わが子をどう守るか」３）と題する本に執筆しているのであろう。

（担当は「精神医療からどう守るか」で精神保健法につ被害者は、人々の眼差しの外に置かれて保護されて
いて触れた）ので、適任者と勘違いされたようだ。いたし、Ａ少年も同じ地平に置かれようとしていた。

ここでは、子どもたちを、被害者となるかもしれなそして、Ａ少年は、犯人であるかどうか確定する前

い者としてしか想定していない。決して加害者とはなに、病気という名目で完全に同時代の眼差しの届かぬ

りえない純真無垢な存在としてイメージし、保護の対所へ閉じこめられてしまった。この人々の眼差しとい

象としかみないのだ。この特殊化の裏で、加害者は、う点で、神戸の事件は横浜の事件と類似する。少年達
全く対照的に管理されるべき異物としてイメージされも、野宿者も、もともと人々の眼差しの外で臭い合う

る。住所不定か正体不明の病的な中年男性、即ち、横関係にあったのだ。

浜で殺された者のような存在であることが望まれるの眼差しの外とは、単に視覚的に見えないところを指
だ 。 す の で は な い 。 特 殊 学 級 は 見 え る と こ ろ に あ る し 、 黄

被害者の一人は、特殊学級に通っていた。色いリボンも視覚的に見えやすい効果をもたらす。し

手厚く保護されることが、約束されて抜き出されたかし、人は視覚的に見えても、見たくないものは、見

はずのクラスである。ただし、この保護という考え方ようとしない。それどころか、見たくないものを、見

の背景には、被害からの保護ばかりではなく、加害性えないところへ置こうとする。視覚は、見ないでいて

危険への保護とが、複雑な両義性を帯びて隠されていも、臭ったり触れたりする位置にものがあると、眼差

１０



しは反応することがあるからである。

今日、子どもが解らないとか、見えなくなっている

と言われる。しかし、今日ほど大人達が子どもを見よ

う見ようとしている時代は少ないだろう。ただ、大人

が見えないと嘆く子ども達は、見ようとし過ぎて眼差

しの届かない抜き出しの場に、つまり既に見えないと

ころへ、あるいは大人が見ようとしないところへ、追

い や ら れ て い る の で は な い か 。 ㎜ ㎜

この様な状況下では、子ども達は、人々の眼差しか

ら外れたところに抜き出される保護（あるいは管理）を

拒否しようとすれば、他人が見たくないような自己は

仮面の下に覆い隠すしかない。さもなくぱ、自分を見

うと意図する国家も存在したのだ。近代を生身で生き

ようとする社会と出会ったと言えばよいのだろうか。

日本に戻って、個人や家族が国家を生きる社会マル

タと、個人と国家カ１断絶的亀裂を深める社会との彼我

の差を感じる。日本では医者患者関係のみが、自己完

結するのではない。国家と個人の亀裂を感じないよう
に、自己完結する権力的関係に自己を置き続けること

が、誰にとっても住み易いように、Ｅ１本社会は形成さ

れている。そのような閉塞的な社会の中で、生身で自

己完結系を越えて生きることはどう可能なのだろう

か。

えないように隠すしかない。もし何らかの事情で仮面１）マルタ

が剥がされ見たくないものが露呈するなら、人は露呈

したものを攻撃するしかなくなる。山田さんの引用す

る、いじめ社会は、眼差しからの抜き出しとして、到

来したのである。

｜｜｜．生身性の復権

ヴァーチャルリアリティーは、現代社会の視覚の問

題と深く関係する。しかし、問題は視覚それ自体にあ
るのではない。視覚が眼差しを欠如していることこそ

問題なのだ。眼差しとは、臭いや手応えと同様、生身

性が産み出す感覚である。臭う距離に、感じる距離

に、共に生きるような生身の相互関係が、視覚に眼差

しを与える。では、現代に生身で生きるとは、一体ど

のようなことなのだろうか。

この問１４かけは、ずっと以前から筆者のなかで繰り

返されてきたもので、かつて居直りと言う言葉で表現

したこともあった。４）まだ臨床家であると自認してい

た頃は、直し一直されることによって生じる治療者と

患者という権力的関係を、共に居直って癒し合う関係
へと転化させる場を構築したいと考えていた。しか

し、自己完結する限局された関係の居心地の良さを振

りほどくのは、容易ではなかった。

身体をこわして臨床から逃げ出した逃亡地マルタ

で、国家が居直るということを知った。日本が近代に

料理されているのと対照的に、近代を適当に料理しよ

人口３６万人。佐渡島の半分の大きさのこの島は、

現存するヨーロッパ最古の巨石文明を生んだ。紀元前

フエニキアに滅ぼされて以来、３０００年に渡って一

度も独立することなく、アラブ、アフリカ、ョーロッ

ノＵＯ力国以上の植民地支配を受け統けた。

しかし不思議なことに、マルタ語はこの間ずっと母

国語として機能し、。石器時代の神々もちゃっかりと教

会の中で生き続けている。

この国の１６世紀以後の歴史は沖縄に似ている。近

世の曙は封建的戦闘集団であるョハネ騎士団に、近代

は１９世紀初頭イギリスに遠隔支配された。第２次大

戦は大英帝国の軍事基地として、四方を独・伊連合軍
に取り囲まれ、史上何度目かの完全破壊を体験する。

戦後２０年、英軍事産業に全面依存する経済を抱え

つつ、独立；を宣言。観光立国として英軍を徐々に撤収

させた。今、基地はない。

この国には、日本から見ると信じられないようなこ

とがたくさん起こる。

例えば、バチカンの最優等生でありつつ、現在リビ

アと自由に行き来できる世界唯一の国家でもあるとい

う、奇妙な二重構造。これが、お家芸なのだ。独立後

も英連邦に留まって通貨安定を図るかと思えば、強力

な左翼政権を選択して共産圏の支援を受ける。教会財

産を制約して貧富の差を無くしたかと思うと、カト

リック保‘ｉ？ｒ政権を選択してバチカンルートの外交も展
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開する。
このような摩詞不思議な二面性は、日常生活のあら

ゆる側面に見受けられる。

難民の受け入れは人口あたり世界最高で、公立学校

では、クラスに数人イランやボスニアからの難民が在

学していることが稀でない。筆者も１年以上滞在した

ので、国民ＩＤカードと地方自治選挙権を貰った。

ブッシューゴルバチョフ会談が、マルタで開かれたの

もうなずけると思いきや、外国人がマルタ人とことを

構えると、司法も行政も共同してマルタ人を守る。自

動車事故でマルタ人と係争中で罰金を保留中のマルタ

国営航空に務める外人パイロットは、罰金を払うまで

り、国内で使って貰う方がいい。免許書はどうせ手に

入れるのだから」とでも陸運局長を説得したのだろ

う。

日本における矛盾と、マルタにおける合理性。これ

を日本人は、大国と小国の差から生じる構造上の差異

と考える。しかしマルタ人は、近代をいかに料理して

生きるのかという、発想の差異と見るだろう。筆者

は、日本においても、近代を我流に料理するという発

想が持ち得る様な気がする。そんな気になって、近代

というものを、もう一度まな板に載せてみようと思

う。５）

仕事で国外に飛ぶことすら許可されなかった（罰金は２）学校化社会と脱臭（脱生身）
数千円程度だが、罰金を支払えば、非は外国人にある
と証明されることになる）。

離婚・堕胎完全禁止の国であるのに、人１：：ｌｊ！３Ｃ策は世

界で最も上手く行っている。

戦後最貧国の一つだったのが、現在シンガポールと

並ぶ最優良発展国（賃金は表経済では日本の３分の１か

ら４分の１だが、衣食住は１０分の１くらいなので、一人
一人の暮らしは日本の何倍も豊かに感じる）。しか

し、決して生産性は高くないし、みんな仕事に縛られ

ていない。表の仕事は、公務員なら夏は昼で終わる。

時間にルーズな国だが、商店も官庁も終了時間だけは

厳守する。個人の状況や、家族（ｇ：）必要は、通常会社よ

り優先される。奥さんの誕生日、おばあさんの金婚

式、子どもの病気。それらは、仕事を休む充分な理由

となる。大統領も息子の眼科手術に付き添うため、公

務を一週間休む。よほど重大な問題が起こらない限

り、私は公より優先する。
これらの摩詞不思議は、長い抑圧支配下で徹底して

培われた、少数者共同体の自己利器；｜自求とい｜ヽう視点か

ら見ると、それほど不思議ではなくなる。いや、実に

合理的だ。

筆者が国際免許が切れて一時帰国を考えていたら、

友人が警察と掛け合って、サイン一つで１０年有効の免

許を無料で発行させてしまった。「無免許運転の事故

も、免許あっての事故も、事故（７）悲惨さに変わりがあ

るわけではない。それなら、英国航空に運賃を払うよ
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清潔・無臭は、近代医学成立の基盤である。６）

近代西洋医学が、他の医学と同じ地域医学の立場を

捨て、世界的な、あるいは科学的な（西洋医学から言

えば普遍的な）医学として成功した最大の要因は、１９

世紀の細菌学の発展にある。顕微鏡を用いた細菌学

は、腐るという現象を、細菌の影響した結果だと見破

る。その結果、社会的には、やがて公衆衛生学として

確立されていく保健思想が芽生え、下水道による汚物
の追放を完成させる。一方個人や個人と環境との関係

においては、やがて抗生物質を発明していくことにな

る内科学的薬理学は、消毒の思想を確立していく。

つまり、臭い臭いの基（汚物）と原因（細菌）を、社会

的にも個人的にも撲滅することが、近代西洋医学の最

初の使命となる。

この使命が登場した時代背景として最も重要だと考

えられる点を、１９世紀初頭のパリの様子を念頭に指摘

しておこう。巨大な石畳の都市の成立、機械の変化、

植民地化の３点である。
１）石畳の街は、土と人間との直接的関係を阻害す

る。便、尿、鼻水、そして、屍。おおよそ人から出る

ものは、全て土に帰り、やがて虫を育て、土地を豊か
にし、穀物を育む。しかし、土と人の間に広大な石畳

が介在するとき、それらは全て廃物、汚物でしかな
い。悪臭と、悪疫の温床となる。巨大都市の出現は、

便、尿、屍を通じて循環していた人間と自然との関係



性 を 、 一 方 的 な も の に 変 え た 。 く 。 こ れ は 当 時 の 都 市 に お け る 一 般 的 風 潮 だ っ た よ う

２）顕微鏡は、虫眼鏡の世界では想像もできないミで、この世紀の終わり頃、パリで産まれた子どもの大

クロの世界を登場させる。一枚のレンズは、人の目に部分は、親から捨てられた。

見えるものを、見える形で引き延ばしてくれる。しか個人とは、拡張主義による循環性の消失・空間的関

し、２枚のレンズを計算され尽くして重ねた機械を通係の断絶・地域性の剥奪を埋め合わせる、自己完結的

じて見える世界は、視覚が保有する感覚とは無縁の世なミクロコスモスとして関係から抜き出された存在で

界である。視覚一虫眼鏡一顕微鏡。この３者の比較ある。’

は、ちょうど、人工呼吸に対する、マウス・トゥ・マ近代を、マルタは、少数の近代合理主義者に抑圧さ

ウスーマスクバッグーレスピレーターの比較に類似すれる、被支配民としてまず体験する。支配者は入れ替

る。機械によるマクロとミクロの関係性の空間的断わったが、被支配者は文化的共同性・国家ＳＩり共有感を

絶 。 具 現 化 す る 社 会 構 造 と し て の カ ト リ ッ ク 教 会 に 結 集

３）当時のパリは、世界中から様々な流行病が持ちし、プロテスタントヘの抵抗運動を繰り広げる。戦後

込まれた。地域病（ａｌｄｅｍｙ）は、最早その流行地域を限の復興で最も重視されたのは、経済より地域の教会の

定しない伝染病（Ｅｐｉｄｅｍｙ）として普遍化していった。再建であった。独立後も、国家と教会の関係は、権力

ある地域だけで行われていたその地域の宗教文化と密と文化、差異化と共同性、公と私などといった対立図

接した地域病治療（４１１式）は、その土地を離れると有効式として立ち表れる。二重権力の存在は、私が公に支

でなくなる。ヨーロッパは、新たな普遍的医学を必要配されるよりは、私が公を鯛理する可能性を保障する

と し て い た 。 と い っ た 形 で 生 身 性 を 守 っ て き た 。 例 え ば 、 脱 臭 化 社

循環性の拒否、空間的関係の断絶、拡張主義による会の訪問は日本より早かったが、未だに完成を見てい

地 域 破 壊 。 こ の よ う な 変 化 は 、 ナ ポ レ オ ン に よ る 中 央 な い と い う よ う に 。 ニ

集権的改革や、フランス革命による個人主義の台頭と人々は、家族を生きることで、国家を生き、世界へ

いった時代に始まる。土の上の１００万都市江戸が衰と自己を解放している。

退し、石の要塞都市マルタがナポレオンに征服された日本は、天皇の臣民を、伝統文化から抜き出し、異

時 代 で あ る 。 民 族 支 配 へ と 駆 り 出 し た 。 戦 後 も 、 経 済 復 興 に 優 先 す

やや余談になるが、肥大化したパリは風向きの変化る文化的共有性は、存在しなかった。抜き出された臣

によって突然襲ってくる異様な臭いを嫌悪し、下水道民は、いつのまにか近代的工場労働者として個別化さ

の整備を急がせた。下水道が完成すると、しばらくしれ、戦前の富国路線を継続。アスファルトジャングル

て、急激に香水の輸入量が増加する。人々は一度人間を完成させた１９６０年代、水洗便所と化・ｌｉ！把料の導入に

の臭さを拒否すると、次には人工的な臭いによって、よって、一挙に脱臭化社会に突入した。朝シャン現

自己の体臭を消しさろうとしたのだ。脱臭とは、一度象、３Ｋきらいなど、戦後保｛ＳＩ！教育（無臭清ＩＳＩ教育）の成

始まるととことん止められなくなる強迫性を、人間に果が一斉に花開く。今や、最早近代社会では、生身で

与 え る 類 の も の の 一 つ よ う だ 。 生 き る こ と が 殆 ど 不 可 能 で あ る と い っ た 雰 囲 気 が 、 私
４）フランスは、やがて英国との戦いに敗れ、徐々たちを覆い始めている。

に競走力を失い始める。しかし、文化的には、啓蒙主人々は、自己完結する閉鎖社会に閉じこもろうとす

義が栄え、個人主義が発展する。個人主義は、本来のる。

理念はともかくとして、実際上、関係性から抜き出さ

れ切り放された個人という概念を強化する。例えば、３）補装具としてのレスビレーター

ルソーは、自分の子どもを（それが女中に産ませた子

であったからかどうかは別として）施設に預けたと聞水洗便所は、便を人間の目の届かないところへ流し
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去る。人間の体内で腐り始めた食べものかすは、ト最早

土に戻って新たな生命を生むことはない。循環性を欠
いた文化においては、腐りつつある老人の知恵も、見

えなところに処理される。知恵を失った老人は、病院

へ施設へと、人々の眼差しから抜き出される。世間で
一度臭いをまき散らす恐れありとされた者は、下水が

脱臭されて再環流するように、病院や施設が消毒し無

毒化可能と判断した元腐敗物として呪）み社会復帰を許
される。

脱施設化とは、脱臭された社会に、臭う、手応えあ

る生身の臭さを、再度そのまま私たちの眼差しのもと

に取り戻そうとする、循環性の回復の運動でもあっ

た。

石畳が人と土を遮断せず、汲み取り便所や肥溜が生

活の真横にあるとき、人は腐いことを苦にせず、腐る
ことの価値を知ることができた。人間は皆、無力な生

身の赤ん坊として生まれ、生身と腐りに支えられて生

き、自らも腐り生まれする循環の中で、やがて腐って
いく。このような生身と腐りを分断しないことが、閉

鎖的で一方向に自己完結する世界から自由になる唯一

の生き方であった。

この脱施設化の潮流の中で、現実にレスピレーター

を付け’Ｃ学校に行く子どもが登場すると、生と死を分

ける機械としてタプー視されてきたレスピレーター

は、生きるために必要な補装具の一つに置き換えられ

る。レスピレーターは、長年管理を独占してきた医者

にとって、特別なタブーを含んだ機械であり続けた。

それは、脳死や尊厳死という特別な死を人類にもたら

すと考えら、れたほど、特殊な宗教性を医療に付与する

機械として君臨してきた。
しかし、レスピレーターを付けたところで、生身性

が失われるわけではなかった。吐き出す息は、それが

どこに吸収されようと、生身の人間関係を基本的に変

更するものではなかった。誰もが、レスピレーターを

装着した個人に触れ、臭い、感じ合うことができる。

息の行き来が生身性の問題となるのは、生と死の境目

という時空の限定と、そこに最大のヒ。ューマニズムが

働くという宗教的フィクションに視点を当てて生命を

見ようとする、視覚のありようにおいてのみであった

１４

のだ。７）

レスピレーターもまた、それによって生命が支配さ

れるだけではなく、生きている人間力１料理して使いこ

なしうる補装具ともなりうるという簡単な話は、レス

ピレーターを理由にした抜き出しを続ける関係性の中

では全く見えてこなかったことである。人間には、一

方向に向けられた視覚に全体を眺める眼差しを取り戻

すだけで見えてくることがらというのは、とても多

い。この眼差しを取り戻すことができるのは、抜き出

された個人ではなく、、あくまで地域で共生しようとす

る共同体の共有性においてである。

筆者はこの共有を、近代に一元的に支配された社会
では「近代に居直った個人の主体的決断としてしか登

場し得ないのではないか」と感じていた。しかし、近

代でも二重権力を温存するマルタに住んでから、
ひょっとして共生を社会内の二重権力性を可能にする

形で獲得できないものかと考え始めている。

軍事力も基幹産業もない小国が、全く独善を貫きつ
つ、国際社会をしたたかに料理しながら乗り切ってい

く。国家が世界にごく素直に居直りきっていくよう

に、社会が国家に居直りきるような共同性も構築可能

ではないかと考えるのだ。現に、一部の新興宗教教団

の共同体意識の作風は、これに似たところがある。生

産性が低くても、結構豊かに日本経済に寄生（強迫的

生産至上義者から見れば）するすべはあるもののよう

だ。

そういった思い入れから、講演では、共労という

テーマを、国際的自由競争がこれまでの日本の奇妙な

までの一律一斉中流幻想を破壊し、一部のエリートに

寄生する大多数という新しい階級構成の予想される状

況に対しての問題提起として語った。無産化しかねな
い多数の意識を、大衆的自由化というヴァーチャルリ

アリティーによって拡散させるのか、それとも居直っ

た社会的共同体の生身の文化を取り戻す方向に集約す

るのかと立てることは無謀すぎただろうか。

また、不登校という形で表現された、こわく、大き

く、嘘っぽい社会からの回避を、むしろ社会的共同性
の取り戻しというテーマとして捉え、学校に戻るので

も、社会に復帰するのでもなく、学校を取り戻し、学



校化した社会に生身で生きる共同性を取り戻していく

作業の一つとして、近代の資格の無資格化について問

題１是起した。具体的には、大学をいつでも誰でも生き
たいときに自由にいける場にすることで、公教育を資

格のための抜き出しの場から解放していく手がかりと

で き な い だ ろ う か 。 ‘

まだ、口に出したばかりの問題提起であるが、今

後、具体的に煮つめていきたいと考えている。

注

１）この項に関しては、１出著「「登校拒否」から見えてく
晋学校・『障害』から見えてくる学校」（社会臨床雑誌

第２巻第１号）で指摘したとおりである。なお、これ

らの言葉は、『子どもたちが語る登校拒否』（世織書

房；石川忠彦・内田良子・山下英三朗編）から援用
している。

２）山田奥さんの言葉は、『ちいさい・おおきい・よわ

い・つよい』１３号（ジャパンマシニスト）の巻頭言よ

り引用したもので、この号はいじめ特集となってい

る。

３）『わが子をどう守るか』（学苑社）のことで、正式な

題は『治療機関からわが子を守る実用的知識』であ
る。

４）とりわけ拙著「治療という幻想」（現代書館）の第１章

の中心課題として展開している。

５）このあたりは、石川和恵著『マルタ島に魅せられ

て』（昌文社）を参考していただきたい。

６）拙著『学校の精神風土』（アドバンテージサーバー）

や『子育ての精神医学』（ジャパンマシニスト）を参照

いただきたい。なお、この考え方をサポートするも

のとして『においの歴史』（新評社；アラン・コルバ

ン著）がある。

７）レスピレーターを始め、吸引や経口栄養など従来

特殊な医療的技術と考えられてきたことを、教育的

課題として考え直そうという動向は、１９９８年度の全

国教育研究集会（日本教職員組合）でも検討予定であ
、る。
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思想問題としての「学校英語」改革
一 英 語 の 呪 縛 を 超 えてー

中井孝章（大阪市立大学）

文部省は、１９８９年に学習指導要領を改訂し、そのな

かで中学校・高校における外国語教育を、国際社会の

なかに生きるために必要な資質を養うという観点か

ら、「コミュニケーション能力の育成」と「国際理解の

基礎を培う」ことを最重視している。こうした方針に

準拠しつつ、１９９４年度から中学校・高校の英語教育

は、国際人の育成を目指す英語教育へと再編されつつ

ある。高校では１９９４年度から従来の「英語Ｉ」「英語ＩＩ」と

いう科目に加えて、「オーラル・コミュニケーション

Ａ・Ｂ・Ｃ」の３つの科目と、さらに「リーディング」
「ライティング」という科目が新設された。

ところで、中学校・高校におけるこうした英語教育

の改革以上ｌこ見逃してならないことは、文部省が小学

校への英語教育の導入を計画・１剽篇しているというこ
とである。具体的には、文部省は１９９２年から公立の小

学校で実験的に英語教育を行う「研究開発学校」を大阪

に２つ指定したことを皮切りに、１９９４年には全国で１６

校、１９９６年度には各都道府県に１校ずつと、漸次拡大

しつつある。しかも、第１５期中央教育審議会が「国際

化時代」の到来を理由に小学校から英語教育を開始す

ることについて議論しており、そのことが追風となっ

て小学校への英語教育の導入は今後、より一層促進さ

れていくものと思われる。
このように、時代・社会の国際化に伴い、必要に応

じて外国人に対面して臆することなく、堂々とコミュ
ニケーションすることができる「国際人」の養成に向け

て、初等・中等教育では英語教育の抜本的な改革が志

向されつつある。それではこうした一連の改革の視点
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をどのように総括していけばよいのであろうか。その

鍵は小学校で行われる英語教育の在り方について考え

ていくことにある。

ところで、大阪市真田山／ｂ学校は、１９９２年度より文

部省の「研究開発学校」の指定を受けて以来、英語教育

に精力的に取り組み、その実１１１１Ｅ的研究の成果を研究書

としてまとめている（同校は文部省の檎想する英語教

育の雛型である）。同校によると、英語教育の目的

は、「英語学習を通して外国の生活や文化に触れる中

で、コミュニケーション能力を高めるとともに、国際

社会を共に生きる人権感覚と、豊かな感性を身につけ
た国際人としての基礎的資質を養うこと」（１）にあるとさ

れている。しかもそこでは、英語を「国際語」、または
「世界共通語」とみなした上で、「国際理解教育」を英語

という言葉の学習を通じて行っている。それは「国際

理解。・英語学習」と集約される。しかもその目的を実

現するために、「授業の中で、［英語のネイティブ・ス
ピーカーである］外国語指導助手ＡＬＴ（ＡｓｓｉｓｔａｎｔＬａｎ-

ｇｕａｇｅＴｅａｃｈｅｒ）の自然な“生きた英語”を頻繁に『聞く』
活動を取り入れることにより、英語の音声に対する抵

抗をできるだけ少なくし、少しでも『話したい』という

気持ちを醸成させたい」（ｚ）としている。ここでは、同校

が実践する、こうした「国際理解・英語学習」を「生活

英語」と呼ぶことにする。
「生活英語」の特徴とは、まず何よりも、英語を「聞

く」こと、「話す」ことを重視した「コミュニケーショ

ン・音声中心主義」だということである。そのことと

の関連で使用される教材は、児童の興味や関心を重視

する身近な題材中心のものとなり、総じて「学習者主

導型」の英語学習となる。

こうした特徴からみる限り、「生活英語。」は従来、中

学校・高校で行われてきた英語教育とはまったく対称

Ｉ。英語教育改革の視点としての「生活英語」
一 問 題 の 所 在 -



１７

的であると言える。ここで、従来の英語教育を「学校

英語」（３’と呼び、「生活英語」と対比させていくことにす

る。「学校英語」の特徴とは、まず何よりも、難しい英

単語や英文法などを勉強（暗記）した上で、教科書に書

かれた英語の文章を英文法に即して、ひたすら読解し

直訳していくといった「訳読・文法中心主義」だという

ことである。そのこととの関連で教材として使用され

る英語の教科書は、現実の生活文脈と乖離した「言語

材料中心」のものとなり、総じて「教師主導型」の英語

学習となる。
このように、「学習者主導型」の「生活英語」の視点か

らすると、英語学習を初めて行う中学生時代に、必要

以上に難しく、かつ楽しくない、読解力重視の「学校

英語」を生徒たちに強制することは、彼らを最初から
「英語嫌い」にさせてしまうことでしかない。彼らの興

味・関心を無視して強制的に行われる「学校英語」は、

彼らにとって難解な「確号解読」の作業の連続に過ぎな
いのである。それ故「学校英語」は、「生活英語」の視点

から実践的な言葉としての英語を使いこなすものへと

土台から再編されなければならない。

さらに、「学校英語」と対極にある「生活英語」は、戦

後以降、学校以外の場所で営まれてきた、英会話学校

やマス・メディアにおける「実用英語」に通底してい

る。両者は、教育対象や制度・経営面でまったく異な

るとはいえ、コミュニケーション能力の形成という点

において同じ目的を共有していると言える。一方、
「学校英語」と「実用英語」との関係は微妙である。両者

は表面的には対立しているように見えながら、実際に

は社会人の要請（ビジネスや留学など）に応じて、「学

教育産業

「実用英語（英会話）

関連

相 祐一
対立

学校

校英語」では身につけることのできなかった「実用英

語」、すなわち英語によるコミュニケーション能力

を、英会話学校が補ってきたという経緯がある。この

ことだけを捉えると、「生活英語」は、「学校英語」では

無視されてきた「実用英語」、すなわち従来、英会話学

校が行ってきた英語学習の方法一言語の機能的側面
-を取り入れたものだと言える。

以上のことをまとめたものが図１である。この図に

示されるように、１９９０年代の英語教育改革の主眼と

は、「実用英語（英会話）」に通底する、「生活英語」の視

点から、「訳読・文法中心主義」といった従来の「学校

英語」そのものを根本的に再編することであると同時

に、コミュニケーション中心の「国際理解・英語学習」

を通じて「国際人」の養成を目指すことだと総括するこ

とができる。

およそ以上のような英語教育改革の動向を踏まえな

がら、この論文では、その改革の視点となる、「国際

理解・英語学習」としての「生活英語」について批判的

に検討すると共に、（英語を含めた）外国語学習の在り

方を探究していくことにする。なお、こうした：１原題の

究明にあたっては、「学校英語」と「英会話」に見られ
る、近代の日本人と英萌及び外国人との関わりを、日

本人の歴史心理の構造といった、最も根本的なーし

かし無視され統けてきた一問題にまで遡って考察し

ていきたい。そのことと同時に、英語が国際語になり

つつあるという世界情勢のなかで、英語によるコミュ

ニケーション能力を基礎とする「国１祭理解教育」を行う

ことの意味を、異文化理解の立場から検討していきた

い。

- 一 一 一 一 一 一 一 一

「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ 音 声 中 心 主 義 」
「身近な題材中心」
「学習者主導型」

図１英語教育改革の構図

・コミュニケーション能力の形成
・「国際人」の養成

小学校）

「国際理解・英語学習」４一一一一「生活英語」

（中学校・高校）

卜・

「訳読・文法中心主義」
「言語材料中心」
「教師主導型」

「学校英語」



ｎ。英語に対する日本人の歴史心理の構造
一近代日本の精神分析を介してー

１。「人工言語」としての「学校英語」
- そ の 歴 史 的 意 味 の 検 討 -

‘最近の英語教育改革の意図とは、。章で述べたよう

に、「生活英語」の視点から、「学校英語」を再編してい

くことにあった。ただ十分考えておかなければならな

いことは、「学校英語」が、「英語教育論争」（４）をはじ

め、再三その非実用性を批判されながらも、ｌａＳミ後五十

年以上にもわたって・１：１学校・高校で温存されてきたと
いう歴史的な事実と意味である（正確にはそれは、旧

制中学以来の教育の伝統とも言える）。そのことを問
い直さない限り、実質的な意味での英語教育改革は進

展していかないものと思われる。というのも、「学校

英語」及びその歴史は、英語に対する近代の日本人の

関わり方を表していると考えられるからである。端的

に言えば、それは日本人にとって英語とは何かと、いう

ことを表している。このことを解明する上で、「生活

英語」の視点から「学校英語」の虚構性と不必要性を理

論的に示した、酒井邦秀氏の知見は有力な手がかりに

なる。

ところで、酒井氏は、「日本の英語教育では英語の

あらゆる面に日本語が首をつっこみ、英語を日本風に

ねじまげている」・５）と指摘した上で、「学校英語」とは、
「母語干渉」によって歪められた「人工言語」であると規

定している。この「母語干渉」とは、「外国語の学習に

母語がいろいろな形で割りこんできて邪魔すること」（Ｑ）。
を指す。具体的には、日本人が学習する英語そのもの

が、母語としての日本語の介在（干渉）によって歪めら

れた英語に過ぎないことを言う。しかも、この「母語

干渉」は、英語学習のありとあらゆる局面で生じてい

る。
「母語干渉」について言うと、まずその１つ目は、英

語のなかに日本語の意味を見つけ、例えば「ｗａｔｅｒ」を
「水」に、「ａｆｅｗ」を「２、３の」に、というように、「一

対一対応」をつけるといった、「意味レベルでの母語干

１８

渉」‘７’である。その最たるものが、「『意味の定義』を

怠って」（８）、訳語を並べただけの英和辞典にほかならな
い。２つ目は、２０以上の母音から成る英語の音（音声）

を強引に、「ア、イ、ウ、工、オ」という５つの日本語

の音（音声）だけに引き寄せ、歪めて捉えてしまう、
「音声レベルでの母語干渉」（９）である。３つ目は、「拍

［リズム］のレペルでの母語干渉」（’ｏ）である。それはす

なわち、「弱肉強食の法則」すなわち「強い音節の前後

にある音は弱くなったり、消えたりする」（１１）といっ

た、英語の読みのリズムに発現する規則を無視して、

英語を日本語的に読んでしまうことである。
「ＭＣＤｏｎａｌｄ’ｓ」で例示すると、日本人はそれを「マクド

ナルド」と６拍子で発音するのに対して、英語では「弱

肉強食の法則」に従って、単蕗レベルならば３拍子、

会話のなかでなら１拍子で発音されることが普通であ

る。
このように、酒井氏によると、英語の授業を通じて

子どもたちは、英語を英語として学習するのではな

く、音声、意味、拍子（リズム）などあらゆるレベルに

おいて英語と日本語（母語）との間に「一対一対応」を付

けているに過ぎないことになる。つまり彼らは知らず

知らずのうちに、こうした「母１盾干渉」によって現実の

英語とはまったく異なる「人工言語」としての「学校英

語」を学習してしまっているのである。見方を換える

とーまったく皮肉なことにもー、「学校英語」が、

複雑な、現実の英語を「一対一対応」という操作によっ

て精製し、単純化し得たからこそ、本来、一選択科目

に過ぎない英語が、わが国において入試や受験のため

の主要教科として自立することができたのである。

以上のことから、中学校・高校を通して教えられて
きた「学校英語」が、実は現実の英語とはほとんど関係

のない、日本語的に加工された「人工言語」に過ぎない

ということがわかる。ただ本当に解明されるべきこと

は、その先にある。つまり、このような致命的な欠陥

を持つ、「学校英語」がどうしてこれはどの長い間、存

続されてきたのであろうか、ということである。その

理由とは、最初から英語を英語と捉えずに、日本語化

して捉えていると指摘する酒井氏の言明からも分かる

ように、わが国では英語を言葉として本気で子どもた
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ちに教えるつもりがなかったからだと言うことができかじめ言うと、その最たるものが戦後以来、英会話学

る。正確に言うと、「学校英語」とは、「英語を学ばな校やマス・メディアを通じて見られた、いわゆる「英

ければならない、英語を話す外国人と付き合わなけれ会話症候群」と呼ばれるものである。それでは次に、

ぱならない、しかし、そうはしたくないという葛藤この「英会話症候群」について取り上げ、それを手がか

を、外国人との関係を書物（＝英語の文章、教科書）をりに「生活英語」が現実化されていくときに生ずるであ

介するもののみに限定し、それ以外の関係はできるかろう問題について考察していくことにする。
ぎり避けるという形で妥協してごまかす」（１２）ために作

り出された苦肉の策だと考えられる。つまりそれは、２．「英会話症候群」における「引き裂かれた自己」
「英語を尊重しているようでありながら実は拒否して

いる」・１３）という近代及び現代の日本人の英語に対するところで、教育産業やマス・メディアを通じて行わ

心理的な葛藤を表しているのである。そのことはまれてきた英会話は、戦後日本においていつでも、歓迎

た、彼女（＝日本人）はラブレター（＝英語の文章）のなされ奨励されてきた文化現象である。近代及び現代の

かで愛を語りたかっただけであり、現実の男性（＝外日本人のほとんどが、強迫観念的と言えるほどまでに

国人）と関係をもつ気はなかった、と替えられる。（１４・英会話に呪縛され、駆り立てられてきた。そしてそれ

同じく、日本人のそうした矛盾する心理を表す文化は、日本人の意識の根底に深く根ざし、病い、あるい

事象としてカタカナ英語（和製英語）一一例えば、「ナは権力として、日本人の意識を支配していると言え

イター」、「ＯＬ」、「スタンド」などーの氾濫が挙げる。そのことは、「英会話症候群」（１５）と呼ばれる。

られる。この現象もまた、一見英語を盛んに取り入れこうした「英会話症候群」を理解する上で、岸田秀氏

ているように見えながら、実は英語を拒否するものでによる近代日本の精神分析は有力な手がかりとなる。

しかない。むしろ日本人はそれを使うことで外国人と岸田氏は、黒船来航事件（１８５３年）によるペリー・

のコミュニケーションを拒否し、自分たちだけ（７）擬似ショックが日本人を精１１１１分裂病質にした病因的丿晴神外

的世界に安住しているように見える。そしてこれもま傷（トラウマ）と捉えた上で、「それ以来、日本は欧米

た、「学校英語」と同じく、英語と日本語との間に「一諸国を崇拝し、欧米諸国に迎合し屈従する外的自己

対一対応」を付けることの延長線上で理解できる事象と、日本の自尊と優越を求めて、欧米諸国を憎悪する

な の で あ る 。 内 的 自 己 と に 分 裂 し 、 そ の 分 裂 か ら ま だ 脱 出 し て い な

以上のことから、、「学校言語」は、外国人との直接のい」（１６・と述べている。戦後日本に限定して言うと、現

関係を拒否したまま一話し言葉をなおざりにしたま代の日本人は、英語及び外国人という「他者」との関わ

まー、英語の文字文化的な側面だけには親しみと愛りのなかで「内的自己」と「外的自己」といった複合的自

着を持つといった、近代の日本人の反対感情共存的己を作り出して表面的な自我の統一を装ったが、同時

（ａｍｂｉｖａｌｅｎｔ）な歴史心理を、欧米との関係のなかで適にその心の深層において、強者としての欧米（特に、

当に処理するための“安全装置”であったことが分かアメリカ）に対する劣等感コンプレックス（ガイジン・

る。言い換えると、近代の日本人は、まったく実用性コンプレックス・１７））を抱え込むことになってしまっ‘

のない、「人工言語」としての「学校英語」を延命させ統’た。その結果、日本人は、英語及び外国人（特に、が

けることで、外国人との実際のコミュニケーション場イジン）に迎合し屈従する「外的自己」として関わる

面をも想定した、本当の意味での英語教育に着手するか、それとも、それを憎悪する「内的自己」として関わ
こ と を 極 力 避 け て き た の で あ る 。 る か 、 の い ず れ か を 選 択 し て し ま う こ と に な る 。 そ し

ところが、いま、この“安全装置”を解除して、「￥て、この２つの「引き裂かれた自己」のうち、「外的自

校英語」から「生活英語」へと方向転換していくとき、己」が優勢になると、日本人は、英語を尊重し愛する

様々な問題が一挙に噴出してくる可能性がある。あら「英会話中毒」に罹ってしまうことになる、その反対

１９



に、「内的自己」が強まると、英語や外国人を毛嫌いす

る「英会話アレルギー」に罹ってしまうことになる。
“同一の”日本人のなかに、「英会話中毒」と「英会話ア

レルギー」という相矛盾する心理と行動が同居してい

ることが、「英会話症候群」の本質にほかならない。以

上のことを表したのが図２（１８）である。図から分かるよ

うに、現代の日本人が英会話を通じて英語及び外国人

に関わるとき、「引き裂かれた自己」という負荷によっ

て「英会話中毒」になったり、「英会話アレルギー」に

なったりするといった堂々巡りの悪循環に陥ってしま

うことになるのである。従って、日本人がこの２つの

自己のうち、どちらの自己を選択しようとも、本当の

意味での自己の成長・発達にはなり得ない、それどこ

ろか、むしろ「ニセの自己」‘１９）を肥大化させるだけとな

る。

重要なことは、こうした「他者」との関わりのなかで
「引き裂かれた自己」によって生み出される、「英会話

症候群は、教育の技術の改善や、学校の増設、または

教育方針の改正等では治すことができない問題」‘２ｏ）だ

ということである。「なぜなら、これは、教育や教授

法といった限定された問題ではなく、深い心的外傷を

負った日本国民の自我を揺るがす問題であり、西洋に

より推し進められた〈近代〉の波に巻き込まれた弱者の

精神病理であるからである。」（２１）従って、「英会話症候

２０

群」を克服するためには、日本人は自ら、それをもた

らす元凶とも言えるガイジン・コンプレックスを直視

していくしかない。ただ、そのことは、日本人にとっ

て心の奥深くに隠された自らの“負の部分”と対決して
いくことになるだけに、苦渋に満ちた体験となろう。

従って、「英会話症候群」は、単なる語学力の問題で

はなく、むしろ日本人のアイデンティティの根幹に関

わる問題であると考えられる。というのも、言語とい

うものは、単に情報伝達の道具ではなく、生活の枠組

み（世界観）としてそれを使う人の人格をも無意識に規

定することになるからである。だからこそ、英会話中

毒に陥った日本人は、最悪の場合には、「自分の思想

を取りかえる」と同時に「人格の破壊につながる。」（ｚｚ・

これはもはや、日本人のアイデンティティの喪失であ

りヽ「意識の植民地化」（ｃｏｌｏｒｌｉｓｉｎｇｔｈｅｉｌｌｈｌｄ）（２３・にほかな

らない。

以上のことからみると、英会話学校やマス・メディ

アが日本人の大人を教’１１１’対象に行ってきた「実用英語」

を学校教育のなかに取り入れ、早くから子どもたちに

習得させようとする「生活英語」の視点は、「英会話症

候群」の予備軍を国民的規模で作り出すことになると

考えられる。しかしそれでも、英語の早期教育推進派

から“英語は頭脳が柔軟な幼い頃から開始するのがよ

い”とか、“英語は舌や耳などの感覚器官が固まってし

まう前に行うべきだ”といった

ｚ英会話中毒

｀ 英 会 話 ア レ ル ギ ー

図２日本人の「引き裂かれた自己」と「英会話症候群」

常套文句が持ち出され、「生活

英語」の正当性が強調されるか

も知れない。しかしながら、そ

れは根本的に誤った捉え方に過

ぎない。というのも、子どもた

ちが大人以上に円滑に英語を習

得することができるのはむし

ろ、彼らがまだ、日本人として
のアイデンティティに縛られて

いないからである。英語に対す

る葛藤や内的抵抗がないだけ、

彼らは虚心坦懐にそれを学ぶ

（真似る）ことができるのであ

る。見方を換えれば、「生活英



語」の視点には、英語という、他者の言葉を通して日

本人としてのアイデンティティをどのように確立させ
ていくかという切実な問いがまったく欠落しているの

である。思想問題と呼べる、この問いを欠落させたま

ま、表面上の英語ｊｌｌＳＣ育改革を行うとき、子どもたちに

日本人としてのアイデンティティを見失わせることに

なろう。あるいは、こうした教育改革が“功を奏し

で、彼らを、欧米的価値観に“自発的に服従する”よ

うな“アメリカン・キッズ’に仕立てるかも知れない。
いずれにせよ、・「生活英語」は、「英会話症候群」を小さ

な子どもたちにまで拡大させてしまうことは間違いな
いと言える。
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さらには、明示的な共通のルールに基づくアメリカ的

な「コミュニケーション」をメタ組織とする、「民主主

義」「自由」「平等」「人権」等といった観念である。注意

すべきことは、そうしたアメリカ的な「コミュニケー

ション」そのものが、移民国家、アメリカの特殊な成

立事情からくる必要性において作り出されたものだと
いうことである。つまり、（アメリカのなかの）様々な

人たちが相互の文化的差異を越えて通じ合えるために

は、抽象度の高い、明示的な共通のルールと、そうし

たルールのもとでのコミュニケーションが不可欠なの

である（正確に言うと、そのルールもまた、コミュニ

ケーションを通じて作られる）。コミュニケーション

が抽象度の高いルールに基づくということは、当然、

３。教育的コミュニケーション関係と「国際理解教育」様々な人たちが互いの立場を越えて、かつ個々の人格

とは切り離された形で言葉のやりとりを行うことがで

ところで、英語によるコミュニケーション学習を通

じて「国際理解教育」を行うという「生活英語」には、国

際語としての英語の学習によって欧米的な価値観（特

に、アメリカ的な価値観）を教えてさえ１μけぱ、その

ことが即、「国際理解」や「国際人」の形成につながると

いう前提がある。つまり、「生活英語」の視点には、日

本人とアメリカとの関係（７）対等性を基盤に成立する異

文化コミュニケーションはなく、むしろ両者の関係の

不平等性を基盤に成立する「教育的コミュニケーショ

ン関係」（２４）があると考えられる。一般に、「教育的コ

ミュニケーション関係」とは、教室における教師と生

徒の関係のように、先験的に「教えるもの」と「教えら

れるもの」との上下関係、非対称的な関係を基盤に成

立するコミュニケーションのことを指す。そしてこの

関係においては、「教えられる側が教える側の権威を

あらかじめ認めている。つまり、むりやり教え込まれ

るのではなく、教えてもらうことを前提に、教師に教

師であることを許すような関係である。」・２５》しかもそ

れは、「無意識的な前提条件の型をとる。」（２６）

そして、教師としてのアメリカが生徒としての日本

人に教えていく教育内容と言えば、まず最初は英語の

話し言葉（日常会話）であり、次にそれを媒介とするア
メリカの生活・文化（スーパー、コンピニ、ファース

ト・フード、Ｔシャツ、アメリカ映画など）であり、

きるということを意味する。その意味でアメリカ的な

コミュニケーションは、アメリカの“内なる”「異文化

理解」を解決するために人工的に作り出されてきたも
のだと言える。苅谷剛彦氏が述べるように、「コミュ

ニケーションが原則を生み出し、その原則が普遍性を

もつという構造……それが国境を越えて世界の他の部

分へ広がっていくことには、それほど異質性はないは

ずである。」（２７）しかも、「世界全体で情報化や国際化が

進み、異文化同士がじかに接触せざるを得な１、：４犬況に

なってくると、そこで同じような、アメリカ的な状況

が生まれてきている。」・２８）このように、世界全体がか

つてのアメリカ的な状況になりつつある現在ではなお

さら、アメリカ流の「異文化理解としてのコミュニ

ケーション」が全世界へと拡張されていったとしても

何ら不思議なことではない。それどころかその拡張の

テンポは、同じアメリカ出自のインターネットによっ

て加速化されつつある。

こうした状況において、いまの日本人（特に、日本

の青少年）は、アメリカを通じて伝達されてくる教育

内容が異文化間コミュニケーションであることをほと

んど意識化することなく、それらを無意識的な型とし

ての「教育的コミュニケーション関係」を通じて素直に

同化してしまっていると言える。つまり彼らは、アメ

リカが発信するそれらの伝達内容を異文化として距離

２１



を取りながら、異化することができない。それどころ

か、彼らにとって、“世界の教師”としてのアメリカが

奉じる価値・観の絶対性ぱ正しい知識・信念”として
のみ存在する。そのようになってしまう最たる原因

が、アメリカ的なコミュニケーション（という教育内

容）そのものが、それ自体、特殊でローカルなもので

ありながら、どの社会にも通用する普遍的構造を内蔵

している点にあることは繰り返すまでもない。

従って、あらためて強調しなければならないことは
一異文化理解の分野では常識とされているにもかか

わらずー、次のことである。つまり、教育的コミュ

ニケーション関係を前提とする、「英語学習・国際理

解教育」に抜け落ちているものとは、異なる歴史的、

文化的背景（コンテクスト）を持つ人間同士が相互に理

解しあうために、その手段として他国の言葉を自らの

母語と対等なものとして学んでいくといった「異文化

理解」の原則であり、その基礎にある文化相対主義的

な観点である。「国際理解」とは、文化的な対等性と差

異性から成り立つ「異文化理解」の積み重ねを通じて達

成されていくものなのである。

Ⅲ．多元的散開的外国語学習と国際理解教育に向けて
こ 一 結 諭 に 代 え て ー

以上、この論文では、英語教育改革の視点としての
「生活英語」について批判的に検討し、それを小学校段

階から実施していくことと、その視点をもって「学校

英語」を再編することの問題点を論述してきた。それ
では、「生活英語」の視点を否定する立場からみて、こ

れからの社会・時代において外国語教育及びそれと関

連する「国際理丿弥教育」はどのように構想していくこと

ができるのであろうか。

その構想に際してまず最初に述べておきたいこと

は、大石俊一氏が指摘するように（２９）、日本人が、世界

像を、「日本語」と「日本語とはまったく異なった原理」
をもつ「英語」というように対立的に二分化してしまっ

て、かえって、世界像（国際理解）を狭小にしてしまっ

ているということを改めていくべきだということであ

る。つまり、「英語＝国際語」という“国際常識”のなか

２２

で「英語に見られるような原理に基づかない言語は外

国語ではない」回という観念が皺忿しつつある。従っ

て、英語支配の構造に基づくこうした二分法的な外国

語観を克服するためには、「中学校カリキュラムから

英語以外の諸外国語を導入して、二分法を多分法に変

換することが、世界の多元的多極的であることの認識

を植えつけることが、必要なのではないか」（３１）と言え

る。つまり、。「一点集中の排他的外国語習得モデル」で

はなくて、「散開的多元的」外国語学習方法が導入され

なければならない（３２）。こうした「散開的多元的」外国語

学習方法のなかでーいわゆる文化相対主義と言語対

等主義（母語尊重主義）の立場からー、英語学習を
「異文化理解」のひとつとして位置づけることが不可欠

なのである。、。
こうした「散開的多元的外国語学習方法」は、単なる

理念上の事柄ではない。実際にそれを現実化するもの

として、１９９０年４月に文部大臣が発表した「外国語教

育多様化研究推進」構想が見出される（それは１９９１年か。

ら実施されている）（３３）。その一例を挙げると、現在、

鳥取市立城北小学校では週１回クラブ活動を通してア
ジアの近隣諸国を中心とする「国際理解教育」一一「環

日本海諸国理解推進教室」一一を実施している。そこ

では韓国、冲国、モンゴルなどアジアの人たちを講師

として招き、生徒たちは各講師からその国の言葉（挨

拶や会話）、踊り、歌、遊びなどを学ぶことを通し
て、それらの文化について理解を深めている。とりわ

け、モンゴルの人との人的交流を通して生徒たちが自

ら体験しながら学んだ遊牧民の料理や行事は、彼らの

なかにあった、「社会主義国家、モンゴル」という固定

化されたイメージを払拭し、生活者の立場に基づく、

生き生きとした文化理解へと進展していった。倉地暁

美氏がいみじくも述べるように、「国家や文化につい

ての固定的な枠組から解き放たれ、人間相互が全人格

的に関わることから新しい形の理解が生まれ、それが

文化理解への動機や自己拡大の契機になることは何に
も珍しいことではない。」（３ｚ）従って、英語を含む外国

語の学習は、あくまでも「異文化理解」のための手段と

して構想されるべきである。そしてこうした「異文化

理解」の一つひとつの積み重ねが、「国際理解」に繋



がっていくのである。

以上見てきたように、現在の英語教育改革は、英語

支配の構造を強化していくものでしかなかった。繰り

返すと、それは日本人（の子どもたち）に誤った外国語

観を移植し、本当の意味での「国際化」を妨げるもので

しかないと言える（そのことは、英語支配の状況にあ

る非英語圏の人々にも当てはまる）。従って、多元的

散開的外国語学習の理念（思想）と、それを実践化する

文部省の「外国語教育多様化研究促進」を通じて、英語

を国際語、すなわぢ国際人のパスポードとみなす、

欧米文化（７：）“普遍性幻想”ど国際人願望”-いわゆる
「オリエンタリズム」凹-を解体していくことが必要

である。その第一歩として、現在、必須科目とみなさ

れている英語を、多元的な「国際理解教育」という構想

のなかで実質的に、選択科目として位置づけ直してい

くことが求められる。
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厚生省障害保健福祉部精神保健福祉課で検討されて

いた「精神保健福祉士法案」が１９９７年５月に閣議決定さ

れて国会ｌこｊ攻府提案され、６月に衆議院厚生委員会で

法案提出趣旨説明の後、会期切れのたａ！）継統審議とさ

れた。その後、１１月に臨時国会で審議入りし、１２月に

成立した。ＰＳＷ（精神科ソーシャルワーカー）やＭＳＷ

（医療ソーシャルワーカー）の国家資格化をめぐって

は、１９６８年「医療福祉士法案」（ＭＳＷ・ＰＳＷ・ＳＷ協会

合同委員会）以来、諸々の試案が出されて長く論議さ

れてきたようだが、８７年に国家資格化された「社会福

祉士」との一本化か別立てかという問題をめぐって、
一本化を目指すＭＳＷ協会との合同路線から９２年に

ＰＳＷ協会カ１離別、厚生省との独自の調整に入り、９４年

にＰＳＷ単独立法化路線を採択、同年、厚生省保健医療

局精神保健課より「精神保健福祉士案」が提示され、精

神保健福祉法への盛り込みが企図されたものの、見送

られた。そしてその後、厚生省の調整により、今回の

ＰＳＷ単独法案の提出へと至った経緯がある川。した

がって、医療ソーシャルワーカーは社会福祉士に一本

化して資格化すべきだとするＭＳＷ協会の人たちは、

今国のＰＳＷ単独立法化法案に反発し、「精神保健福祉

士法案」は、「保健・医療分野で働くソーシャルワー

カーを分断」し、「保健・医療・福祉サービスの統合的

提供を模索している現場の方向性に逆行する」ものだ
と抗議の声をあげている。

ＭＳＷ協会とＰＳＷ協会との対立は、どちらも医療

ソーシャルワーカーの資格化推進へ向かっての、その

中味をめぐっての対立であるから、資格化そのものを

批判し問題とする筆者からの論点とはズレてしまう

広瀬隆士（三吉クリニック）

し、どちらの協会にも筆者は身を置いたことがないの

で、両者の対立の経緯の詳細をここに記すことには無

理がある。が、少ない資料に目を通した印象を語るな
らは、ＭＳＷ協会では、「資格化して社会福祉の実践が

行えるのか」という国、当局に対する不安が強く出さ

れ、「資格化制度を推進する」執行部案が否決されて
「引き統き検討していく」修正動議が可決されたり（８７

年）、厚生省から「社会福祉士」一本化決議の変更を求

められても応じず、「医療福祉士」資格化法の取り下げ

要望書を厚生省に提出後、「内部分裂」（９１年）したりし

ている（２）。その後も、ＭＳＷの業務が「診療の補助」と

位置づけられれば、点数の付く診療補助行為ばかり求

められるのではと危惧し、厚生省との対立を続けるな

ど、ＭＳＷ協会の人たちは、・資格化をめぐって丁寧に

右往左往、苦悩しつつ、ずるずるやっている印象で、

この点好感が持てる。対するＰＳＷ協会側は、ＭＳＷ協

会側の「分裂」、「迷走」にいらだち、中味の点検よりも

とにかく早く資格化できる道をと厚生省の意向にすり

寄り、足踏みしている仲間を非難して捨て、行政と組

んで「抜け駆け」をした、そんな印象を禁じ得ない。た

だし、筆者はこういう次元での批判を語りたいわけで

はない。ここでは、自分たちの業務は「診療の補助」
「医行為」として医療に組み込まれるべきでない、だか

ら「社会福祉士」一本化としたいと踏ん張るＭＳＷ協会

内の根強い主張と、「医行為」として医療に組み込みた
い、だから「社会福祉士」ではだめとする厚生省との調

整が暗礁に乗り上げた時、ＰＳＷ協会が単独で厚生省の
「医行為」への組み込、；！１、路線と手を結び、ＰＳＷだけの資

格化を急いだ、そういう経緯で今回の「精神保健福祉
士法案」の国会上程が急浮上したという流れを見て

取っておけばいいだろう。

語りたい本題の前にもう一つ、日看協（日本看護協

２５

精神科ソーシャルワーカーの資格制度化を問う

１。これまでの経過と関係団体間の争点
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会）との関係においても、この法案が上程されるまで

の経緯を見ておきたい。９４年のＰＳＷ単独立法化採択以

降、ＭＳＷ協会の他に、日看協もこれに反対する運動

を組んできた。その中味は、「ＰＳＷ業務のなかで医

師・看鍍の業務に重なる業務がある」「ＰＳＷ業務の中に
は看護の業務である『療養上の世話』か合まれている」
「家族調整、経済問題調整、社会資源の活用、院外作

業、仲間づくりなどへの援助ｌまＰＳＷが主体的に行う業

務であるが、一部看鍍業務と重なる業務がある」と
いったことで、縦割の職丿成（縄張）を守り、資格の要件

となる業務独占を明示する上で看護との間で支障をき

たすことから、「医療関係職種ではなく、福祉職とし

て資格化されるべき」であると、ＭＳＷ協会と理由は異

なるが同じ主張に至っている（３）。多分、日看協との関

係に亀裂を入れたくない厚生省、ＰＳＷ協会側は悩んだ
ことだろう。調整のためにどんな話し合いがされてき

たのか、窺い知れる資料はないが、登場してきたこ法案

の中味を見る限り、この鯛整をさっさと済ませて資格

化を急ぎたかったがゆえに、こんな中味になったのか

と、苦し紛れのやりくりが丸出しになった法案になっ

ている。すなわちこの法案では、ＰＳＷ職の業務独占が

なく、名称独占のみの資格ということになっており、
「医行為」か「福祉職」かということについては、「医師

の指示」を受ける「医行為」ではないものの、「医師の指

導」を受ける「保健および福祉」業務であるという“灰

色”の位置付けになっている。
ここで大きな問題として浮上してきたことは、こう

した日看協との調整という経緯に加え、医療と福祉を

セットにした精神保健福祉法にも沿うよう調整された

ためとも思われることだが、このｌ’保健および福祉」と

いう業務が、医療現場のみならず地域の福祉現場の業

務をも含むことになるために、結果的にこの法案は、

地域の福祉現場で働く職員をも「医師の指導」の下に資

格化する法案となっている点である。つまり、業務の

位置付けを、「医師の指示」の下の「医行為」という“黒”
の業務から、「医師の指導」の下の「保健および福祉」業

務という“灰色”の業務へと、「医行為丿寄りの色彩を
“薄めだために、その対象領域を、医療現場（Ｚ）職員か

ら、地域の福祉現場の職員にまで拡大することとな

２６

り、このために、医師を頂点とするヒエラルキーシス

テムを、医療機関内部から地域へとたれ流しにすると

いう事態を、この法案は法制化してしまうことになる

わけである。ＰＳＷ協会の資格推進者たちは、この法案

で、医師の「指示」を「指導」に「緩めた」ということを、

誇らしげに「成果」として自賛しているようであるが
（４）、医師を頂点とするピラミッド体制において、長き

に渡り保持さ毒轟けてきた、この国の精神１方院収容体

制という“毒”を、水で薄めたからといって、広く地域

にたれ流しにしてよいというものではない。水で“薄

めだがゆえに、かえっで毒”が飲みやすくなるとい

うことにもなる。

もっとも、“薄める”と言っても、資格制度のない現

状においては、医師の「指示」も「指導」も、「受けなけ

ればならない」という法制度による縛りはないわけで

あるから、資格化によって、「医行為」寄りの色彩が現

状より薄まるわけではない。現状が“白”であるという

わけでは決してないが、“灰色”の「指導」があらためて

塗られるという点では、「医行為」寄りの色彩は、現状

より濃くなるわけである。実際、資格制度化をわざわ

ざ行う目的のうち、（厚生省、病院経営者側にとって）

最も重要なのは、ＰＳＷ業務の医療点数化の確立にある

わけで、この法案によってＰＳＷ業務が明確に医療点数

化されるという点においては、医師の「指示」だろうか
「指導」だろうが、医療機関でのＰＳＷ業務は「医行為」と

して立派に“黒”となる。そして、点数化される「医行

為」であるならば医療機関内部だけの話であるはずな
のに、地域の福祉業務もいっしょくたにして「医行為」

化に半ば巻き込んでしまっている所に、この法案の大

きな問題点がある。これに対してＭＳＷ協会側の、社

会福祉士一本化による資格化の主張も、同じ問題点に

逆の方向からつまずいてしかるべきことになる。「医

行為」でなく「福祉職」であるという主張に徹するなら
ば、医療機関内でそれを行ったとしても医療点数化さ

れる業務にはなり得ないし、点数化してあげると言わ

れても、それを拒否しなくてはいけないだろう。とこ

ろが、資格制度化をわざわざ求める目的のうち、

（ＭＳＷ、ＰＳＷ職従事者にとって）最も重要なのは身

分、待遇保障であり、その財政的裏付けを、現実的に



は医療点数化に求める他はないということであれば、
「福１１１Ｅ職」か「医行為」かというジレンマは、結局解決で

きないことになる。

因みに現状では、ＰＳＷ業務の一部はｊ１１格化に先立っ

て既に医療点数化されており（入・通院集団精神療

法、入院生活技能訓練療法、精神科デイ・ナイトケ

ア、精神療養病棟入院料など）、一部「医行為」である

ことの既成事実化カ１進んでいる。また、資格制度のな

い現状では、医師の「指示」も「指導」も「受けなければ

ならない」法的義務はないというのに、医療現場で働

くＰＳＷたちは、雇用一被雇用の関係において院長の顔

色を伺い、医師の太刀持ち、露払いの役を払拭でき

ず、旧来のｊｌｉｌｌ神病院体制の保持、生き残りのための小

手先サービスに精を尽くしている実態がある。ＭＳＷ

にしても、検診、手術、投薬、ハイテク冶療など、
「医原死」「医原後遺障害」の増加を伴う「医療サービス」

の「普及」に貢献すべく、その下請、補完業務（病院パ

ンフレット作成、カウンセリングによる治療への導

入、営業窓口業務、予算プラン、苦情、事故処理、ア

フターケアなど）や、ベッドを回転させるための患者

転送、手配師業務に終始している実態がある。こうし

た実態を追認、後押しすべく、診療補完業務を充実さ

せるための資格制度づくりをしたいのか、この実態を

自己批判し、「医行為」「診療補助業務」を拒否し、「福

祉」に徹する軌道修正をするため、社会福祉士一本化

としたいと主張するのか、これについてのＭＳＷ協会

側の態度も危うい。「医行為」を拒否して「福祉」に徹す

ると本気で言うのなら、医療ソーシャルワーカーの資

格化ではなく廃止を言った上で、医療機関に社会福祉

士を置き、その財源を、医療点数、病院からの給与で

なく、公的予算で賄えとでも主張すべきだろう。
いずれにせよ、このあたりの話は怪しさを逃れ得

ず、筆者の本題とするところでもない。筆者として

は、社会福祉士などという資格も廃止してもらいた
い。そろそろ本題に入りたいが、その前に今回の「精

神保健福祉士法案」の概要を次に記しておく。

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

２。法案の内容

法案は、総則、試験、登録、義務等、罰則の５章か

ら成る。第１章、総則は、目的、定義、欠格事由から

成り、欠格事由の中には、法案作成の途中経過の中で

は、入るであろうと予想されていた「精神病者」に対す

る相対的欠格条項は入っていない。これまでの「医師

の指示」の下の医療関係職種の資格のどれにも、「精神

病者」に対する欠格条項が入っていることから考える

と、この法案でそれを回避できた理由としては、「医

師の指示」の「医行為」ではなく、「指導」の下の「保健、

福祉」業務であるという“灰色”の位置づけのおかげと
いうことではあるのだろう。目的、定義は引用してお

く。

（目的）

第１条この法律は、精神保健福祉士の資格を

定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健
の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。

「業務の適正を図る」「福祉の増進に寄与する」とは、

具体的にどんな中身を指しているのだろう？これに

ついては後で論じる。

（定義）

第２条この法律において「精神保健福祉士」と
は、第２８条の登録を受け、精神保健福祉士の名称

を用いて、精神１障害者の保健及び福祉に関する専

門的夕１１識及び技術をもって、精神病院その他の医

療施設において精神障害の医療を受け、又は精神
障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする

施設を利用している者の社会復帰に関する相談に

応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必

要な訓練その他の援助を行うこと（「相談援助」）を

業とする者をいう。

先に触れたように、「医療施設」に加え、「社会復帰

２７



の促進を図ることを目的とする施設」で「相談援助を業

とする者」がここに含まれている。

第２章、試験では、受験資格のある者について、１～

１１まで掲げている。４年制大学で「精神障害者の保健及

び福祉に関する指定科目」を修めて卒業した者をはじ

め、４年制大卒、短大卒、高専卒、それらに準ずる者

などの学歴の違いと、「精神障害者の保健及び福祉に

関する指定科目」や「基礎科目」を修めたか否かに応じ

て、「精神保健福祉士短期養成施設」「精神保健福祉士
一般養成施設」などで一定期間「知識及び技能を習得」

していること、及び「指定施設」での実務経験年数の組

み合わせで、いくつものケースが掲げられている。
「指定施設で４年以上相談援助業務に従事した後、精神

保健福祉士側役養成施設等において一年以上、知識及

び技能を習得したもの」という、学歴の縛りのまった

くない項も含まれていて、偏狭な学歴志向は回避され

ているが、「指定施設」に従事できるために学歴が問わ

れないのかどうか、実態がどうなるのかまでは不明。

また、附則第２条で、「病院、診療所その他厚生省令で

定める施設」での現職５年以上で、「講習会」を修了した

ものは受験できるとの、５年間の経過措置が付けられ

ている。精神保健福祉士カリキュラム等検討会「中間

とりまとめ」（９７年８月）によると、試験科目は、１、医

学一般、社会学、法学、心理学、２、精神医学、精神

保健学、３、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助

論、地域福士論、４、精神保健福祉論、精神科リハビ

リテーション学、精神保健福祉援助技術とされ、上記

の「精神障害者の保健及び福祉に関する指定科目」「基

礎科目」というのも、概ねこれらの科目を指してい

る。

第３章、登録は、登録事務の詳細。第４章、義務等で

は、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、名称独占が

定められ、また、連携等として、先に触れた「医師の

指導」が義務付けられている。

２８

（連携等）

第４１条精神保健福祉士は、その業務を行う
に当たっては、医蜀その他の医療関係者との連携

を保たなければならない。

２精神保健福祉士は、その業務を行うに当

たって精神障害者に主治の医師があるときは、そ

の指導を受けなければならない。

「医師の指導」とは、ＰＳＷ協会関係者から聞くところ

によれば、具体的には「報告義務」を指すとのことであ

る。この義務を怠った場合の罰則規定はなく、また、

医療現場の現状においては既成事実でもあることであ
るが、いちいち報告して医師の指導を仰ぐというＰＳＷ

対医師の関係性は、“パターナリズム”という名にふさ

わしく、医師を父とする家父長制モデルの法制化と

いったあたりが実質と見える。一方、地域の福祉現場

（７）職員と医師との関係では、現状では医師にわざわざ

報告するようなことは、特別な場合に限って非日常的
に行われる程度であり、医師への日常的な報告が義務

付けられ、推奨されるとなれば、地域の福祉職員と病

院の医師との関係にまで、医師の“パターナリズム”が

蔓延し、そこへ通う「病者」「障害者」にとっては、主治

医の提灯持ちが地域の居場所にまで配備されるような

もので、息苦しいことこの上ないだろう。

第５章、罰則では、秘密保持義務遼反や名称独占違

反、試験機関の不正などについて、罰則が定められて

いる。「病者」「障害者」にとっては、医師への報告を

ＰＳＷに義務付けるより、自分の秘密をＰＳＷが医師に

漏らせば罰せられる、という罰則規定があった方が安

心なのではないか？

以上、法案の概要をざっと拾って記したが、この法

案が国会を通過するかどうかは最後まで微妙だった。

とくに、政府の行政改革委員会規制緩和小委員会で
「社会福祉士及ｌｌＪｃ介護福祉士の受験資格要件の緩和」と

して「病院などで働くＭＳＷ、ＰＳＷについても、受験資

格の規制緩和によって社会福祉士の資格取得に門戸を

開くべきであり、同時に社会福祉士、ＭＳＷ、ＰＳＷ全

体を通じての資格制度のあり方についても検討すべき
である」との一文が報告書に盛られた（９７年６月）ことか

ら、ＭＳＷ協会内で「社会福祉士一本化への好機」と
し、「社会福祉士を保健医療分野のソーシャルワー

カーの国家資格として要求し、精神保健福祉士の制度

化に反対する」主旨の臨時総会開催の動きがこの国会



期間中にあり（５）、ＰＳＷ協会とＭＳＷ協会の攻防はぎり

ぎりまで続いていた。が、先にも触れたように、筆者

としては社会福祉士資格も合め、資格化そのものに反

対であり、資格化を求めてのＰＳＷ協会とＭＳＷ協会と

のイタチごっこ、キツネとタヌキの化かし合いのどち

らにも与するものではない。今後も、資格化そのもの

の問題性をよくよくにらむことを統けたい。

３。何が問題か？

本題に入る。古い話になるが、１９７１年に「社会福祉

士法制定試案」が中央社会福祉審議会から発表された

際、ＰＳｗ協会はこれに反対ｔ．、社会福祉の基盤整備を

優先するよう提起している。ＭＳＷ協会の中では、「不

十分な社会保障、社会福祉現場状況の改善こそを優先

すべきであり、ｊ１１格化によって現状の矛盾を固定化さ

せる恐れのあること」が論じられている。この頃に

は、両協会とも、現状の基盤の不備をそのままにした

まま、従事者の資格化ということを行えば、現状の矛

盾の固定化を生むという危機感を持っていたようであ

る（６）。この危機感、警戒感は、いつから、どんな理由

でたち消えていったのだろうか？ここでは、精神医

療、福祉状況を中心にして論じるが、１９７１年当時から

現在に至るまでに、この国の精神医療、福祉状況の不

備、矛盾、あやまちが、ずいぶん改善されてきたなど

とは、彼らでも恥ずかしくて言えないだろう。むし

ろ、ＰＳＷ協会の人たちは、依然として悲惨な精神医療

状況を承知の上で、長期入院者の社会復帰を促進する

力を高めるためにＰＳＷを資格化すべきである、と言っ

ている。それが現在の彼らの言い方である。厚生省も

同じである。今回の法案の提出理由として、法案に次

の一文が付されている。

（理由）

近時の精１牢障害者の社会復帰をめぐる状況にか

んがみ、精神障害者の社会復帰を促進するための

相談及び援助の業務に従事する者の資質の向上及
びその業務の適正を図るため、精神保健福祉士の

資格を定める必要がある。これが、この法律案を
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提出する理由である。

『、とぼけるな』と言いたい。言うまでもなく、今もな

お３４万人以上の人たちが精神病院に収容され、その多

くは１０年、２０年、３０年以上（７）長期入院者であるという

事態を生み出し、依然としてその状況が継続されてい
るのは、ＰＳＷの資質が低かったせいでも、その数が少

なかったせいでもない。医師の資質の低さ、看護者の

資質の低さというような問題次元ゆえに生じた事態で

もない。「広く知られているように、日本の戦後精神

医療は大きな矛盾を内包したまま展開して来た。昭和

３０年代、４０年代とそれに統く時代の民間精神病院の爆

発的な増加は、日本国家による精神障害者の『根こぎ』

の隔離収容政策の具体化であったし、公的な責任を頬

かぶりして、その役割を民間１１１神病院に背負わせた」
（７）がゆえに生じた事態である。だから、医師、

ＰＳＷ、看護者等の資質を向上させれば、社会復帰はど

ん４どん促進されるなどという話はあり得ない。にもか

かわらず、精神医療状況を改善すると称して厚生省が

行った「｀精神衛生法」から「精神保健法」への「改正」の目

玉は、医師に「精神保健指定医」という格付けをするこ

とでしかなかったのであり、今回もＰＳＷを資格化する

という同じ手口である。根本的な制度、仕組みへの反

省、転換を行わないがゆえに、現状（７）隔離収容施策の
まま、それを担う従事者の資質を高めるという手法に

対しては、今こそ危機感、警戒感を高めてしかるべき

だろう。国家資格化という次元で期待される従事者の
「資質の向上」とは、国の政策に沿った仕事の仕方がで

きるという御墨付なのだから、国（Ｚ）政策の根本への疑

問を度外視しては、「資質の向上」「業務の適正」をうた

う資格化の中身は問えないのである。

藤沢敏雄氏は「日本の精神医療の克服すべき主要な

ｌｌ果題は、敗戦後５２年を経た今も、なお地域精神医療シ

ステムヘの転換が行われていないことをどうするのか

である」（８）と言っている。ＰＳＷ協会の古屋龍太氏も、

戦後日本（Ｚ）隔離収容政策がもたらした事態について、
「厚生大臣が謝罪」して補償と政策転換を行うべきであ

ると、２年前に神奈川精神医療人権センターのシンポ

ジウムの中で発言している。今回の「精神保健福祉士

２９
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法案」は、隔離収容政策をそのままにしたまま、その

中でＰＳＷ職にある者だけは、社会復帰の促進に努めな

さい、その業務の適正と資質の向上を図りなさいとい

う主旨のものであり、これまでの隔離収容政策に対す

る反省も転換も、微塵だに触れられてはいない。わか

りやすく言えばこの法案は、「国としては、隔離収容

政策を続けざるを得ませんから、社会復帰の方は大変

でしょうけど、あなたたちがチマチマとどうにかして

下さい、任せますよ。まあ精がつくように、ユンケル

皇帝液（資格）でもあげましょう」という法案である。
「厚生大臣の謝罪を」と発言する古屋氏が、こういう法

案の推進の労をつとめていられることは遺憾である。

精１・ｌｌ医療政策の抜本的転換を唱えながら、ＰＳＷの資格

化を唱える人は他にも多く見られるので、その自己矛

盾をここに指摘しておきたい。
ところで、藤沢氏も指摘していることであるが４現

在厚生省は「一方で３６万床の精神病院を維持し続けな

がら、一方で地域精神保健・福祉のネットワーク作り

を呼びかけ、地域への予算投下を行っている」（９）。地

方行政においても、一方で強制入院や救急当番を、保

健所等を通して、都道府県の「指定病院」に「お願い」し
て委託し統けながら、一方で地域作業所やグループ

ホームなどへの予算投下を行っている。すなわち、精

神病院協会に頭を下げての隔離収容政策を維持、・温存
したまま、それとは別口で、イお世話になっている」精

神病院協会のご機嫌を損ねない範囲での地域医療、福

祉づくりに目を向けている。これによって、実態とし

ては、隔離収容された入院患者に対する病院任せの放

置と、在宅通院患者に対する作業所等への通所福祉施

策とが二分化、二元化されて進行するという現実が生

まれている。問題なのは、後者の作業所等の展開に

よって、前者の入院患者が退院できてベット数がどん

どん減っていくということには決してならず、ただ、
「入院がふさわしい患者」と「作業所等がふさわしい通

院患者」とが選択されて振り分けられ、振り分けられ
た結果、後者は増えたけれども前者は減らないという

実態が生まれている点である。にもかかわらず、後者
の作業所等（のみ）への予算の投下は、「社会復帰政策」

と呼ばれる。これは明らかに“まやかじである。ちな

３０

みに最近、とくに都市部で見られることだと思うが、

作業所がたくさんできてきた一方で、精神病院から退

院して作業所を利用しようという人はあまり来ないた

めに、作業所職員が通所者の定員確保のため“患者

漁り”に奔走し、入院歴がなく、あるいは長く通院の
みでやれている人を、診療所や病院に頭を下げて紹介

してもらっている実情がある。病院からの社会復婦で

はなく、通院者の中の「作業所向き患者」の新たな開拓

が始まっているわけであり、これが作業所の増加に一

役かっている。筆者も勤務地の藤沢で、（別の意図す

るところもあって）そのような「開拓」の一端を担って

きたことがあり、このことの是非は別の機会に点検し

なくてはいけないが、、ここでは、作業所が増えたため

に病院からの退院が促進されたわけでもなく、退院が

増えたから作業所が増えたわけでもないということを

指 摘 し て お き た い 。 、 ；
一方の病院ではどんなことが起きているかという

と、精神病院協会としては、精神病院の生き残りのた

めに、Ｉ入院患者を減らすわけにはいかない。退院させ

てもよいとすれば、退院とその後の外来医療、ュデイケ

ア等によって、入院と同等以上の利益を病院にもたら

してくれる場合だけである。厚生省もこの点を承知し

ているため、短期入院やデイ・ナイトケアに医療点数

を上乗せすることで、病院経営を気づかった退院誘導

を行っている。これにより、病院にとっては、短期の

入退院を繰り返しながら、外来時にはデイケアを利用

する患者がもたらす利益の方が、入院させっ放しにし

た場合よりも高くなったため、これを実行すべく、病

院職員をこの部分に重点的に傾斜配置し、入退院の動

きがとりやすい新規や若年の「患者層」を中心に、入退

院の活発化を実行している。ここで起きていること

も、退院の促進によるペット数削減、精神病院の縮小

ではなく、入退院を回転させながらの入院ペットの維

持に他ならない。ＰＳＷ職はこれに寄与する要員として

医療点数化され（精神科急性期治療病棟入院料、精神

科デイ・ナイトケア）、このために増員を期待されて
いるわけである。また、入退院の回転が活発な病棟に

マンパワーを重点的に傾斜配置するため、長い収容生

活によって生活力や帰る場所；をＥ：奪われ、身動きのとり



にくくなった長期入ｌ完者は、医師や看護者も寄りつか

ない僅か７な：職員数｀で維持される病棟、もしくは病院敷

地内に福祉予算でつくられた施設に集められ、収入は

多くないが出費も少ないベットを埋める「固定資産」と

して、病院経営に寄与させられる。ＰＳＷは、このよう

な病棟の留守番役としても医療点数化され（精神療養

病棟入院料）、老人保健施設の場合には福祉予算投下

の要件を満たす要員として、管理人役を果たすことに

なるわけである。

このように、一方で精神病院による隔離収容ｉ攻策を

維持したまま、一方で「社会復帰」をうたうという国策

の内実は、精神病院と在宅福祉の二元化、および精神

病院内での、入退院回転病棟、ハードな拘禁病棟、ソ

フトで安上がりの収容病棟、敷地内保健施設などへの

患者の振り分けという機能分・ｆ１こ政策に他ならない。そ
のような機能分化政策において、入院患者とは無縁で

あるがゆえに精神病院にとっては痛くもかゆくもない
「在宅福祉」と、病院経営をうるおすよう配慮された

「回転病棟」「敷地内施設」への予算投与が行われ、これ

によって一方で精神病院による隔離収容政策の維持を

はかりつつ、一方で「社会復帰政策」をうたうというト

リックが生まれたわけである。このような国策のト

リックの担い手として、ＰＳＷ職は、機能分化政策の要

所要所に配置され、隔離収１１１１攻策のてのひらの上で、

社会復帰もどきの「だまし絵」を描く国策のお抱え絵師
の御墨付をいただく、そして、病院敷地内や病院庭先

での「患者ころがし」に勤しむ“こがね虫”になって病院

経営者から二束三文のご褒美を頂戴する、これが今回

の資格化法案の意味するところであり、筆者がこの法

案に反対する主な理由である。他に「資格」ということ

そのものの問題性という大問題もあるが、本論では
「資格」が国策の提灯持ちであり、その国策がどういう

中身、実態かと言えばとんでもない中身、実態であ

る、という話にとどめておくことにする。

注

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

化をめぐる経過と論点一我が国における医療ソー

シャルワーカー資格化の変遷」東京ＰＳＷ研究５、Ｐ７９
～９３、１９９６年、参照。

２．同上。

３三村孝一「精神科ソゞシャルワーカー及ぴ臨床心理技

術者の業務及び資格化に関する研究」病院地域精神

医学ｖｏｌ．３９Ｎ０．２、Ｐ５８～７７、１９９６年、参照。

４．古１屋龍太「国会上程された精神保健福祉士法案」病院

地域精神医学ｖｏｌ．４０Ｎ０．１Ｐ６０～６１、１９９７年、参

照。

５．今国会会期中の９７年Ｉ１月９日、ＭＳＷ協会臨時総会が

開かれ、開催請求者である「ソーシャルワーカーの

明日を考える日本協会会員有志」から、次の議案が

提出された。「保健医療分野のソーシャルワーカー
の国家資格に対する方針を次のとおりとする。「社

会福祉士を保健医療分野のソーシャルワーカーの国

家資格として要求する。なお、これは精神保健福祉

士の制度化に反対する意志を含むものである。』」。

この議案は、賛成９０８、反対８７４で賛成が上回った

が、有効投票数１８３６の過半数には１０足らず、可決さ

れなかった。

６ ． 古 屋 ほ か 、 前 掲 、 参 照 ｏ 、 ’

７．藤沢敏雄「精神科救急医療と地域精神医療」病院地域

精神医学ｖｏ１４０Ｎ０．１Ｐ１１９９７年。

８．同上。

９．同上。

（追記）その１

今国会会期中の９７年１１月１８日、国際ソーシャルワー
カー連盟（ＩＦＳＷ）会長、エリス・エンパル氏より、

ＩＦＳＷの意見として、今回の「精神保健福祉士法案」に

反対する主旨の書簡が、小泉厚生大臣宛に出された。
「ソーシャルワークの中の一つの分野のための、細分

化された、選別的で閉鎖的な資格の制度化は、ソー

シャルワーク専門職にとって有害である」との理由か

ら、「精神保健福祉士」の資格制度化を再検討するよう

求める内容であり、筆者が本論で踏み込まなかった
「ソーシャルワーク専門職」ということの中身に立ち

１．古屋１蹴太ほか「精神科ソーシャルワーカーの国家資格人った上での議論が必要なことではあるが、ここでは

３１
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「細分化された、選別的で閉鎖的な資格の制度化」とい

う論点に限って触れておく。精神科のみの特例化は、

日本の精神医療、福祉施策の「伝統」であり、隔離収容

ｉ攻策と一体のものである。精神、結核については、医

師、看護者数が他科にくらべて極端に少ない人数でよ

ろしいという医療法上の露骨な差別と、大半の総合病

院に精；１１ｐ科病棟が設置されていない現実は、この国の

精神医療政策が、他科とｌ朗り枠の精神病院へ（７）隔離収

容政策であり続けてきていることと表裏である。ソー

シャルワーカーについても、精神科のみを別枠にして

しまう発想は、まさにこの精神科のみを別枠としてき

た隔離収容政策の、悪しき結果としての現実を踏襲し

てしまうがゆえのことであり、もしもこの国の精神医

療が、ｆ也科と同様に総合病院と診療所をｌｔｌ心に展開し

てきていたならば、あるいは、今後は総合病院、診療

所・１：ｌ心になるよう政策を転換しようとするならば、精

神科のソーシャルワーカーだけを別立てにするという

発想はあり得ない。これを裏返して言えば、今回、精

神科のみ別立てのソーシャルワーカこーの資格制度化を

行うと・いうことは、これまでの、精神科のみ別枠とし
た隔離収容政策を踏襲し、今後もそれを継統して、’精

神医療は精神病院という隔離収容所で行い統けるとい

う、厚生省の開き直りの方針表明に他ならない。その

意味でＩＦＳＷの意見は、そのつもりで言ったのではな
いかもしれないが、当然である。ただし筆者は、「細

分化」「選別的」でないなら「ソーシャルワーク専門職」

の資格制度化をよしとするものではない。

尚、上記のＩＦＳＷの意見は、その後すぐに撤回さ

れ、「精神保健福祉士法案」はこの国会の最終日に成立

した。

（追記）その２
この国会での法案成立にあたり、衆参両院で付帯決

議として、「障害者プランの充実に努め、社会復帰施

設等の着実な整備を図ること」「社会福祉士制度の拡

充・普及に努めること」「ソーシャルワーカー全般の資

格制度のあり方を踏まえての検討を開始すること」「精

神病院における不祥事件の多発にかんがみ、精神病院
の指導監督の徹底を図ること」などが付せられた。こ

３２

れらは、本論で触れた関係団体からの批判、抗議等を

吸収・調整する意図で付せられたものと推察される。

また、「臨床心理技術者の国家資格制度の創設につい

て検討すること」も付せられている。



はじめに

官 製 フ リ ース ク ー ル の 役 割

三浦高史（姫路児童相談所）

１。学校の管理化と管理困難児

３３

これまでも指摘してきた。管理の方法は「能力競争」で

あり「分断して支配せよ」の言葉通り「全ての人が全て

なっているものが中心であった。彼らの多くは、イン

フォーマルな人間関係を作るのが苦手であり、遠足や

私は、１９７５年以降の社会が「管理社会」であることはと能力競争への戦列復帰を望みつつ身動きが１１３１れなく

の人を相手に競争させられる社会」である。これが大

人社会より子ども社会でより徹底したことはいうまで

もない。そこｌ；こは友情や連帯感などが育つ土壌はない
に等しい。また、子どもたちを管理する強力な道具と

して、学力偏差値が登場したことも無視できない。校

内暴力は、この能力主義的管理システムに反発した子

どもたちの暴勁であった。１９７０年代の終わりから８０年

代の初めにかけて日本全国に校内暴力と非行グループ

が蔓延し、中学・高校はさながら無法地帯と化してし

まった。校内暴力という外発化した問題が世間の耳目

を集めていた頃、内攻した問題としての不登校児童の

増加が相談の現場では注目されていた。１９７５年以降不

登校児童は増え統け、現在もなお増加傾向に歯止めが

かかっていない。暴動が戒厳令と軍隊の投入で鎮圧さ

れるように、校内暴力は校則の強化と警察力の導入、

さらに体育会出身の屈強な教師を生徒指導の前面に立

てることによって１９８０年代初頭には鎮圧された。子ど

もたちのエネルギーは押し込められ、欝屈したエネル

ギーは、いじめや自殺の増加となって現れたが、不登

校問題もこの時期急増した。１９９０年代に入って文部省

は、それまでの「不登校は特別な子どもの特別な問題

である」という考えを「不登校はどの子どもにも起こり

得る問題である」と全く逆方向に転換したのである。

この考え方の転換について文部省は詳しい説明をして

いないが、奈良教育大学の北村陽英は１９８７年、潜在的

学校ぎらいの調査を行い、中学生の９．７％が潜在的学

校ぎらいであると指摘している。（『中学生の精神保

健』社会評論社）かつて不登校問題は登校拒否あるいは

登校強迫などとも呼ぱれ「登校したいが登校できない」

神戸市で起きた小学生殺人事件は、犯行の残忍さだ

けでなく、逮捕された容疑者が中学生であったことか

ら、社会に強い衝撃を与えた。少年の逮捕の直後か

ら、少年が不登校であったことが取り上げられ、生徒

指導の教諭から「もう学校に来るな」といわれて休み始

めたとか、児童相談所でカウンセリングを受けたとき
「自由にさせなさい」という指導を受けて深夜の外出も

自由にさせていたという話が乱れ飛んでいた。教育委

員会や児童福祉の現場には「不登校児童の実態の把握

と指導の強化」が通知され、過去に不登校であった者

（Ｚ）実態の把握まで指示された。これと前後して奈良県

の女子中学生殺人事件の容疑者が逮捕されたが、この

若者も中学生の時不登校であったことが報道されてい
た。私の勤務する児童相談所にも不登校のわが子が同

様の事件を起こすのではないかと心配して相談に訪れ

た保護者がいた。しかし私は「不登校の子どもに気を

付けろ」という偏見が意図的に作り出されようとして
いるのではないかを心配していた。少年逮捕のすぐ後

に大阪府の教育委員会の出した「不登校の児童生徒の

実態を把握し、相談機関の指導を受けていない者に対

しては専門機関で心のケアを受けるよう指導せよ」と
いう通知は、不登校児童＝不審者という偏見に基づい

たものであろう。



ｊｌｌ！！肋会には参加できなかったが、人間関係が断ち切ら

れる試験には参加できる者が少なくなかった。しかし

１９７５年以降新たに登場した不登校児童は、戦列復帰を

望んでいるとは思えない者が中核となっている。管理

化されＺＩこ学校に背を向け、管理の緩む体育祭や遠足、

旅行などには参加できる子どもたちである。学校の管

理システムに息苦しさを覚え、管理の網の目から抜け

出してしまったのが１９７５年以降増加し続けている不登

校児童の中核群である。学力競争を挺子にした能力管

理の及ばない不登校の子どもたちは、大規模な・ｔｌ学校

であれば校内に３０～４０人ということも珍しくない。
「クラスに１人は不登校」という時代は過ぎ「クラスに

２人は不登校」という時代である。これに「休みがちの

子」や「いつ休むか分からない子」を加えると北村の指

摘した約１０％の潜在的登校拒否が次々に顕在化してき

ているといえそうである。登校している子どもであれ

ば学校の管理システムに組み込むことが出来るが、増

え続ける不登校児童は管理しようのない存在として、
一群を形成してしまったのである。

２。代替システムとしてのフリースクール

文部省は「不登校はどの子どもにも起こり得る問題

である」と方針の大転換を行った際、フリースクール

や適応指導教室に通えばそれも「出席扱いにしましょ

う」と言い出した。それは、学力競争の戦列に復帰す

ることを望んでいるとも思えない不登校児童の増加が

義務教育というシステムを揺るがしかねない存在に
なったためかも知れない。子どもの能力による管理体

制が完備したのは、１９７９年の養鍍学校義務化と共通-

；欠試験の実施であった。制度的な整備とその後の校内

暴力を鎮圧し、子どもたちは能力競争による管理シス

テムに完璧に組み込まれるはずであった。しかしこの

管理システムに同鯛しない子どもたちの増加は、北村
のいう約１０％の潜在的登校拒否ではすまないおそれが

あった。聖徳学園短期大学の池田は、１９８２年に中学生
の精神衛生鯛査を行い、４０％の「登校拒否願望」を持つ

子どもたちの存在を指摘している。（「中学生の精神衛

生」海鳴社）登校拒否願望が登校拒否として顕在化する

３４

率は低い。しかし、学校が面白くないと感じている子

どもたちがこれだけいることは、義務教育を根底から

問うものと言わなければならない。私はこの現象を登

校拒否とか不登校と呼ぶ時代は過ぎて、学校離脱とか

教育離脱と呼ぶ時代になったと考えている。登校して

いない子どもたちだけでなく登校している子どもたち

にも、もはや学校に対する愛着はみられない。かつて

非行に走る子どもたちは、学校の管理に反発しながら

も学校を離れようとしなかった。ところが最近は、こ

れらの子どもに学校への執着がみられないのである。

問題も起こさず登校している子どもたちを見ても、学

校への愛着はほとんど感じられない。母校という言葉

も母校愛という言葉も雨散霧消ｌ．。、今や死語となった

ように思える。学校の管理化に反発する人々は「学校
；ｉＥ・見限る」とか「学校に頼らない」ある１、ゝ は「学校に行か

ないで生きる」といってきた。不登校問題は児童自身

の問題や保護者の問題ではなく学校のあり方の問題で

あると考える人が増えてきた。この頃から不登校はマ

イナーな問題ではなく、堂々とテレビに登場して「僕

はいわゆる登校拒否と呼ばれる子どもです」と名乗

り、教育批判を展開する子どもさえ現れるメジャーな

問題になったのである。私の担当した子どもも、近所
の小母さんに「何で学校に行ってへんの」と聞かれて
「ぽく登校拒否だもん」と答えたという。学校に背を向

けた子どもたちの溜まり場的な集まりがフリースクー

ルとして旗揚げされ、管理化された義務教育とは別の

教育のあり方が模索されてきたことは確かであろう。

これらのフリースクールには生き生きとした子どもた

ちの姿がみられ、教育もこれを模倣したのかもしれな

いが、適応指導教室を各地ｌこ設置した。あるｔ、４ま保健

室登校や別室登校も各学校で認められるようになっ

た。ところが、これまでは子どもを登校させようとし

てきＺと教師達の中に、安易にこれらの「居場所」を斡旋

紹介して指導努力を放棄する者が現れ始めたのであ
る。この傾向は文部省の方針転換以後さらに著しく

なった。教育委員会のお墨付きを頂いた「心の居場所」
は、小ｑ＝・学校の代替機関として日本の義務教育の一翼

を担わされることになった。しかし不登校の子どもを

これらの機関に紹介したらそれで終わりという状態



に、適応指導教室の担当者でさえ嘆いている。学校復

帰を建て前として設置されている適応指導教室に通う

ようになればそれで出席扱いとなるため、学校に復帰

しなくても不都合はなく、担任教師との関係；ｂ疎遠と

なり、適応指導教室ｌこ適応してしまい、ついには安住
してしまう子どもが多いからである。かつて私たちは

児童相談所における一時保護や宿泊指導を出席扱いに

して欲しｔ、ゝと学校長にお願いに行ったものである。難

しい顔をされ、保護者の悪口を散々聞かされ、嫌な思

いをしながらようやく出席日数に加えてもらうことが

出来る状態であった。また、出席日数が不足していて

も何とか卒業証書を出してやってもらえないだろうか

と頭を下げ、頼み込んでようやく卒業証書を書いても

らった経験は数え・ｔ；りれない。ところが今は、学校の側

が積極的に出席扱いを申し出てくるようになってい

る。私は、「｀学校にこさせたい」「登校を再開させたい」

という教育関係者の言葉とは裏腹に、出席扱いできる

のであれば管理システムに乗ってこない厄介な子ども

は「専門家」に任せておけばよいという本音を感じてし

まうのである。

３ 。 官 製 フ リ ー ス ク ー ル

日本初の登校拒否児のための高等学院「生野学園」が

開校されたの詣兵庫県である。学校法人の生野学園は

登校拒否児童の指導に長年携わってきた精神科医の尽

力によって建設され、全寮制の学校にはほぼ日本全国

から受験生が集まってきている。学校経営も軌道に乗

り、最近は登校拒否児の高等学校という物珍しさはな

くなってきたが、その取り組みの熱意は開校当初と変

わっていない。初物好きズ？１兵庫の県民性かも知れない

が「県立山の学校」が作られたのは、高校中退者の増加

が問題になっていた時期であった。林業従事者の高齢

化に悩んでいた森林組合と、高校中退者の増加（当時

兵庫県では毎年１校分、約１５００人の生徒が中途退学し

ていた）に悩む教育委員会、それに児童生徒の健全育

成に取り組んでいる兵庫県生活文化部の「こころ豊か

な人づくり推進室」が手を組んで作ったのが「山の学

校」である。山の学校は中学卒業以上の１５歳～２０歳ま
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での男子を対象にし、募集人員は２０名、修業年限は１

年で、土日は帰宅するが全寮制となっている。学習内

容は森林の生！鏃理解、林業体験、ログハウス制作、登

山、スキー、パラグライダー、サバイバルキャンプ、

木工、陶芸などと多彩である。高等学校中退者を対象

にしたこ（Ｚ）学校は、不本意就学などで高校を退学した

者も多く不登校の子どもは少なかったが、卒業生は各

方面から求められて就職は順調であるという。特に野

外活動の指導員として採用されている者が多いという
ことである。山の学校の成功に気をよくしたためか、

兵庫県は同じ生活文化部に不登校の子ども４Ｅ：対象にし

た「県立神出学園」を発足させた。こちらは男女共学で
・１＝１学校卒業以上２０歳未満の子ども笞対象にし、春と秋

の二回入学、修業年限は２年以内で土日は帰宅する全

寮制、総定員は８０名である。進路発見が主な目的であ

るため、目標が見定められた段階で終了させる方針で

あるが、中途で退学する者も少なくない。中心的なプ
ログラムは！進路基礎プログラム″生きがい探索プロ

グラム１１基礎学力習得プログラム＄学力向上プログラ

ム％適職探しプログラムなどであるが、教科担当者だ

けでなく生活指導員、カウンセラーや精神科医等も配

置されている。園生に一番の人気は学力向上プログラ

ムで、英検合格を目標にしている園生が多いというこ

とである。しかし神出学園は今、生徒数の減少にあえ

いでいると聞いている。それは、スタッフの多くが教

育委員会指導主事という、いずれはどこかの校長にな

ろうかという人たちであり、不登校や引き篭もりの子

どもの気持ちが理解できないためかもｔｙれない。続い

て作られたのは「兵庫県立但馬やまぴこの郷」という登

校拒否児童生徒を対象にした教育委員会の施設であ

る。こちらは適応指導教室などで指導を受けている学

齢期の子どもを主な対象にして、親子で４泊５日程度
を過ごし、再登校のきっかけを作ろうというものであ

る。宿泊定員は３５名で、宿泊は無料、食費なども実費

ということであるが、ここでの生活は野外活動や制作

など自然の中でのびのびとした時間を過ごす中でカウ

ンセリングも行うことである。ただ、親子でという原

則であるが多くは子どもだけで宿泊することになりが

ちであるという。設置されて間もない施設であり、こ
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れという１’ｊｉＳ；；果」はまだ見えないが、この施設の職員も

すでに教育現場への不信感を持ち始めている。これら
の施設の職員の熱意ｌこは敬服するものがあり、私も個

人的に親しい職員もあるのだが、果たして職員の熱意

と教育現場の職員の気持ちが噛み合っているのかとい

うと、それには疑問があるとしか言えない。兵庫県に
はこれらの施設が設置される以前から情緒障害児短期

治療施設「清水が丘学園」が作られ、不登校児童の施設

指導が行われていた。このように兵庫県では官製の不

登校の子どもたちの受け皿が他の府県とは比較になら

ないほど多く作られ、それぞれの施設の職員は不登校

の子どもたちの指導に熱心に取り組んでいる。しかし

各施設力１意欲的に取り組めば取り組むほど子どもたち
（７）心は学校から離れていきそうである。まだ実物に触

れたわけではないが、姫路市では、学校の空き教室を

使ってプレイルームを作っているという。テレピゲー

ムなどの遊具を揃えて「心の居場所」にするのだという

ことである。ここまで「開かれた学校」を作ることにな

ると、学校教育とは何なのか、義務教育とは何なのか

分からなくなりそうである。

４。学校の多様化か分類管理か

画一化された教育に対する批判は以前からあった。

そのターゲットとなっていたのが頭髪や服装さらには

子どもたちの日常生活の規制にまで踏み込む校則で

あった。確かに校則は批判されるべきものではあった

が、頭髪を自由化しても、服装を自由化しても、果た

してそれ゛で学校という子どもたちの生活空間が自由で

楽しいものになったのであろうか。大人の頭の中には
「学校は勉強するところ」であり「子どもの仕事は勉強

である」という意識がガッチリと根を張ってはいない

だろうか。いや、社会や家庭の「’学校化」を指摘する人

もあるが、子どもの生活が幼児期から、中には胎児の

段階から教育に取り込まれている実態を考えるとこの

指摘は正鵠を射たものといえる。学校だけでなく、社

会や家庭まで教育に取り込まれ、子どもの「生活」「暮

らし」は、学校教育・社会教育・家庭教育と呼ばれる

委託することに何の抵抗もなくなり、むしろ養育の苦

痛から解放されている錯覚を持たされてきたのではな

いだろうか。養育の目的は学習成績の向上に集約さ

れ、勉強は子どもの生活の中の他の何よりも優先され

てきた。子どもが何をしていても、何を考えていて

も、勉強以外のことは全て「ショウモナイこと」と切り

捨てられ、「そんな暇があれば勉強しろ」と叱られるの

がオチである。子どもにしても、「勉強する」「勉強し

ている」という言葉は、他の全てのことを免れる免罪

符であり、水戸黄門の印篭のような効果を発揮するも

のである。

５。子どもの暮らしを取り戻すために

かつて私は日本臨床心理学会で「子どもの仕事は勉

強だ」と言うのなら、賃金を払うべきであり、宿題や

居残りには残業手当を払い年次有給休暇を保障すべき

だという話しをしたことがある。従来、子どもの生活

の中で、勉強は生活のほんの一部でしかなかった。学

校でさえ勉強は学校生活の一部でしかなく、友達と遊

んだり話したり、スポーツをしたり趣味を楽しんだり

好きな人や好きな先生がいる楽しい場所であった。そ
の学校が「勉強するところ」に純化され、勉強以外の生

活は校則で禁止され、面白くも楽しくもない場所に

なったのである。１９８０年代に雑誌「世界」が子どもの問

題を特集するようになった。その中に「楽しくなけれ
１；ｆ学校じゃない」という特集があったことを億えてい

る。童話「モモ」に、時間を盗まれた人々の生活は単調

なものになり人々の心は狭く貧しいものになっていっ

たというくだりがあった。文部省は、神戸市の事件を

契機に「心の教育」を行うという話しである。しかし私
は、心の教育をするよりも教育が盗んだ子どもたちの

時間を返すことが先決なのではないかと考えている。

自由で自主的に使える自分の時間を持てることが、豊

かな暮らし、豊かな心を育てるのではないだろうか。

おわりに

ようになってしまった。親もまた子どもの養育を外部神戸市の少年が引き起こした事件は、医療少年院送
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致という審判が確定して幕を引かれたかにみえる。し

かしこの審判が保安処分を先取りしたものであること

はいうまでもないだろう。「心のケア」と言い「心の教

育」というが、実際ｌこは「心の管理」を押し進めるシス

テムづくりが始められようとしている。それは、学校
の管理システムに乗らない子どもたちを「心の専門家」

の手に委ねるという方法のようである。その結果、現

場がどんなに熱心に、誠実に取り組んでいても、実態
は管理システムの一翼を担わされていることになりそ

うである。
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ある一人の脳死をめぐる人間模様

去る４月３０日、ワシントンのスラム街の一画にある

子供病院で脳死に陥った子供とその母親にめぐりあっ

た。脳死をめぐる人生模様ともいえないこともない体

験である。以下、感情的に上下したり気持が左に右に

翻弄しながら過ごした三時間余りの様子をできるだけ

忠実に記したい。話が前後したり、問題点からずれて

話が飛んだりしているが、生の記録として読んでいた

だけると嬉しい。

場所は、手術室に隣接した家族の待合い室。

脳の手術のために子供を手術室に送りだした母親が

脊椎の手術を受けている子供の母親に話しかける声が

聞こえる。あちこちで、同じような思いを抱く親たち
が不安とも期待ともいえる複雑な気持を分かち合って

いるようだ。待合い室が狭いことと部屋のつくりのた

めか、聞こうとしなくても、安否をきずかう会話が耳

にはいってくる。

スーザン・スミスとの対面

いつまで待たされるのかわからない退屈な時間をす

ごすために持参した本と病院の図書館から借り出した

医学雑誌を読んでいた。すると、「おじゃましてよろ

しいですか」という女性の声で、本から目を離した。
「突然ですが、脳死について何か知っていますか。何

か難しいそうな雑誌を読まれているようなので、私の

話を聞いてもらえるような気がしたものですから。」
こころよく承諾して、「私に何ができるのかわかり

ませんが、外の新鮮な空気を吸いながら話を伺がいな

がら一緒に考えましょう」、と提案した。ファッショ

ン雑誌のモデルのような背の高い女性は泣き疲れたた

めか、疲労困忿しきったためなのか、目のまわりに疲

れが感じられる。二人で廊下を歩いていると、花束に
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埋まった女の子が車椅子に乗って退院する姿がみえ

る。家族と一緒にやっきて、これから入院する元気の

ない男の子もいる。ほとんどの人が一度は通過するの

が病院である。ここが人生の最終駅となる子供もい

る。
「グリーン病棟の患者はすぐに自分の病室に戻って

下さい」とのアナウンスが聞こえた。多くの小児科病

院がそうであるように、ここでも病棟が色分けされて
いる。グリーン病棟とは循環器系病棟のことで、この

病棟で亡くなった子供が遺体安置室に移送されること
を告げるのがこのアナウンスである。患者も親も付き

添いも病室に入り、カーテンを閉めなければならな
い。廊下を見てはならないのである。

私たちは病院の中庭のベンチに座って話をすること
にした。池をへだてたところに黒人の名門大学といわ

れ、臓器移植に積極的なハーワード大学が見える。

彼女の名前はスーザン・スミス。
「まさか、あのスーザン・スミスではないですよね」

と冗談をいうと、「とんでもない。そのようなことを

何回となく聞かれますが、私はスイートなスーザン・

スミスです。」との言葉がかえってきた。

スーザン・スミスとは二年前に、男の愛に飢え、何

人もの男を求め、あげくのはてに、自分の二人の子供

が乗った車を池に沈ませて殺したサウス・キャロライ

ナの女性である。南部の心理を操って、子供が乗って

いる車が黒人の男に強奪されたとする作り話をした女

性で、「子殺しの母」とか「愛に飢えたふしだらな南部

女」として知られている。

秋葉「あのスーザン・スミスでなくて安心しまし
た。終身刑を受けた彼女は一生刑務所からでることが

できませんよね。でも、とっても美人だと思いません

か？」



スーザン「あれは媚を売るうわべだけの美しさ。さ

かりのついた雌ギツネ。」

脳死についてどのよう話が飛びだすのか、Ｃヽ唇己してい

ただけに、こうした彼女の元気な声に安心した。

脳死になったトム

秋葉「ところで、何か深刻な問題を抱えているよう

ですが、脳死ということでしたね？」

スーザン「脳死になった長男のトムが死んだという

のです。そして、命の贈り物として息子の腎臓を寄付

して欲しいというではありませんか。こんな、理不尽

なことってありますかっ。めちゃめちゃもいいかげん

にして欲しい。」

秋葉「ご家族は病院に来ていないのですか？トム

が脳死になったとのことですが？」

スーザン「病院にみえた何人かの親とか看護婦さん

に声をかけたのですが、誰も相手にしてくれないので

す。私を気違い扱いする看護婦すらいるのです。」

秋葉「トムが脳死で死んでしまった、と話をもちか

けたのですよね。ここは病院。多くの人がそれぞれに

心の重荷をもっているのでしょう。あなたの話に心を

傾ける余裕がないのでしょうね。南部の山岳部から来

られたように伺えますが？トムは何才ですか。トム

が脳死とのことですが、もしかすると、かなり遠い所

から運ぱれて来られたのではありませんか？」

スーザンは、こんがらがった糸をほどくように、涙

声でぽつりぽつり話し始めた。
スーザン「ええ、西に１５０マイルほどのウエスト・

ヴァージニアから来ました。小さな村に住んでいま

す。昨日の午後のことですが、私が働いている炭坑夫

相手の店に学校から電話がありました。トムの命があ
ぶないと瞬間察したら、心臓が止りそうになってしま

いました。トムが校庭で遊んでいると、ボールにあ

たって、よろけるように頭から倒れたのことです。後

頭部をきつく打ったようです。近くにある村の病院に

かつぎこまれました。電話の途中で、すぐに駆けつけ

たのですが、町の病院に待機していたヘリコプターが

やってきて、その病院に運ばれた後でした。ヘリコプ

ターと病院と交信する話が聞こえるようにしてくれま

した。ワシントンの大きな／ｊヽ１、１！科病院に送り込む手は

ずができたことをその場で知りました。下着や着替え

も持たないで、この病院の看護婦さんにガソリン代と

スナックを買うお金を借りてひたすら車を飛ばして来

ました。どこをどのように走ったのはよく覚えていま
せんが、三時間以上かかったことだけは確かです。途

中、スピード違反でパトカーにつかまってしまいまし

た。３０分以上も警官に止められてしまうのが普通です
が、事情を話すと、警官がこの病院まで誘導してくれ

ました。」

秋葉「怪我の功名ですね。それは、もう２４時間以上

も前のことですね、病院に着いたのは？家族の方が

見えないようですが？」

スーザン「今日、誰か村の人が母と弟を連れて来て

くれることになっています。昨晩と今朝、電話をする

と、学校も村も大騒ぎしているとのことでした。」

秋葉「多くの人が心配しているのですね。」

スーザン「昨日病院に着いたとき、トムは手術室に

いるといわれ、救急の手術かと瞬間思いましたが、そ

うではないことを知らされました。私の名前を確認し

た看護婦に、お気の毒にトムは亡くなりました、とい

われたのです。脳死になってトムは死んだといわれ

て、あわてていわれた手術室に入ろうとすると、集中

？台療室にいるといわれました。看護婦に案内されるま

ま集中治療室に駆け込むと、隔離された部屋にいるト

ムの姿が見えました。看護婦は一時的に使っている紙

おむつを取り替えようとしているところでした。する

と、天井まで届くような噴水であたりがびっしょりに

なってしまいました。」

秋葉「噴水？」

スーザン「男の子を育てたことのある人は誰でもわ

かることです。トムを抱きかかえるようにキスをした

ら、尿が噴水のように、まっすぐ上に…。その、瞬間、

底のない湖から流れ出すような涙がピタッと止ってし
まいました。トムの温もりを感じて、生きているトム

の姿を感じとったのです。看護婦にこのことを話す

と、それは、単に反射神経として尿がでただけにすぎ

ないのです。これからキャサダー（カテーテル）を挿入

３９



します、というだけです。私は、看護婦のわかりきっ

た態度に腹が立ちましたが、まだ生きている私のトム

を抱きしめた喜びで、また涙にぬれてしまいまし

た。」

秋葉「トムは脳死と判定されたのですね？彼は何

才ですか？」

スーザン「トムは長男で六才です。看護婦の話で

は、病院に運びこまれ、安定させる処置が終わると同

時に、脳波など脳死が判定されたとのことです。夕方

の六時頃だったといっていました。」

秋葉「すると、あなたが病院に到着したのは六時過
ぎで、その時には脳死が判定されていたのですね？」

スーザン「集中治療室でトムの髪をとかしている

と、私と同じスーザンという名前のコーディネーター

が見えました。私の肩を抱くようにして、彼女の部屋

に案内しました。」

私は「コーディネーター？スーザンは名刺をくれ

ませんでしたか」とただしてみた。彼女が手にする名

刺によると、ワシントン地区臓器移植コーディネー

ターの肩書きをもっている６

スーザン「スーザンはとても優しい理解のある三十

才代の女性で、ワシントンでもウエスト・ヴァジニア

でも法律で脳死は人の死としてみなされていると説明

してくれました。それだけではなく、脳死は、普遍的

なコンセンサスがみられ、医療の専門家や法律家や政

治家からも認められているとのことです。多くの家族

が、移植によって新しい人生をやり直すことができる

人を救うために、亡くなった愛する人の臓器を提供し

ています。あなたは、こうした命の贈り物をする素晴

らしい機会に恵まれています。これは他の人にはでき

ないあなただけの特権でもあります、といわれまし

た。」

秋葉「脳死の判定を受けたトムの臓器を提供するこ

とを依頼されたのですね？どのように答えたのです

か？」

スーザン「トムは生きていますと答えただけです。

スーザンには噴水のことを話しませんでした。トムは

これといった傷もなく、寝息を立てていました。い

つ、目が覚めますか、退院はいつになるのでしょう
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か、といったことを聞きました。」

秋葉「トムは呼吸器をつけ、何本かのチューブで結

ぱれていたと思うのですが？」

スーザン「今日の夕刻にもう一度検査して、脳死を

確認するとのことです。私は、死を確認する検査です
か、と問いただしました。すると、脳死の判定をもう
一度繰り返すのが規則になっているとのことでした。

スーザンはとても冷静な専門家ですが、私が、トムは

死んではいないと何度も繰り返すと、かなりきつい言

葉で、倫理委員会にかける必要があるかもｌ．。、れないと
いうのです。どうして、そんなことまでして、トムと

私を苦しめるのかよくわからないのです。スーザンと
の会見は三十分位だったと思いますが、私のいえるこ

とは、トムは生きているばかりか、明日にでも村に帰

ることができるように思えてならない、それだけでし

た 。 」 十

脳死と臓器移植の矛盾

スーザン「倫理委員会て何ですか、どうしてそんな

ものを開くのですか？私が悪いことをしたので、そ

れを処理するためのように思えてならないのです。私

が一体どのような悪いことをしたというのでしょう

か？こんなことを他の看護婦さんにたずねたのです

が、まったく相手にしてくれないのですから、私は

よっぽどの悪人のようです。」

秋葉「本末転倒もはなはだしい。誰が、あなたを悪

人扱いすることができますか？突然、こうした状態

に陥った人なら誰でもいだく、まったく自然な気持だ

と思いますよ。私も含めてですが、コーディネーター

も医者も看護婦もあなたの心底を理解することができ

ないのです。頭では何となく理解しているかのような

理屈をいうことができても、それは、あなたの気持と

まったく同じとはいえないのではないでしょうか。人

の喜びを分かち合うのは比較的簡単ですが、悲しみの

奥底まで共にするのはなかなか出来ないものです。私

自身に関していえば、この意味で罪深く感じるばかり
か、ある意味で避けることのできない孤独感すら抱く

のです。悲しみを強要することはできませんが、悲し



みをどこまで分かち合えるのか、私にはよくわかりま

せん。でも、あなたが素直に気持をコーディネーター

に伝えたことは素晴らしいことだと思います。不必要

なプレッシャーを与え、あなたに罪意識を抱かせたの

ではないかと、とても気になります。」

スーザン「ええ、私が心配するのは、コーディネー

ターが明日にでもまたやってきて、倫理委員会のこと

をもちだすのではないかということです。」

秋葉「ちょっと待ってください。あなたが本当に心

配しているのはトムの容態ですよね。どうして、これ

以上に、あなたを苦しめるのか理解できません。で

は、倫理委員会についてお話しましょう。近頃倫理委

員会の在り方が反省され、多くの議論がありますが、
この委員会は患者ないし患者の近親者と医者や病院側

との間に意見の対立が起こるときに開かれる医療専門

家による委員会です。この病院にもそうしたものがで

きているのでしょう。委員会にはある一定の医者、病

院の管理者、法律家、看護婦、それに市民によって構

成されているもので、私の推測では、脳死と判定され

たトムの死を認めないことを議論するのでしょう。」

スーザン「とすると、脳死ってなんの・ことかかわり

ませんが、私がやはり悪いことをしたかのように聞こ

えますが。」

秋葉「そんなことは決してありませんから、；絶対に

心配しないでください。問題は、倫理委員会、いや、

コーディネーターにあります。」

スーザン「えっ、どういうことですか？」

秋葉「幾つかの問題が考えられますが、その第一

は、コーディネーターのスーザンがあなたの本当の気

持をそのまま受け入れられないことにあるのではない

でしょうか。確かに、脳死は人の死と法律的に認めら

れ、多くの裁判でも確認されていますが、脳死は普遍

的なコンセンサスではありません。脳死がひとたび制

度化されると、何ら疑うことなく、それを押しつける
のも自然で、この意味でスーザンは職務を忠実にまっ

とうしているといえないこともありません。」

スーザン「本当に脳死が認められているのですか？

そんなこと聞いたことありません。脳死と言う言葉

を耳にしたことはあったような気がしないではありま
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せんが、コーディネーターから説明を受けて始めて、

その意味が何となくつかめてきました。」

秋葉「説明された脳死と実感として受けとめる脳死
の違いですよね？」

スーザン「その通りです。いくら説明されてもトム

が死んでいるなどとは想像すらできないません。」

秋葉「私の判断では、倫理委員会があなたを呼んで

説教するようなことはないでしょう。でも、もし、そ

んなことがあった場合には、今の言葉をそのまま伝え

ればよいのではないでしょうか。医療委員会は患者の

処置をめぐって親と医者や病院と意見が対立する場合

に開かれるものです。親と医者による共同医療判断が

叫ばれていて、それがため多くの問題をもたらしてい
るのも事実ですが、心配する必要はないのではないで

しょうか。」

脳死の不明瞭性

秋葉「ついさっきまで読んでいたのはこうした問題
を論じる医学論文です。脳死は人の死ではないばかり

か、脳死を放棄せよと著者は訴えています。脳死はも

ともと臓器移植のために作られた新しい死であるため

に、多くの議論と混乱がみられます。脳死に反対する

専門家はたくさんいますが、こうした専門家はあたか

も思想の検閲にかかったかのように反対意見を発表し

にくくなっているため、表面的にはコンセンサスが出

来ているかのような印象を与えているのが実情です。

この論文の著者によると、脳死判定を受けた約８０パー

セントの患者は実際には脳死になっていないとのこと

です。その科学的根拠がこの論文には示されていま

す。それだけではありません。臓器移植に直接かかわ

る医者と看護婦の約三分の一が脳死を正しく理解して

いないとのことです。この論文のコピーを作りましょ

う。難しい言葉が使われていて、読むのに大変です

が、万が一倫理委員会が開かれ、脳死が問題としてと

りあげられたなら、このコピーを読むようにお願いさ

れるとよいと思います。それほど、説得力のある論文

です。」
スーザン「この倫理委員会に出てくれませんか。私
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が話すより事が簡単にすみそうです。」

秋葉「もちろん、喜んで出席させていただきましょ

う。しかし、私は近親者でも家族の一員でもありませ

んので、恐らく、私の出席は拒否されるのではないか

と思えてなりません。」

スーザン「倫理委員会の許可をもらうように交渉し

てもよろしいですか？」

秋葉「それはまったく問題ありません。コーディ

ネーターのスーザンにトムは生きているといったと

き、彼女はどのように答えましたか。脳死は普遍的に

認められているとのことでしたが、あなたはどうして

脳死がトムの死であるといえるのか、聞いてみなかっ

たのですか。」

スーザン「スーザンは用意してあった脳の写真をみ

せて、このすべての脳の機能が永久に停止して、意識

はもどらないと説明してくれました。」

トムとの対面

かなり気分が落ち着いた様子をみせるスーザンは時

計をみて、「もうそろそろ病室に戻らなければなりま

せん。よろしければトムに会って下さい」と誘われ

た。春とはいえまだ寒さが残る中庭を離れ、集中治療

室向かった。

スーザン「トムは小学校一年生を終わります。私の

弟に似てあまり身体は丈夫ではありませんが、かわい
い男の子です。ところで、あなたのお子さんの様子は

いかがですか。」

手術を受けている長男（琢磨）を心配するだけの余裕

ができたことが不思議に思えるほど、やさしい笑顔を

浮かべるスーザンをみつめることができたのは実に嬉

しかった。

秋葉「入院しているのは琢磨（長男）で２１になる大

学生です。尿道狭窄のため外来手術を受けています。

病院は慣れているし、手術の内容もはっきりしている

ため、心配していません。」

スーザン「えっ、ここは小児科病院ですよ。大学生

がこの病院で？」

秋葉「琢磨は二分脊椎で生まれ、そのために、何回
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も多くの病院に通い、手術を繰り返してきました。琢

磨が二才の頃、ジョージ：Ｆ政府にお願いして、という
よりは文句をいって、抜本的な処置をする専門診療所

を作ってもらったことがあります。もう昔の話です

が、この診療所がモデルとなって、今では、全米の大

きな病院で同じような医療制度ができています。こう

した医療で育った青年はあまりいないようです。琢磨

が一番の年長者かも知れません。こんなわけで、こう

した施設があるのは小児！科病院だけ。琢磨が子供のた

めの病院で手術を受けているわけです。つい最近知っ

たことですが、小児科病院は２１才までとのことで

す。」

スーザン「‘政府って、市民の言葉を聞くのですね。」

秋葉「耳を傾けないのが政府です。圧力をかければ

腰をあげるようなものではありませんが、圧力をかけ

なければ何もしないところです。あなたの次男は何才

ですか？」
スーザン「次男の名前はジョー、４才になったばか

りです。私が１９の時の子です。私はまだ２２才なの

です。」

秋葉「私の娘と同じ年ですよ。」

スーザンのいう通り、トムは集中治療室の隅にもう

けられた隔離室に寝ていた。入り口でブルーのガウン
を着て、帽子をかぶるように指示された。ここは２４

時間看護。二人の看護婦が忙しく、血圧や呼吸器の状

態をモニターしながら、克明にその結果を記録してい
る。体温、呼吸、血圧の変化を示すグラフがわきの

テーブルに見える。
「ひとときも目を話すことが出来ないほど注意しな

けれぱならないのですか」と担当の看護婦に話しかけ

ると、「集中治療室のどの患者もいつどのように容態
が変化するかわかりませんので、一人ないし二人の看

護婦がいつも患者を見守っています」とのことだっ

た。「食事は？」と聞くと、「この管から注入します

が、一日二回、栄養分の違った食事を与えています。

他の患者と違ったことはありません。みんなルー

ティーンのことばかりですが、一人一人異なった異常

をもっていますので、油断はできません」、との言葉

がかえってきた。隔離室に入れられている理由を聞く



と、「ここは隔離室ではなく、患者が搬送されたと

き、呼吸や血圧などが安定していない場合に医者と二

人の看護婦が集中的に処置するためのものです。隔離

室は手術室の隣りにあります。それは、きわめて特種

な場合に使われます。例えば、免疫力が無かったり、

極度に免疫力が衰えている場合、感染を防ぐために外

の空気を遮断することができます。臓器移植直後の患

者もこの隔離室に入れられることになっています」、

との説明を受けた。

点滴の管が二本見える。ものの本を読み過ぎとはい

わないが、悪い冗談をロ走ってしまった。「スパゲッ

ティ症候群の患者；ＩＥ、大変ですね」、と。ｒ何をいうので

すか。冗談は困ります。私も患者も生命と戦っている

のです。この管は、トムの大事な命なのです。脳死患

者の命を結ぶ貴重な管なのですよ。スパゲッティとは

何事ですかっ」といった具合である。まったくその通

りで、お詫びした。

ところが、スーザンは今の冗談と看護婦の反論が気

に入ったようで、平然としているではありませんか。

スーザンと同じ年代と思われる看護婦がトムのベッド

から離れると、「だってそうでしょう。今、この管は

命で、トムの命を結ぶ管ですと看護婦さんがいいまし

たよねっ。まったくねっ。トムは生きているから、命

の管がつながれているんですよねっ。」

秋葉「なるほど。それに、看護婦はＩＢ；ｉ死患者を大事

に世話しているのですよね。トムは死んだなんて誰が

いったのでしょう。倫理委員会が開かれてもあなたの

勝ち。ところで、もう噴水はみえないようになってい

るようだ。上だけではなく、下にも管がつながってい

る。」

髪をなでたりキスをしたりするスーザンの姿は、入

院する子供の安否をきづかいながら看病するどの親の
姿と何ら変わりない。「ボールが頭にあたって転んだ

ということだが、そんなに痛くはなかったでしょう。

もうおいしいものは何も食べられないとお医者さんが
いっているけど、そんなの平気だよねっ。我慢すれば

それですむこと。もうすぐ弟や村のひとが病院にかけ
つけてくれるとのことだから、頑張ってねっ。みんな

が泣いてもあなたは泣いちゃだめよ。いつになった

ら、退院できるのかな？看護婦さんは退院できない

といっているけど、ひょっとすると、明日、村に帰る

ことができるかもしれないねっ」と、話しかける。体

温も血圧も正常とのこと、そのためか、時々、クク

クッと、呼吸の波に変化が起こる。夢をみているよう

な感じもするし、ほっぺたを叩いて「さあっ、起きる

時間だ」、と声をかけると、ぴしっと目を覚し、「今何

時、ここはどこ？」などといっても不思議ではないほ

ど安らかに眠っている。スーザンが声をかけると、何

となく返事をしているようにも感じられた。

しばらくすると、第二回目の脳死判定をするからこ

こをでるようにいわれた。「どうして病室を離れなけ

れぱならないのですか？トムは検査する間、母親の

支えを必要としているのと違いますか。それに、その

様子をみとどける母親に、やさしく納得できるまで説

明してくれることを医者にお願いして下さいません
か」とたずねると、看護婦は「これは医者の命令だか

ら」と答えるだけだった。「それなら、医者と話をした
いから、すぐに連絡して欲しい」とせまると、ｒあなた

の言葉をすぐに伝えましょう」と私の意向を汲んでく

れた。何となく、トムの親になったような気もしない

わけではないが、それもわるくなかった。

私の居場所を手術室に連絡してあったためか、すぐ
に回復室に来るようにとの伝言が届いた。回復室に行

くと、インターンから、琢磨の容態は予想を越えて悪

化しているので、一晩入院しなけれぱならないこと

と、一時間後に執刀医から説明があるので待合室で待

機して欲しいと告げられた。

もう午後五時をまわっている。疲れたのか空腹なの

かよくわからないまま、集中治療室に戻ることにし

た。ブザーを押すと、家族以外の；お見舞いの時間は過

ぎていて、私は入ることができなかった。そこで、患

者の名前を告げ、スーザンを呼んでくれるようにお願
いすると、すーっとドアが開けられた。

深まる不安と悲しみ

ジョージ・ワシントン大学医学部の教授が二回目の

脳死判定を行うことになっているが、一回目は昨日の
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午後六時過ぎだったため、あと一時間待たなければな

らないとのことだった。スーザンが検査に立ち会うこ

とには何ら問題はないとのことも確認して、キャフェ

テリアで簡単な食事をしながら話を統けることにし

た。そのうち、村からも仲間が顔を見せるのではない

かと期待した。

これからどうなるのかよくわからないというスーザ

ンの顔には今までとは違った陰りが感じられた。トム

の死を直感して、悲しみが始まることを察したかのよ

うだった。

とはいえ、意外にも冷静なスーザンは脳死判定に関

心を示していた。脳死の判定方法は少なくとも五、六

種類あり、各々の病院の方針に従っていること、

ジョージ・ワシントン大学医学部の教授は彼なりの方

法で判定するものと思われることを話した。そして、
「一番確かなことは自分の身体で確認しながら、医者

の説明を聞いたり質問することによって納得すること

ではないかとおもわれます」と付け加えた。

すると、「トムの脳死が確定すると、トムは死ぬの

ですか？トムの死を認めなけれぱならないのです

ね？」、との非常にきつい言葉に息が詰まる思いだっ

た。

秋葉「どのような言葉が適当なのか自信はありませ

んが、幾つかの例をお話しましょう。その一つは

ニュージャージー州のことですが、信仰を理由に脳死

を拒否する権利を認める法律があり、脳死判定方法も

法律できまっています。もう一つは二年前に起こった

ことで、ニューヨーク市の病院に入院した八才の女の

子が脳死判定を受け、病院は治療を打ち切ることを親

に提案したところ、親は脳死とはいえ娘は生きている

と訴えています。裁判所の判決で脳死が死と認められ

ていますが、ことは必ずしも簡単ではありません。カ

ソリック教会オコナー司教が、自分の教会の病院でこ
の女の子を受け入れましょう、と提案しました。で

も、親はこの病院に滞在させて欲しいと強く懇願して
います。そこで司教がその病院と交渉して、完全に

息を引き取るまで、入院する許可がおりました。数日

後に、その女の子は亡くなりましたが、司教の祈りが

捧げられたとのことです。この出来事がきっかけで、
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ニューヨーク州は脳死、と心臓死の二つを人の死とする

法律を作りました。本人の宗教とか信仰によって、こ

のいずれかを選択できますが、子供の場合には近親者

が判断することができるようになっています。でも、

宗教だけが決定的な理由とはならないため、本人の信

条とか考え方によってもこうした選択が可能といわれ

ています。もう一つお話しましょう。それはフロリダ

州でのことです。ニューヨークの例と同じ小さな女の

子が脳死になったのです。話が幾分複雑なのは、脳死

を認めない親が治療を続けることを要求したところ、

病院側はそれを拒否して裁判に訴えたことです。」

スーザン「その結論は、どうなったのですか？と

ても興味がある。早く結論を急いでください。」

秋葉「結論は簡単ですｉ親の勝利です。その法律的

理由はかなり難しいことですが、それはそれとして、

病院側は呼吸器を含むすべての装置をつけたまま、退

院させることになりました。その際、２４時間看護す
る二人の専門看護婦が同行しています。娘の死を認め

ない親の言い分はといいますと、死は避けられないと

するならば、家族と一緒にそれまで一緒に過ごし、家

族に看取られながら息を引き取って欲しい、とのこと

でした。こうした祈りを否定する法律は有りえないと

思いませんか。脳死は人の死である、よって臓器を下

さいなどというのはどこか間違っているように思えて

なりません。医療のありかたにも問題がありますが、

同時に、こうした患者と共に生きているその姿を踏み

にじるのは許されるものではないというのが、判決の

主旨でした。まったく、同感します。脳死を一方的に

人の死とする法律は憲法違反の疑いもあります。ま

た、フロリダ弁ｌ最高裁は医療のありかたをめぐる親の

権利を最大限に認める判決をくだしているため、法的
にもこの親の主張が通ったのだと思います。法律でこ

うしたことを縛り付けるのは賛成しませんが、法に

よって親が抱く心を支えることもあるわけです。」

流れる涙をぬぐうこともなく、うなだれるように聞

き入ったスーザンはしばらく沈黙したままだった。

スーザン「やはり、いつかトムの死を、いえ、本当
にトムが息を引きとって私からトムを引きはがしてし

まう時がやってくるのですね。でも、脳死がどうであ



れ、トムは死んでいませんよねっ？そうすると病院

は裁判所に訴えるのでしょうか？」

秋葉「ワシントンにはそうした例はありませんの

で、予断はできませんが、先ほど話にあった倫理委員

会が開かれる可能性はあるようにも感じられます。ウ
エスト・ヴァージニアにはあなたの支えとなる強力な

組織があります。小児科の医者が中心となって、多く
蓉牧師や弁護士、哲学者、看護婦、それに一般市民が

参加する安楽死阻止市民統一協会です。最悪の場合に

はこうした支援組織の力を借りなけれぱならないこと

も有りうるかも知れません。悲しみにうちひしがれて

いるあなたに、こうした仕打ちをするのはけしからん

と思いますし、そうなることはとても残念なことで不

幸なことです。かといって、妥協す遥聡要はありませ
んので、村から家族がみえたら相談されるのがよいの

ではないでしょうか。でも、必要でしたら、この組織

に私から連絡してもよろしいですよ。」

スーザン「………１、ゝつ、トムは息を引き取るのでしょ

うか？」

秋葉「数日のことなのかもしれません、いや、明日
にでも亡くなるかもしれませんし、何週間、何か月後

のことかもしれません。脳死になった妊産婦が何か月

後に出産した例もかなり医学書に報告されています

が、いつ亡くなるのかは誰もわからないでしょう。医

者の意見を聞くのも一案のようです。」

死ほど醜いものはない

スーザンは「死ほど醜いものはない」と、何かを述懐

するようにつぶやいた。
「死は醜いですって？それとも、醜い死のことで

すか？」と聞きただすと、深くうなだれて、最近のこ

とや昔のことを語ってくれた。

スーザン「醜い死とかきれいな死などはありませ

ん。私は死を憎んでいます。だってそうじゃありませ

んか。私がまだ４才の時、炭坑夫をしていた父が小さ

な落盤で怪我をしました。２日後に死んでしまったの
です。私の知っている人だけでも何人炭坑で死んだか

わかりません。病院に担ぎこまれて死んだ人もいます

社会臨床創１誌第５巻第３号（１９９８．３．）

が、ほとんどの人が仕事中に死んでいます。年令には

関係なく死んでしまいました。炭坑夫として山に入れ

ない身体の弱い人は、貧しさのため、この世からむり

やり剥ぎ取られてしまったのです。ただただ、精一杯

身体を張って生きてきた人ばかりです。何も贅沢な生

活を夢見て炭坑に入る人はー人もいません。今日の命

をつなぎ、明日の命を大事にしながらひたすら生きて

きた人の命を奪うのはあまりにも残酷なことです。誰

だって、明日を生きる権利があります。死は、明日の

命をもぎ取ってしまうのです。そして、死は私から父

を奪い去ってしまいました。私からだけではありませ

ん。つらいことや楽しいことを共にした多くの人から

も父を永遠に引き離してしまったのです。こうした残

忍な仕打ちが死なのです。ところで、お通夜を知って
いますか？」

秋葉「死はその人の歩んだ足跡をないがしろにし

て、これから歩む明日を奪ってしまうのですね。そし

て、その人と共にした人や関係を断絶するのが死なの

ですね。」

スーザン「父の時もそうでしたが、私の次男の父親

が亡くなった時、私の心が深い谷に沈んで行ったのを

覚えています。あなたがいうように、こうした人を結

ぶすべての関係を打ち切ってしまったのです。」

秋葉「お通夜は日本の大事な習慣となっています。
こちらでは幾分違ったものがあるような感じがしま

す。週末になると、ニューヨーク州のイサカからワシ

ントンに車で通う生活を三年間続けていたましたが、

そのある日、山の中で偶然に知り合った年配の男に案

内されるまま、彼（７：〉葬儀社に行ったことがあります。

死体を保存するための処置をみせてもらいましたが、

その際、お通夜について話を伺ったことがありま

す。」
スーザン「遺体の保存（ｅｍｂｉｍｉｎｇ）は法律で決まった

義務だと聞いていますが、私の村では、そうしない人

もかなりいます。」

秋葉「そのような法律の義務はありませんが、かな

り普及していることは間違いなさそうです。そして、

村の誰かが亡くなると、その人の家で遺体をかこんで
一晩過ごしたそうです。お通夜ですよね。その人が確
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かに息を引き取って、村からお別れしたことをみんな
゛！：’確認したそうです。そして、最後の別れの食事をし

たとも伺っています。夏に死ぬと、遺体を食べにくる

鼠やリスに困らせられたこともあったそうです。墓は

村の入り口か出口の岡に作られ、東に向かって埋葬さ

れたそうですね。こんなことを知って、ペンシル八二

アの山にある小さな村にでかけて、何回となく墓を見

たことがあります。」

スーザン「今では、こうした習慣は少なくなってい

ますが、その思いは何ら変わりないと思います。一人

の死はその人の明日を奪ってしまいますが、一緒に生

活した人からその人を消してしまうのです。私はこの

年で、何人の葬式と土葬に参加したか知れません。こ
の悲しみを分かちあう言葉などは知りませんが、そこ

にいるだけで、心が通じるものです。それだけではあ

りません。昔の習慣なのですが、お通夜が終わり、穴

を掘って遺体を葬ると、誰となく、残された人に声が

かけられます。夫が死ねば残された妻に、妻が死んだ

ときには残された夫に新しい連れ合いが世話されたと

のことです。一人で生きるのは良くないと信じていた

からでしょう。私の父の埋葬が終わったときもそうで

した。まだ若い男が母親に近づき、それ以来生活を共

にしています。いつも一緒に生活しているわけではあ

りませんが、そうこうしているうちに、私の弟が生ま

れました。」

秋葉「勉強のよくできる弟さんですよね。」
スーザン「そうです。女の私はあまり勉強すること

がなかっただけに、弟には何とかしてあげたいと思っ

ています。」

秋葉「頭のよい女は嫌われるのですか？」
スーザン「どうしてそんなこと知っているのです

か？」

秋葉「そんなに知っているわけではありません。昔

の苦い経験を思い出しただけです。以前、ジョージア

州の小さな村にある大学で教師をしていたときのこと

ですが、学生の一人に背が低くてとてもかわいい女性

がいました。その女性が高校の時、どんな試験を受け

ても満点ばかり、あんたは女ではないと女子学生から

いじめられたとのことです。そこで、リンゴ祭りの
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夜、好きでもない男とデートして、その結果が妊娠で

した。いじわるする女子学生に大きなお腹をみせたと

ころ、あんたは頭が良いが、底なしの大馬鹿だとなじ

られたのですよ。一人でこっそり子供を生んで、子供

を木につるして殺してしまいました。聖書の言葉に

従って罪を敗ったとのことですが、彼女は自首して、

殺人罪で起訴されました。罪を認め、有罪を申したて

たため、裁判が行われることなく、懲役１５年の刑が

いいわたされました。実のところ、こうした話は、刑

務所に服役する彼女から手紙をもらうまで知らなかっ

たのです。そこで、刑務所に彼女を訪問して一切の話

を聞いたわけです。」

スーザン「彼女はとても喜んだに違いありません。

女が罪を犯すと、社会からも、家族からも、恋人から

も、ごみのように捨てられて、刑務所に来てくれる人

なんかいないものです。でも、彼女の気持が何となく

わかるような気がしないでもない。私は彼女と違っ

て、あまり勉強しなかった。女が勉強してどうなるの

だ、女は身体と顔を磨け、と何度もいわれたもので

す。」

秋葉「磨く？」

スーザン「愛嬌よく振る舞い、別妓になれというこ

とです。私は背が高く運動をしていたためか、磨くの

はそれほど難しいことではなかった。１４の時、学校

のチアリーダーに加わったの。だって、学校の人気者

になれるし、村でソフトボールをするときにはいつも

呼ぱれて楽しい時間を過ごすことができたからです。

そして、仲間に薦められてドッグウッド美人コンテス

トに応募しました。テレビでみるコンテストを一生懸

命まねて、ミス・ドッグウッドの冠をもらいました。

仲間が喜んでくれて、とても嬉しかった。女が村で自

分を訴えることができるのは、これしか無かったの

で、なおさらでした。ミス・アメリカに一時憧れたこ

ともありました。成績が良くて、教育があり、芸がで

きて、身体がきれいで素晴らしい性格が備わらなけれ

ばならないスーパー・レディのように感じていたから

です。」

秋葉「あなたがミス・アメリカになったら、サイン
してくれる？。」



スーザン「私はかわいい二人の子持ち。もう資格は

ありません。でも、コンテストで優勝したためか、沢

山の男が詰め寄ってきたことも事実。私の憧れていた

とても頭の良い子とデートして、トムが生まれたとい

うわけ。妊娠した時、彼に話すのがとても怖かった。

私はふしだらな女ではありませんが、この子がどうし

て自分の子といえるか、どこかの男とくっついてでき

た子だろうといわれるのがとても怖かった。でも、彼

は私のお腹に手をあてて、妊娠をとても喜んでくれた

のです。トムが生まれたときの嬉しさは今でも忘れら

れない。彼の名前はトーマスなので、子供にトムと名

前をつけました。新しい命を宿し、それが祝福されて

生まれた時の幸せは最高そのもの。」

秋葉「彼と結婚したの？」

スーザン「いいえ。トムの一才の誕生日祝いを用意

していたとき、トーマスはほかの女とどこかに消えて
・しまいました。すると、私の悲しみを慰める何人かの

男があらわれ、そのー人とデートして次男が生まれま

した。でも、彼は交通事故で亡くなってしまいまし

た。道路のわきに詰まれた石炭の山につっこんで、即

死。私から大事な人を奪う死をどうしても許すことが

できません。それも、過ぎたこと。今は次男の成長と

弟の教育が一番楽しみ。」

秋葉「弟さんは幾つ？」

スーザン「私より４才下で、もうすぐ高校を卒業し

ます。コンピュータが好きで、数学ができるためか、

アメリカで一番のハーバード大学の、入学が決まってい

るのですよ。大学からかなりの奨学金が降り、州から

も奨学金が保証され、村はじまって以来のことなの

で、村からも小遣いがもらえて、炭坑協会と労働組合

からも生活費がもらえることになっています。この夏

は炭坑協会と組合でコンピュータの仕事をして、秋に

は立派な大学生。大学はボストンの近くにあると聞い

ていますが、一度は行ってみたいと考えています。

行ったことがありますか？」

秋葉「棄晴らしいことですよね。まわりの期待が大

きくて大変だとも思われますが、大丈夫でしょう。私
の娘もこの大学を卒業することになっています。炭坑

の町から離れて、違った世界をみるのも決して悪いこ

とではないと思います。弟さんも喜ぶに違いありませ

ん。何を勉強する予定ですか。」

スーザン「彼はコンピュータが勉強したいといって

います。村の人は弁護士になれと励ましています。弁

護士になればこうした村から離れ、貧しい生活にさよ

ならができるというのです。でも、貧困から脱出する

ために村を離れて、外で成功した人は一人も知りませ

ん。」

秋葉「弁護士になるためには、大学を卒業してから

法律学校に入学しなければなりませんよね。金持ちに

なるために弁護士を目指す人がいることは事実です

が、こうした村で生きる多くの問題に目を向けなが

ら、社会を改善する力となる弁護士になったらすぱら

しいですね。」

スーザン「私はあまり教育とか大学には関心ありま

せんが、弟の幸せな姿をみるのは何よりも楽しみ。弟

が生まれたときも、誰が父親なのかはっきりしなかっ

たので、母はつらい目にあったと聞いています。だか

ら、何を勉強してもかまわないし、村に帰ってくる必

要なんかないとおもう。」

秋葉「その通りだとおもいますよ。避けられないト

ムの死がもたらす悲しみがあなたのものであるよう

に、弟さんの喜びもあなたのものなのでしょうね。そ

れも、新しい道を開く喜びなのですから、彼が村に

帰っても帰らなくとも、今の生活を共にする多くの人

と何らかの形で歩む弁護士になれたらいいと思いま

す。ですから、頭だけでは十分ではありません。頭の

良い人はいくらでもいますよ。」

スーザン「まもなく顔をみせる弟がトムの状態を

知って悲しむ顔をみるのはつらいことです。皆と相談

しますが、今のままの状態でトムの死を待ちたいと考

えています。でも、病院側は何というのでしょう

か。」

秋葉「病院や医者が何をいおうが、あなたの率直な

心をぶつけることが一番。それ以外に何があるという

のですか。専門家は死人を生かし統ける医療などはあ

りえないといっています。ですから、呼吸器や栄養分

を与えるチューブをとりはずすことを要求するかもし

れません。彼らは、自分たちが何をいっているのか必
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ずしもわかってはいないようです。脳死は人の死であ

ると言い切りながら、点滴の管は命をつなぐ大事な管

であるといい、命の贈り物として臓器提供を要求し、

死体を生かし続けるのは医療の原則に反すると豪語し
ている有様です。支離滅裂な言葉を平気で使いなが

ら、弱い立場にある患者やその家族を苦しめるのは、

医療の道に反しています。言葉の問題だけではなく、

こうした言葉の背後にのぞかせる矛盾のあらわれで

す。余り心配することはないと思います。コーディ

ネーターは、もう、やってこないでしょうし、医者に

は今まで私に話したことをそのまま伝えるだけで十分

のように思えてなりません。」

他人とよそ者

「もう、何が起こってもあわてません」ともらすスー

ザンは、時間を気にしながら、「上をみてはいけな
い、下もみてもいけないといわれ、そう信じて生きて

きたの」と何か淋しい表情を浮かべながら話しだし

た。

秋葉「上も下も見てはならない？それ、どういう
こと？では、右や左はどうなの？」

スーザン「いつも右と左ばかりみてきました。です

から、誰が何をした、あそこの猫に子供が生まれると

いったことまで、口に出さなくてもみんな知っていま

す。上をみると贅沢になったり、ひがんだりするよう

になる。下をみると馬鹿にしたり、安心したりするも

のです。でも、だんだん気がついたことがあります。

上も下も右も左もみんなつながっていることを。」
’秋葉「何がそうさせたの？」

スーザン「暇な時はよくテレビをみるの。ソープオ
ペラが一番好き。とてもロマンチックになったり、悪

い医者が看護婦や患者をそそのかしたりすると、む

しょうに腹がたってしかたがない。そんなのは、よそ

の物語よっ、ていわれるけど、よその物語をみると自

分が感じられたり、自分がみえてくるようになるの。

それは、うまくいえないけれど、上をみて励まされた

り、下をみると哀れみを感じる自分なのかもしれな
い。目に見えない細い蜘蛛の糸にしぱられる自分なの
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かもしれない。こうした糸があるために、村では上も

下もみてはいけないというのに違いない、と。」ト

秋葉「上も下もみていけないというのは、ひょっと

すると、自分をみてはいけない、という村の掟なのか

な？自分の境遇を考えたり、村を批判したりしては

いけないといった掟のようにも感じられるし、自分が

蜘蛛の糸に縛られていることを知ってはいけないと

いった掟のようにも考えられる。だから、女に教育は

いらない。」

スーザン「そのような気がする。一度、この村に来

てみたら。」

秋葉「興味はあるが、とても怖い。」

スーザン「どうして？」

秋葉「今日はたくさんの昔話を思い出してしょうが

ない。これも、ジョージアでの経験ですが、最初の授

業が終わって黒板を消していると、何か堅くて冷たい
ものが脇腹にさわったのです。ふりむくと、学生の一

人がピストルをつきつけて、今すぐに自分の領土から

ででいけ、二度と帰ってくるな、と脅かすのです。」

スーザン「それで、どうしたの？」

秋葉「内心びくびくしながら、これでおしまいと覚

悟しながら、私を殺すのにピストルは必要はない、何

かいいたいことがあるなら、聞いてあげよう、といっ

て、彼を座らせたのです。ピストルは手にしたまま

だったが、素直に座ってくれて助かった。するとね、

自分はシェリフ補佐官で、次の選挙にシェリフとして

立候補すると話しだしたのです。大学を卒業しないと

シェリフに立候補する資格がないので、この授業を

とったというのです。ベトナム戦争で５年間徴兵さ

れ、マラリアにかかってしまった。村に帰ってみる

と、私の無事を歓迎する人は誰もいなかった。いやら

しい色の黒いのが大きなつらをして歩き、よそ者がど

んどん入ってきて、自分の生きるところがなくなっ

た。白人で、毎週教会に通い、後先を考えずに一生懸

命働けば、将来は保証されるといわれて今日まで生き

て来たが、実際はそうでないことがわかって、黒人や
ユダヤ人、カソリック信者や東洋人を迫害する白人優

越主義者の秘密結社・ＫＫＫに入ったそうです。シェ

リフがこのＫＫＫのメンバーであることを知り、村一



番の大金持ちの金具屋や金融関係の有力者もこの組織

に加わっているこを知った。そこでシェリフに認めら

れ、彼の部下としてシェリフ補佐官の仕事をもらった

かと思うと、・このシェリフがドラッグの密輸で務所入

りしてしまったので、こんどシェリフになろうとして

立候補するつもりだ、といった内容のことを話してく

れました。」

スーザン「でも、ピストルであなたを脅かす理由に

はならないのと違う？」

秋葉「自分たちの世界を荒らすよそ者は出ていけ。

というのがその理由のようでした。私は彼らにとって

よそ者、彼らの仕事を奪っている、というのでしょ

う。そこはみかげ石の産地で、毎年日本人がバスを連

ねて買い出しに来るとのことでした。私が日本人であ

ることを知った彼は、急に態度がかわり、自分の領土

をでるまでパトカーで護衛するといいだしたので

す。」

スーザン「そういう男を白豚（ｗｈｉｔｅｐｉｇ）というの知っ

ている？でぶっちょで、何もしないくせに、いばり

ちらす悪いやつ。炭坑にはこうした男が会社に雇われ

て、炭坑夫を監督し、女をいじめるの。いつもピスト

ルとライフル銃をちらつかせて、のそりのそり歩く白

豚。」

秋葉「今でも？みんなから嫌われないの？」
スーザン「今では組合ができたためか、幾分か事情

がよくなっています。ある人はこうした男におべっか

を使ったり、色目を使う女もいないことはない。で

も、村の人はきらっているのは誰も知っている。村の

人は、よその人をあまり好みませんが、外の人は他人

（ｓｔｒａｎｇｅｒ）にすぎないので、決していじめることはしま
せんよっ。でも、村の秩序に反したり乱すのはよそ者

（ｏｕｔｓｉｄｅｒ）といわれて特に嫌われます。白豚は他人でよ
そ者。村で生まれ育っても、女で勉強ができると、よ

そ者扱いされる。教育は村の平和の敵なのかもしれな

い。でも、私の弟は別格よっ。」

秋葉「時間がもうないので、話をもどしましょう。

最初にお話した脳死についての医学論文はあなたの弟

が勉強するハーバード大学の教授によるもです。この

教授は、今なされている移植のための臓器摘出（収穫

とか刈り取りという言葉が広く使われていますが）

は、実のところ、殺人行為だといっています。脳死は

人の死であるといいながら、実際は、脳死と判定され

た患者は脳死状態になっていない生きた患者を殺し

て、臓器をとりだしていると断言しています。弟さん

が勉強して、誰でもが上と下と、右左の人間関係を見

つめながら自分をみることができるようになるとよい

ですよね。」

スーザン「移植によって助かる子供のために、トム

の臓器を寄付する機会があるとコーディネーターから

いわれましたが、トムを殺して臓器をとりだすことを

要求しているようにしか思えませんでした。私は決し

て間違っていなかったようで、ひと安心。」

秋葉「あなたはことの核心をついているように思え
て、とても嬉しくなってしまった。それは、科学とか

医学とか、哲学とかの理論の問題ではないですね。と
いうよりか、いまいわれた本音に基づく科学や医学が

発展されるべきではないでしょうか。」

スーザン「確かに本末転倒している。」

秋葉「まったくね。移植しなければ助からない、移

植すれば助かる患者がいる。だから、トムを殺して臓

器を下さいとはいわないで４トムは法律上死んでいる

ことにしています。臓器を寄付することは真の愛の姿

ですというのですからね。あなたは、こうした臓器の

必要性と脳死をめぐる倫理委員会の必要性による二重

のプレッシャーを受けていたのでしょうね。ところ

で、あなたは子供の時に子供をもったわけですが、学

校はどうしたのですか？」
スーザン「高校には一年通っただけ。でも、私だけ

ではなかったので、何人かの女の友達と話し合って、

高校卒業資格試験を受けて合格しました。とても嬉し

かった。どうしてって。何となく一人前になったよう

な気がしたのも事実ですが、何かをやり遂げた満足感

のほうがもっと強かったかもしれない。」

秋葉「これからどうするの？」

スーザン「いますぐにはわからない。弟と次男がす

すむ将来の条件とか機会を作れれば最高に幸せ。」

秋葉「将来の条件や機会？」

スーザン「今まで、真剣に将来など考えたことなん
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かなかったのですが、まず、上も下も横もみながら自

分をみつめながら、自分は何ができるのか考えたい。

そして、弟も次男も、上や下や横の関係をみながら自

分の足で自分の身体で確かめながら、生きて行かれる
ような人になって欲しいし、そのために私が出きるこ

とを考えること、それぐらいかもｊＳミ１１れない。さあ、病

室に戻りましょう。トムとあなたの息子が待っていま

すよねっ。」

結論にならない結論

立ち上がると、夕食に来た看鍍婦や患者の親でキャ

フェテリアがほぼ満員になっていた。廊下でコーディ

ネーターにすれちがい、「すべての用件はおわりまし

た」、とひとことスーザンに語った。「もういいのです

ね？」とスーザンがこたえると、

ゴディネーター“ＡｒｅｙｏｕＯＫ．Ｓｕｓａｎ？韓

スーザン̈Ｉ’ｍｎｎｅ、ｖｅｒｙｎｎｅ．Ｔｈａｎｋｓ．Ｓｕｓａｎ．Ｉ’

開放感に包まれたかのような二人のスーザンの最後

の会話である。

スｒザンは回復室にいる琢磨に会いたいとのこと

だったが、まだ、麻酔が完全には覚めていなかった。

集中治療室のドアの前に数人、目にとまった。村から

到着したぱかりとのことだった。スーザンは村の人に

私を紹介しようとしたが、名前を正確にいえない。私

は名無しのごんべ、ＪｏｈｎＤｏｅとして、一人一人に握手

して、その場を去った。

私は、早速、ウエスト・ヴァージニアにある組織に

電子メールを送った。相談にのるとの返事が届いたの

は翌日の朝。

二日後にスーザンからトムの死を告げるｌａ話が入っ

た。二回目の診断で脳死が確認され、第一回目の判定

時間がトムの死亡時刻と記録されたとのことだった。

彼女たちの悲しむ姿をみるのはつらいので、一度は病

院に行くことを断ったが、「トムが会いたいといって

いる」との言葉を拒否することはできなかった。きれ

いに洗われたトムが運ばれる直前にお別れすることが

出来た。

スーザンも家族も村の人（母親、弟、次男、トムの

５０

担任、村長、トムの友たち代表）も琢磨の事を心配し

てくれた。彼らに、近いうちにかなり大がかりな手術

をし直さなければかならないことを知らせた。一晩入

院した琢磨は大学の寮に帰り、期末試験の準備にとり

かかった。今は、どうやら二年も終わり、夏の仕事を

している。

病院で過ごした三時間は、どこか冷たいようで温か

な風が素通りしただけだったのかも知れない。素通り

する風には味がある。その味を忘れないうちに、ここ
に書きとめた。

１９９７年５月



精神医療の忘れた場所としての体験と歓待
-９８年総会の精神医療分科会をめざすなかで

１体験する〈風景〉

どのくらい走ったか、歩いたか、周りはトゲト

ゲしている。不快と孤独が深く体内にしみ透って

くる。（あの人が……今いたら、僕の味方になっ

てくれるだろう）……すでに触れることの出来な

い と こ ろ に 逝 って し ま っ た 恋 人 の 姿 を 思 う 。

（今、自分は独り……味方は誰もいない！みな

敵だ！……死しかない）

ふと気付いた時、登はゴミの山のダンボールの

中にいた。（ああ・・…・この中で“物”に化してしま

わないか……と思っていた……死んでいない！

点々死ねなかった）

これは社会臨床シリーズ『「開かれた病」への模索』の

冒頭の一節だ。

くこれと似た疎外感、孤独感を味わった体験をもつ

人は少なからずいる〉が、精神医療にさらされる「病

者」の場合はこれに加え、専門家の「治療や援助」に
よって不合理な侵襲を幾重にも受けなければならな

い。そう、赤松は指摘する。白日）

彼女は、緊迫し犬ｔ：。疎外感や危機という共通体験を媒

介に「する」側が「される」側と共感・了解可能の地平が

あるはずという問いを立て、共感を阻む装置《＝精神
医療・治療体系》を問い直すべく筆をすすめる。

赤松の長く続く作業の出発であるこの文章（アプ
ローチ）には、「疎外感、孤独感」という言葉で囲えな

いリアリティがある。「誰か」の眼を通したここに広が

る〈風景〉、それは読む者の感情に直接働きかける。

〈風：ｌｌｔ〉は赤松の出発であり、媒介として働き、蜃気楼
のように行く手に広がる。

根 本 俊 雄

このようなリアルな描き方はある種（Ｚ）心理技法の一

つ、あるいは技量の問題なのか。そうだけではないよ

うに思える。ここには書き手個人を越えたメッセージ

が確かに隠れている。

僕は、精神病院のケースワーカーだったときに、個

室（保護室）で過ごしている３０代半ばの男性と知りあっ

た。やがて話をするうちに、ふるえる手で彼がメモ用

紙に記した「詩」を僕に見せてくれた。行間を整理し、

ワープロで打ち直し、本のようにしようと、彼の部屋

の小さな相談はまとまづた。次がその「本」の一部であ

る。

（前略）・・・でもよ／かわいい子／一回で／見失っ

ちまった／岡山の天満屋で／遠く、どこかへ行っ

ちまったのかな？／何も告げないまま
二百キロメートル北へ進路取るはめになっち

まった／北へ／東へ／まず行ったな／陸橋の下あ

たり／夜中になる前／出発途中／ブルドッグ三匹

と飼い主にも／見られた／どんな気持ちで／ただ

早足で、ヤスの川へ行けだの、／道は良いように

できているので／幾度も行ったり来たりしたが／

総社付近…（中略）

まだ朝まだき／家に向かって、／誰にも気づか

れないように進む／足早に、／少しぐらついてい

るようだ／穴蔵生活だ／家もない／お母さん、

帰ってきたよ…（以下略）（２）

彼の若い頃、仕事でいろいろな人と出会い、や力１て

別れ、突然の逃避行に疲れ果て母親の元に帰るくだり
である。彼の作品は赤松の文章に良く似ている。混

乱、突き刺す不安、逃亡、緊迫した孤独感。このよう

なモチーフが似ているのだが、その全体も…。
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「する側」から「病者」を理解しようと努めた赤松と、

「される」側が過去と対話する営みが似る。異なる二つ

のベクトルがそれぞれの道のりを経て、「私」の目を通

して見える〈風景〉にたどり着いた。せっぱ詰まった体

験をしている者がくつらい体験〉をしている「私」自身を

眺める余裕はない。だから、〈風景〉として体験を語る

以外に術はない。〈風景〉のあらわれるところ、そこで
の合流と避遁。

二つを並べ、気づくのは、赤松が語った〈風景〉は

「喩」や「象徴」ではなく、まして講演の時に用いる道具

としてのスライドでもない。〈つらい体験〉の意味につ
いて語ろうとしているのである。僕にはそう思える。

「疎外感、孤独感、危機感」という感情の一部について

でな〈、感じている〈風景〉と「私」との関係そのもの、

知覚や思考方法や環境との関係を含む関係の危機につ

いて表現しようとしている。

この関係の危機という根底的パニックは、本人が対

象を言語化しているか否かにかかわらず、’内部世界に

おいては「被迫害」として経験されていることについて

も注目しなければならない。彼の作品にもｒ進路取る

はめになっちまった」「ブルドッグ三匹と飼い主にも見

られた」「誰にも気づかれないように進む」とある。姿

を隠して静かに策略を巡らせる「もの」が存在してい

る。

２ラビンスキーのくつらい体験〉を食べる

最近、８８年のフランス映画、「サンドイッチの年」の
ビデオを見た。ユダヤ人ゆえにナチスに父母を奪われ

た少年ヴィクトール・ラビンスキーが、戦後のパリに

ひとり出てきたところから話が始まる。おどおどし、

自分の身上を説明できなくなっていた。求人広告を

見、下町で小商いをする初老の一人暮らしのユダヤ

人、マックスの店で働きはじめる。生活も広がり始め

た頃、たった一人の友人が去った。その夜、ラビンス

キーは父母の写真を抱きながらベッドで泣いた。それ
に気づいたマックスが話しかける。少年の胸の写真を

取り上げ、マックスの亡き妻や息子たちの写真と並べ

た。ろうそくの光に照らされた亡くなった人々の栄光

５２

について語り、外に出ると、夜明け前だった。
「涙も人を造る。お前は大人になったが、今年はお

前にとってつらい年だった。そんな時は人生に五度や
六度はある。だがあとはいつもと同じことの繰り返

し。厚いパンにはさまったハムみたいなものさ。辛い
マスタードで涙が出ても、それは全部食べねばならな

い。…全部だ」。

ゲーテの言葉に似たマックスのセリフに僕は同意し

ていた。確かにくつらい体験〉は隅から隅まで味わい尽

〈されなければならない。〈風景〉と「私」が渾然となっ

ているからこそ、成長するためにはすべてを食べ、

しっかりと身に収めることが必要だ。しかしそこには

難しさがある。
「食べる」とは何を意味しているのであろう。胸の奥

底にしまい込むことか、タフネスさで押しつぶすこと
であるのか。〈風景〉と「私」が混じりあっているとき、

しまい込む「私」は定かでなく、押しつ広ζす対象は限定

できない。主体と客体の関係が揺らぐときに、語るこ

とも難しい。

その困難さを越えて、語り／語られ／聞き取られる

相互関係を得、揺らいだ主体と客体の両方を含み込む

新たな「主体」を回復する、それが「食べる」ということ
であろう。この困難さと可能性をマックスは「食べる」

という言葉に込めた、と思う。

赤松の文章や僕の出会った彼の営みはくつらい体験〉

を「食べ」るための大きな円環の一部なのだ。もがきの

中で「涙とともに全部食べよう」と発せられ、読み取ら

れるべき相互関係の空間めざして射られた矢である。

その行く手に、マックスに似た、読み取り／語る存在

があるならば、相互関係という円環が結ばれる。

〈つらい体験〉とは個人的な問題であって、社会制度
が解決に向けて踏み込みにくい領域であると捉えるの

が一般的だ。しかし、ある社会制度が〈体験〉をより促

進させているなら、その制度に変化を加えなければな

らない。そしてまた、部分的にでも〈体験〉にアプロー
チしているところがあれば、その観点から制度は評価

ｉきれねばならない。〈体験〉者は被迫害という社会経験

をしているように感じているのであるし、社会制度と



〈体験〉は無関係ではない。

〈つらい体験〉とは、①内的な関係の危機であり、②

他者との相互関係を求めるということであり、③社会

制度との関係を見出す必要もあると仮定し、〈体験〉と

表記する。さらに、その〈体験〉をリトマス試験紙とし

て、精神医療や地域精神保健を切り取ることはできな

いだろうか。これが僕の提案である。より広く言え

ば、精神医療諸制度を捉え直す視点には、制度が忘れ

てしまった領域からアプローチすることもあり得ると

提案したいのである。

赤松は〈風景〉の地点から、精神医療の「了解不能」と

いう地底の岩盤に降り、医療従事者に向い「了解可能」

と異議を申し立てた。また一方、個室の彼の作品を見

ＺＩ職員は、それを精神医療とは関係のない、病棟から

吐き出されるゴミの変種として扱うかもしれない。そ

のどちらでもない〈風景〉の存在している場所、〈体験〉

の内側にとどまり、そこから精神医療諸制度が捉えら

れないものだろうか。それを行なうとすれば、せっぱ

詰まった本人よりは従事者の方がはるかに余裕がある

はずだ…。

３精神医療のダブルバインド

精神医療や地域精神保健福祉は、精神的な「病」ある

いは「状態」に根ざしたつらい思いをしている人にアプ

ローチすると、名目は述べている。しかしこれらの制

度は〈体験〉自身に直接向き合うことが、基本的にはな
い。

なぜなら精神医療制度における問題とは、主体への
「入力」としての「ストレッサー」であったり、「出力」と

しての「反応」の「異常・不足」であるからだ。「入力」と
「出力」のあいだは、医師が診断と治療選択によって占

有した「患者」という領域があるだけだ。
たとえば患者が病棟生活の不満や退院手続を訴えた

としても、その主張は職員によって病名に結びつけら

れる。「入力」と「出力」のあいだには、記憶し思考し希

望する患者の主体が存在しており、訴えや主張がその

証だと考える前に、職員が主張＝「出力」＝症状という

観念連鎖にとらわれているからだ。比較的良心的な従
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事者は、主張＝「出力」というところでとどまるかもし

れないが、違いは五十歩百歩だ。かつて病棟職員がア

ルコール症者を嫌った原因の一つは、彼らが訴える不

満を病名（症状）に容易に結び付けｅ、れないという苛立
であった。アルコール病棟が数多くある現在、彼らの

訴えはプログラム（治療手順）に結び付けることによっ

て処理されている。いずれにしても「訴え」が彼らの正

当な判断であり、「入力」と「出力」のあいだに存在して

いるものの再発見としてまじめに受け止め、医療組織

の枠組みを検討するというｇｌ任体制や方法論がｌ雇立し

たわけではない。

〈体験〉は部分的に関与され、かつ置き換えられ、見

えない存在として取り扱われている。〈体験〉の根底的

な危機は、せいぜい思いやりをもって扱われる「患者」

の混乱、あるいはなだめて時間を稼ぐ対象である。

〈風景〉と「私」の関係が密着し圧縮しているために入

力も出力も意味をなさない本人の状況と体験は、「治

療・援助」する側から本質的に拒まれているのであ

る。〈風景〉と「私」との密着・圧縮関係ゆえに生起す

る、本人にとっては正当な反応、たとえばランダムな

反応あるいは反応しない反応、ある手がかりを求める

問いかけなどを、「治療・援助」する側がすくいあげ、
「症状」や「障害」にカテゴリー化する。またある時は、

負荷をかけないよう、あるいは「出力」をより鮮明にす

るために「入力」を減らす。隔離、面会や行勁の制限。

事実を伝える場合に「配慮」によって歪めて患者に送り

返す。さらに投薬や精神療法などの積極的「入力」と、
バイタルチェックをはじめとする検査・観察の「出力」

測定によって、医療従事者が主体として取って代わっ
ていく。

制度の基本戦略、〈体験〉を「入力」と「出力」に置き換

えるという奥底に、〈体験〉を否定する力がひそんでい
る。ここにｌま１・ｉｌ神医療や地域精神保健制度によって忘

れられた領域があるということである。

この忘却、論理的なすれ違いは、本人にとって、た

だの苛立ちとして終わるのであろうか。

精神障害者の場合、彼らの〈体験〉は精神的な「病」に
根ざしている。ところが精神的な病に対処するという

名目の制度は、その〈体験〉を門前払いに否定してい
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る。患者本人はこの二つの領域に身を置く。
「患者」は自分自身が「病」に向かおうとするならば、

〈体験〉を手がかりにしなければならない。聞こえてく

る声や音、不自然な影、コミュニケーションの躊躇と

戸惑い。「私」を不安定な存在にさせているつらいく風

景〉の「意義」について、隅々まで探求しなければなら

ないと信じるのは自然である。

〈風景〉と探求、身悶えするもがき。ところが、職員

は「それが病気だ」と言う。あるいは無視や無言、オー

ム返しが「患者」を襲う。「病」を治すはずの人々は、
「病」を治すには〈体験〉に関するもろもろについて忘れ

なければならないと、あらゆる場面で、長期間にわ

たって繰り返し命令をする。

この状況はダブル・バインド（二重拘束）である。
「病」に向かおうとすれば「病」であると指摘され、「病」

を治したければ「病」と向き合わないことだというメッ

セージが投げかけられる。しかも「病」それ自身はだれ

も見ることができない。「病」に対して退くことも進む
こともできず、とどまっていること自体が「精神病者」

の証明になってしまう。このダブル・バインドを解く

方法は、制度がその名目を降ろすか、〈体験〉をありの

ままの事実として受け止めることである。このダブ

ル・バインドに関して患者の側が変わらなければなら

ない理由を見つけることはできない。

４〈体験〉に着目する知覚

以上のことは入院医療について限定して述べている

わけではない。同様なことが地域施設（作業所やグ

ループホーム、社会復帰施設やディ・ケア施設）でも

引き起こる。この精神障害者の〈体験〉を次のように特

色づけ、関与の仕方を定めることができる。

５４

「精神障害者の〈体験〉・三つの側面」

（１）精神障害者は病ゆえの〈体験〉に重ね、病気・治

療などのおりおりで加えられた〈体験〉をもって
いる。それは「世界」から迫害される体験（ダブ

ル・バインド）であり、それゆえに治療・援助シ

ステムが彼らの言葉を奪うシステムとして立ち

現れている。

（２）〈体験〉は語り／聞き取られる相互関係の中で初

めてほぐされる。ならば、〈体験〉を生き抜いて

いかなければならない人間は、〈体験〉に対して

自覚的でない、むしろ強化する制度下にあって

も、生き延びるために相互関係の営みを独自に

実現しているのではないだろうか。

（３）仮にそのような逆転が起きるならば、制度と非

制度、〈体験〉の強化と相互関係の営みがせめぎ

あっている《制度》として全体像を描くことがで

きる。このように全体を捉えるならば、僕たち

が視線を注ぐべきところは、〈体験〉の結び目が

解かれ、被迫害体験者が「世界」に受け入れられ

るという感覚を取り戻す営みが、わずかな隆路

から染み出し始めるその源である。

これは「病」と「障害」のカテゴリーを否定するもので

はないが、精神病者や精神障害者と呼ばれる前に誰し

もが「人間」であるということを関係者に想起させる。

また、関係者は常に人間を対象にしていると繰り返し

ながら、〈体験〉そのものをいかに回避してきたかにつ
いて明らかにできるかもしれない。そして迫害された

ユダヤ少年に涙する眼差しを、同じように精神医療福

祉の場面においても持統できる助けになるかもしれな

い。
「病」と「障害」のカテゴリーに含まれない希望や記憶

を抱えている「人間」が存在している以上、〈体験〉は堆

積する。〈体験〉の独自の論理についてもやがて気づ

き、アルコール症とＡＡ（ＡＩ（：ｏｈｏｌｉｃｓＡｎ（）ｎｙｍｏｕｓ、アル

コール症の自助グループ）の関係のような動きが、精

神「病」・「障害」の分野でも活発化するに違いないと思

う。従事者が「病」と「障害」にこだわり続けるというこ

とはこの必然に目を閉ざすことであり、この職業病的

な知覚的欠損を何の問題もなく担い統ける将来像を、

僕は想像することができない。この溝を越えて〈体験〉
に着目し、そして「治療」でも「生活支援」でもない行為

に名を与える新たなカテゴリーを希求することになる

だろう。

ただ、どの地点で日本の精神医療制度に本質的な転
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換（ジャンプ、〈体験〉が中心に置かれ、ダブル・パイン側に収斂せざるを得ない、そういう限界が見えてきた

ドが生じない制度の枠組み）が生れるのかという長期という指摘が篠原によってなされた。歴史的経過を踏

展望は、僕にはまだ見えない。現在の地域１・ｉ１１神保健の

推移がその転換に関与しているとも思われない。ＡＡ

が従事者の意識を変えるどころか、複雑にしてしまっ

ている面もあるように、たとえ新たな精神「病」者の動

きが顕在化したとしても、精神医療制度はヌエのよう

に肥大化するだけかもしれない。

しかし、それにもかかわらず、現在の不合理な制度

が何十年、あるいは百年単位で続くという考えを否定

する（共通）感覚はどこからやってくるのだろうか。新

薬の出現や分子生物学レベルの進展への過度な待望

は、現在の問題の否定であるように思える。それに現

行制度の枠組みを支持する人たちの支持理由とは、そ

れが支配的な枠組みであるからと同義反復しているだ

けではないだろうか。

転換（ジャンプ）はどこかの地点で必ず生れる。なら
ば、その胎児が僕たちのすぐ側で育っているかもしれ

ない。その予兆が僕たちの傍らを早足に通り過ぎてい

るかもしれない。「そのようなことはない、そうであ

ればもう気づいているはずだ」と信じたい人は、僕の

言う知覚的欠損を病んでいるということかもしれない

のだ。

５社臨の「共に」論のいま

なぜ僕がこのような議論を持ち出ているかと言う

と、背景には日本社会臨床学会（以下「社臨」と略す）と

現在の精神医療をめぐる動きとの関係がある。

社臨は「『される』側から学び、『される』側と共に」と
いう基本的なスローガンを日本臨床心理学会時代から

継承している。この観点から、昨今の精神医療の動向

を眺めると、それは多様なシステム、サービスを構築

しているが全体として水平な人間関係を目指している

とは言い難い、となる。動きと僕たちは基本的原理が

隔たっている。
そして社臨内部で次の議論が起きた。「『される』側

から学び、『される』側と共に」という言葉は「する」側

が中心という前提があり、結局、学びも営みも「する」

まえたこの批判を、僕たちは受け止めなければならな

い。（３）

外を見ても、内側を見ても基軸がいまひとつ明確で

なくなった。新たな展開を考えるためにはかなり基礎

的なところから掘り起こしていかなければならない、

と僕は思っている。〈つらい・被迫害体験〉というのは

その試みである。語り、聞き取られる相互関係をく歓

待〉という言葉で表したこともある。〈歓待〉とは

ジャック・デリダが避難都市会議で提唱した言葉であ

る。迫害された作家を受け入れる原理としてかつての
「寛容」から「歓待」に移行させようという主張をしてい

るという。（４）

僕の試みはそこからの借り物だが、借り物にせよ、
このようなことを材料にして《検討すること》が僕たち

（社臨）にとって重要なのだと思う。「『される』側から

学び、『される』側と共に」という言葉をさっさと迫放

すぺきであると主張したいわけではない。言葉の限界

が見えてきたことを確認しながら、作り上げてきたこ

と、見えなくさせてきたことを振り返り、《検討する

こと》をまず前提にしたいと思う。

社臨は精神医療の問題を社会的な文脈で捉えてき

た。その観念の中で、従事者は、共感を阻む装置《＝

精神医療・治療体系》の末端である自己を否定せざる

を得なかった。あるいは否定を含んだ自己点検を欠か

すことができなかった。僕はそれ自体、悪いことであ

るとは思わないが、それによって社会的アピール効果

のあるうちは効果と自己否定とが釣り合うものの、バ

ランスが崩れれば自己否定は自己撞着になりかねな

い。現在の社臨にはその危険性がある。もともと「精

神」という問題を他者性のなかで扱いながら、自己否

定；をＥ；継続していくのは困難な作業である。自己否定は

惰性の否定として、広い観点で受け継がれるべきであ

ろう。
このような僕たちの現状において、従事者が一人の

人間として実感できる観念を延長することで、精神医

療の問題を捉えることはできないかと思うようになっ

た。従事者として生きている自分を肯定も否定もせ
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ず、自分の仕事と「される」側の日常を包み、社会的な

文脈へのつながりを確保する。しかも仕事や観念の惰

性から自己を解放する。そのようなルートを探すこと

を僕たちの協同の営みとして位置づけられないか。

だから、たとえば〈体験〉というものが、病院や社会

復帰施設でどのように扱われているのか、あるいは無

視されているのかという観点で考えたらどうか、と提

起したのである。

６「共に」論の限界

〈限界としての仮想例〉

（場面Ａ）「共に」と主張している「良心的従事者」

が、忙しいことを理由にある病棟の患者との接触を意

識的に避けた。何日避けても、患者の生命は病棟にい

る以上確保されている。面接をする以前には（私とあ

なたとの）できごとは起きていない。だから、回避し

ているにもかかわらず、精神医療の問題性を把握し
「共に」と主張している私の正当性は揺らがない。その

ように従事者の方は考える。ところが患者は〈体験〉を

語りたいのに、聞いてくれるはずの従事者が来ないの

だから、もう一度〈体験〉を重ねている。、「避けられて

いる」というできごとが起きている。つまり患者の内

面では、「良心的従事者」が患者の〈体験〉を強化してい

るのである。《従事者の知覚的欠損問題》

（場面Ｂ）まだ若いグループホームの職員がいた。

精神医療の問題についてうとかった。グループホーム
の運営委員の関心は施設数を増やすことと行政から業

務委託を受けることにあり、そのため「手のかからな

い」障害者を選択し入居させていた。管理的な運営で

ある。ところがその職員は何も知らないがゆえに、入

居している障害者の話をただただ聞いた。悩み、混乱

し、困惑したが何も言えず聞くばかりだった。若い職

員と入居メンバーのその場だけが、運営の質から離れ

〈体験〉をわかちあう場になった。《某グループホーム

は管理的なのか、解放的なのか》

（場面Ｃ）長期入院者の病棟では、顔なじみの患者

どうしで〈体験〉をわかぢあう場をつくっているかもし

れない。二十年前の恐ろしい看護士のこと、離院した
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人のこと、食事が悪かったことなどの思い出話をし、

誰も面会に来ないと日だまりでタバコを吸いながら確

かめ合っていた。ところが、そこに社会復帰促進の医

師が、新婦長と退院プログラムを連れてやってくる
…。《下宿屋的病院と社会的入院の問題》

「『される』側から学び、『される』側と共に」という言

葉はこれらＡ～Ｃをどのように描くのであろうか。

Ａの知覚的欠損（見たくないものは見ない）は患者か

ら追求されないかぎり問題化しない。たとえ指摘され

ても、「不十分であった」と落ち着いて謝ればやはり顕

在化しない。この場合、従事者が「良心的」であるため

に病棟制度が必要なのである。

Ｂの若い職員の無自覚的であるがストレートな営み

もグループホームの改革に結びつかなければ、「管理

的な某グループホーム運営批判」の前に屈するしかな
い。『「開かれた病」への模索』ではそういった批判を投

げかけた。（６）

かつて下宿屋病院を論じた故吉田おさみは、Ｃのよ

うな〈体験〉のわかちあい現象を知っていたのだろう。

だから長期入院者を擁護しつつ、強く退院を求める職

員の残酷さと強制力に怒りを覚えていたのではないだ

ろうか（り）。ところが、彼が望んだように、下宿屋化は

精神医療の縮小・解体につながっていない。現在、精

神病院協会は経営者サイドから、家主としての「下宿

屋イメージ」を「こころのケアホーム」という言葉で制

度要求している。〈体験〉のわかちあい自身が管理や制

度の縮小作用をもつのではな〈、〈体験〉から制度や現

状批判につながる足場をつくって、初めて問題の制度

にコンタクトできるという視点が吉田には欠けてい

た。彼は職員の強制力について描くあまり、長期入院

者は入院継続を望んでいるわけではなく、彼らが入院

をする中で受けた〈体験〉をわかちあえる場が病院にし

かないというジレンマを描くことができなかった。こ

れは強制力７５１粗雑であった時代の制約によると思う。
一方、従事者側から「長期入院者はそのままでいい

のではないか」と言い出したら、それは自己の怠慢を

表現しているだけである。かつて「ぶらぶら退院（何も

しなくともともかく退院する）」という職員の考え方に

ついての議論もあった。この考え方は、「ぶらぶら入



院」の延長として「ぶらぶら退院」がありえるというく体

験〉を無視した傲慢な見方だ。〈体験〉を捉えることな

く、長期入院のままか、ぶらぶら退院か熱烈な退院プ

ログラムかといった議論の妥当性を判断することはで

きない。

僕たちが目にし、ふれている日常を別の角度からみ

る道具、それは制度を見る時にも新たな角度を与えて

くれる。道具それ自身は検討すれば良い。

日常を別の角度からみなければならない理由は内部

的なことばかりでなく、外部的なことにもある。

く地域精神保健福祉の動向の問題リスト〉

（１）地域精神保健福祉に関する動きが、障害者プラ

ンとの関係で著しくなっている。

（２）地域精神保健福祉の諸制度が形成される過程

で、諸団体・組織の形成も伴う。新興の団体・

組織は、制度の本質的な問題・や課題についての

情報を得る。しかしそれを公開すれば不利益に

なると自主規制が働く。

られにくい。

（３）成長を前提とした障害者プラン１ま２００２年が最終

年であり、早く非成長状況を迎える。パイの配

分と問題を隠す利益との均衡が失われるその時

点で、問題や課題は次第に明らかになると思わ

れる。

（４）地域精神保健福祉と病院制度との連統性と差

異。制度形成それ自身の問題（日本社会の問

題）。制度形成の中で生まれる逆行する動き。

（５）このような中で「障害者」自身は何を受け止めて

いるのか。制度に埋め込まれている「人間観」
「障害者観」はどのように形成されているのか。

〈体験〉の視点からはどうか。

以上のいずれについても、社臨においては十分展開
できていない。これは取り組みが不十分だったという

他に、何か基本的な問題も含んでいる。

ところで、僕たち（社臨）は社会的文脈を大切にして

きたのであるから、僕たちの軸が不安定になっていて

も、それは継続しなければならない。とすれば頭だけ
で考えるのではなく、外部に出かけてみるということ

は僕の自然な結論だった。僕たち（社臨）の基本的な問
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い直しはまだ始まったばかりだ。が、外部に出かけて

考えるその先には僕たち自身の課題も姿をあらわして

くると思う。

７「町に出よう」

以上は僕個人の問題意識である。このような議論を

今期（９７～９９年）の運営委員会で始めながら、８月の合

宿では９８年の総会において精神医療の分科会をもつこ

とを決めた。フィールドワークをし、問題意識を煮詰

める作業グループも決めた。１０月８日には、作業グ
ループが東京都ハ王子の二つの精神障害者地域施設を

訪問した。一つは地域家族会から発展した「わかくさ

福祉会」の運営する「オープンスペース本郷町」。もう
一つは「病者」自身が運営する「ほっとスペース八王子」

であった。

１０月８日のフィールドワークを述べるには紙面が尽

きてしまったので、作業グループの問題意識を僕なり

にまとめることで活動の出発点までを記しておきたい

と思う。

〈作業グループの問題意識・一群〉

（１）地域精神保健活動の現状について知ることは必

要。しかし、たとえば「作業所運動が病院医療

を変える」という楽観論もあるが、それはどう

だろうか、疑問である。

（２）精神科医療は、医療費抑制という原理（コント
ロール強化）に基づいた再編という渦中にあ

る。その中で病棟・施設の階段化（ハードメ

ニューの多様化）、技法の細分化（ソフトメ

ニューの多様化）、コスト意識の育成（サービス

を提供する職員という観念）などが生み出さ

れ、結果として、患者をコントロールする病院

制度の支配力は弱まっていない。

（３）作業所・グループホームなどの職員の日常から

は、行政や上部団体との関係が見えるが、病院

医療（及びその問題）と取り結ぶ契機は見出しに
くい。はたして病院医療の延長上に作業所など

が位置付くのだろうか、実感が伴わない。しか

し、作業所を見ていて「障害者の解放」「共に」と
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いう視点は確かに見えにくいし、障害者主体と

いう言葉で選択・判断を「強いる」というコント

ロール方法が生れている例もある。

（４）「する」側と「される」側という問題意識は一応共

有する。しかし、「『される』側から学び、『され

る』側と共に」という言葉は仕事の中で実感しに

くい。

これら問題意識を横断すると、次の二点が浮かび上

がってくる。

〈作業グループの問題意識・二群〉

（Ａ）「病院医療」と「地域」（医療・諸活動）を結び、鳥

瞰する軸が必要なこと。（作業グループ周辺で

は、軸として「消費社会・医療経済」や「人と居

場所・出会い」に手がかりを求めたり、むしろ
「分析軸を固定化するのではなく、問題を見出

し、どのように変えたいのかという軸を優先す
べき」という主張があったり、僕の〈体験〉の提

起と、あちこちを向いている。）

（Ｂ）作業グループ（あるいは社臨の運営委員会レベ

ル）では、精神医療関係の問題に関して「され

る」側といわれる人との「出会い」から問題を語

るベクトルがまだ弱い。じゅうたん爆撃のよう

な降り注ぐ社会的問題としてではなく、自己を

含んだ関係から見えてくる問題というアプロー

チが不足し、そのことが諸問題を平坦な描像に

してしまってはいないか。

このような問題意識と欠点をもちつつも、作業グ

ループがフィールドワークをする意味は大きいと思

う。個々人でもフィールドワークを続けるなら、各自

の持ち場（病院・作業所など）の問題もより鮮明になる

かもしれない。その過程で「個々人＝持ち場（現場）」と
いう感覚を薄めることができるし、外で出会った人た

ちとの関係を踏まえて語ろうとすることはＢを補って

くれるかもしれない。この全体が各自のＡのイメージ

を膨らませてくれると期待する。
さらに、このような営みを何年かにわたって継続で

きれば、現在は語られにくい、見えにくい制度の問題

を僕たちなりに持統的に提示でき、フィールドワーク

に協力してくださった方々にも幾分かは返せるものが
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あるかもしれない。このような内側と外側を行き来し

ながら、「共に」論を発展させる足がかりにならないか

と僕は願っている。

最後に１０月８日のフィールドワークについて少しだ

けふれたい。オープンスペース本郷町では、最近、メ

ンバーのことについてある病院で病棟カンファレンス

がもたれる際、その人を良く知っているスタッフメン

バーが参加したという。「病棟」という身分ヒエラル

キー（７）貫徹した制度が、作業所の障害者スタッフを迎

え入れ、今後の方針を模索したという事実を知り、僕

はいささかショックをおぼえた。また、ほっとスペー

スハ王子ではプログラムとしての病院・労働組合訪問

があるという。入院している人に退院イメージの誘い

水として、また労働者が「病者」と連帯するようにと訪

問している。作業所という枠をもちながら、その枠を

内側で超える営みである。

こういったことが実現しているそれぞれの歴史的経

過と作り上げたネットワークにも注目しなければなら

ない。その中に「共に」論問題に関与する素材が含まれ

ているに違いないと思う。

１２月に、僕は東京と神奈川の三つの作業所を訪ね

た。たまたまであったが、三つとも職員やボランティ

アが、それぞれに配偶者と（Ｚ）離別・死別、自身の病気

などの苦しい時期を過ごした後に作業所にかかわって

いた。「だから作業所は癒しの場所」などと簡単に言う

つもりはないが、分かる気がする。僕たち家族；ｂ今年

知る人の少ない土地に転居し、そこで知り合った作業

所の人々と関わるなかで励まされているからだ。これ

は、作業所が小規模で、顔と顔が見える関係があると
いう性格によるものが大きいと思う。僕の中では、そ

れだからこそ作業所の問題性も明らかにしていかなけ

ればならないとつながるのである。
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義肢装具の社会学的考察（３）
欠損の社会化としてのリハビリテーション

はじめに

義肢装具は、決して透明な道具ではない。つまり、

それは使用者が使用しつづけることで比較的容易に身

体化することが可能な、利便４１１Ｅや快適さを提供するだ

けの道具ではないのである。むしろそれは、先天的・

後天的な身体「欠損」者を、「欠如した存在」として公に

認定づけるものなのである。

それというのも、義肢装具を支える医学や義肢装具

学、リハビリテーションなどが、「健常」者の身体像と
いう文化的恣意性を正統なものとし、二本の足での歩

行や二本の腕を持った姿かたちを特権づけるからにほ

かならない。そして、こうした分野の専門家たちが
「障害」者の欠如を診断し、義肢装具を処方するのだ

が、提供された；義肢装具は「欠如」を完全には補うこと

はできないのである。

むしろ、義肢装具はその目的のために、改良される

ことで新たな問題、すなわち新たな「欠如」を生み出

し、新たな義肢装具の二-ズを生産し、こうした専門

家たちの存在意義を強化するのである。「欠如」は、永

遠に解消されることのないまま、改良によって産み出

された新たな「欠如」は、より一層、「健常」者の身体像

という価値を強化することとなる。この結果、永遠に
「義肢装具障害」者と「健常」者の差は縮まることはない

のである。

さらに、「義肢装具障害」者に対してなされるリハビ

リテーションとは、「健常」性という支配的価値の分配

に関わるものとして理解することができるだろう。つ

まり、「義肢装具障害」者は、この支配的価値を領有す

る権利を剥奪されていると単純には言えないのであ

る。彼（女）らは、リハビリテーションという通過儀礼

６０
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を通して、自らが「健常」者の世界では周縁に位置して

いることを認識するのだが、それとともにまた、この

リハビリテーションと義肢装具によって、かろうじて

その内部に留まれること（「健常」者に限り無く近い存

在として社会に復帰できること）をも知るのである。

しかし、またその一方で、リハビリテーションは
「健常」者の世界からの非「健常」性に対する積極的な防

衛行為であり、「健常」という支配的価値の内面化とい

う手段だけではなく、まさに身体に対する働きかけを

通じて、彼（女）らが自らを卑下ｌｙ従属的であるべき存

在であると教え込むものなのある。

そもそも義肢装具は着けてすぐに問題なく使用でき

るものではない。むしろ義肢装具は、最初は投げ出し

たくなるほどの苦痛を与えるものなのである佻１）。そ

んな義肢装具が、使用可能なものとして受け入れられ

るようになるのは、実は、リハビリテーション過程

（あるいはその思想を内面化して自ら行う鍛練の日々）

を通じてこそなのである。

それは、義肢装具が人間の生身の身体と「不適応」を

起こす以上、残された方法は、義肢装具に合った身体

（そしてそれは、結果的には義肢装具を必要とする身

体となるのだが）をつくることだという発想からであ

る。しかし、。「欠損」者の身体と義肢装具とのあいだに

生じる「困難」は、個々人がリハビリテーションを通過

することによって、近代義肢装具思想の「限界点」ご

と、義肢装具使用者「個人」の問題として変換されてい

くのである。そして、彼（女）らは、社会の中で義肢装

具に向けられるまなざしの下、多大な緊張を強いられ

ながら「半一障害者」として生きていかなければならな

いのである。



２リハビリテーションの諸相

先天的要因か後天的要因かによらず、「欠損」と捉え

られてから義肢装具を身につけるにいたるまでには、
「欠損」者の身体のほうを義肢装具に近づけていくため

の、さまざまな物理的、心理的な技術や制度が彼（女）

らに待ち構えている。これらは同時に行われたり、一

つ一つ試しては別の方法を採ってみたりと試行錯誤が

なされ、成功しない場合には、「欠損」者個人の問題
一努力不足、怠惰なパーソナリティ、体力をはじめ

とする能力不足などが原因とされるのである。

２。１「切断直後の断端のケア」という局面

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

ぐＧ - ０４
図１-（Ｄ双

岫一ぶ一心・

蝋 一 考 一 噫
図１-＠郵瞳包●の●・方（そｅｌ）７皿ｓｓ●

ま ず ヽ そ の ‾ つ の 局 面 と し て は ヽ 「 切 断 直 後 の 断 端 ’ 。 ，

の ケ ア 」 ‘ ｌ ｔ ２ ） と い わ れ る も の が あ る 。 - ｀ ’ ｇ ． ７ ， ｀・。゛ン・Ｊ
切 断 端 は 切 断 手 術 後 そ の ま ま 放 っ て お く と そ の 佩 ム ン

傷が癒えるに伴い勝手放題な形にな゜てしまう。それ。。。。ｓ

を「ケア」することによって，義肢のソケットの形に合-１’ｓ；ｉ：；，・・・，ｊ：：１上餓切竃・
うものに変形加工し固定化しようとするものである。

図１
不良伺

・⑩

輿好綱
剱-包冊ｅ謬
め具會い

これは、義肢装具の「困難」のうち、主に装着部・７）ソ’ふ。；；；μ；ｎ、昌ＳＳと義肢丿第２版医農薬出版。１郭３ょり転職）

ケ ッ ト の 「 困 難 」 を 、 「 欠 損 」 者 の 肉 体 の 倶 れ ゛ 解 消 し よ う ダ 犬

というものであるといえる。

現在ではいろいろな方法があるが、やはり多く行わ

れているのがヽ従来からあるＳｏｎｄｌ゛ｅｓｓｉｎｇと呼ばれる

方法（図１参照）のようである。切断端に弾力包帯を巻

きつけることによって断端をひきしめようとするもの

で、「切断後、早期に断端の浮腫および過度の脂肪細

胞を少なくし、断端の安定を図り成熟を促進させるこ

とが、義肢の適合上第一に重要なこと」（ａ３）とされてい

るのである。
この弾性包帯を巻くのは、切断者自身である。弾性

包帯を巻くことは、簡単なように見えて「かなりの技

術と熟練を要する（削）ものである。図１-④のように、

義肢のソケットに合った断端の末梢部にいくに従って

細くなるような形に、包帯の圧迫の程度を、巻きなが

ら「断端の末梢部にいくほど強く巻く」（ｌｔ５）ようにして

かなければならないのである。その際、「包帯交換の

たびに創に刺激を加える結果となり、創の治癒過程が

障害され」、ときに「創からの出血、浸出液による細菌

感染」が起こることもある（’ｔ６）。その上、切断手術後に

は、多くの場合、切断手術自体による痛み以外に幻肢

痛（ｆｔ７）と呼ばれる痛みもある。こうした痛みを、弾性

包帯は刺激によって助長することになりがちなのであ

る。

また、「断端のケア」の為に、（切断後、ベッド上で

の肢位言注意しないと、わずかな期間でも拘縮がおこ

る可能性があるＪｍ）と、細かな生活上の注意がなされ

たりもす、る‘’１１９）。

それは、「特に大腿切断で短断端の場合には、股関

節屈曲、外転および外旋の筋力がそれぞれの桔抗筋に

比較して強大なため、股関節の屈曲、外転および外旋

拘縮がしばしばみられる。しかもいったん発生した場

合には完全な矯正がむずかしく、結果的には義足のア

６１
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ライメントの設定に不利となる」‘’回とされるからであ

る。つまり、たとえば足の切断端が曲がってしまう

と、折角義足を使用しても、曲がった恰好で歩くこと

になってしまうので良くないとされるのである（図

２、図３参照）。

こうした課題を与えられたり禁止されたりする経験

を通して、「切断者」は、義肢への期待を膨らませるの

ではないだろうか。一日に４～５回、断端に弾性包帯を

懸命に巻くことでａＩＩ）、切断端を今後戻ってくるはず

の足のつなぎ目として自党し、「肢位」に気をつけるこ

とで、切断端を大切に扱うことなるであろう。そし

て、切断後の今のこの姿一一鏡に映ったときに正視で

きない惨めな自分の姿-は、自分の仮の姿であっ

て、これから自分の多大な努力に応えて足が戻ってく

るのだと、思うようになるのではないだろうか。

さらに、「欠損」者は、断端部を強化することでケア

するという方法を経験することにもなるのである。一
つには、訓練による断端部の筋肉強化である。「切断

手術３～４日後から自動運動を開始し、抜糸後から、

徒手、砂袋…（中略）…による抵抗訓練を筋力の増加の

段階に応じて増していくＪｍ２）のである。この訓練も、

義肢装具のさまざまな「困難」を、「欠損」者の肉体のほ

うで受け持つこととなる。

たとえば、大腿義足の最大の「困難」であるＦ膝折れ」

については、「大腿切断者では膝継手の安定性

（Ｖ❼ｕｎｌａｒｙｋｎｅｅｃｏｎｔｒｏｌ）を目的に股関節伸展筋を…（中
略）・・・中心に、筋力の増強を主体とした断端訓練

（ｓｔｕｍｒ）ｅｘｅｒｃｉｓｅ）を行うべきであるハ回とされるのであ
る。義肢装具の重さという「困難」も、この訓練が必要

とされる要因であろう。

筋肉だけではなく、皮膚や骨についても、肉体のほ

うを義肢に合わせて強化されているのである。武智秀

夫氏は、「ある『言い伝え』の詮索」という論文のなか

で、「断端末（の皮膚）を鍛える」ということについて、

それは昔のやり方、Ｆ言い伝え」であると、なかＵ瑚笑

気味に書いている‘’川。それにもかかわらず、こうし

た強化は現在でも行われているのである。それが目立

たなくなっているのは、鍛練という激しいやり方では

なく、切断手術の際の見えないところで、すでに義肢

装具に適合できるような配慮がなされているからであ

る。

たとえば、皮膚について、ｒ下腿後方の皮膚および

揖潟４４子に長く乗り，
設・駿関節の屈曲位
をとること

図 ２
早期の義足脇蒼を息・。たこ
とによ。る腰椎のー明な側弩

叫腰槌前哨が強い姿勢
をとること

㈲ベフドから噺喘を下
にたらすこと

○

（ｆ）断端を包茎杖の匿り
の上に漿せ．股関節
肛１１旋をとること

図３切断術後とってはいけない肢位
３砂原茂̶監修渾村誠志著「切断と義肢」第２版医歯薬出版，１９８３より転載）

｛ａｌ新姐１に比を入ｈ，
股・瞳-節の屈曲位
をとること

卯大腿切馬で外転位を
とること
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軟部組織の血流が前方よりも良好であるため、下腿切生活しなければならないのである。これらの要求は、

断施行時には」後方の皮膚を残して切断端を覆うよう人間の生身の身体の都合にとっては、かなり困難なこ
にしている。また、骨端部についても、「骨膜を利用とである（ｕ）。

して、断端の機能を高めようとする方法がもちいられそして切断者のリハビリテーションの成功不成功

ている」。また、筋肉についても、手術後に収縮したは、「その切断の部位（高位）と、その人の総合的運動

とき「円錐形の断端となって義肢の適合上不利」となる能力によって、切断後の移動能力力１左右されＪａｌ９）るも
ことがないように、筋肉の能力を残存させ、かつ義肢のとして、最終的に本人個人の持ち合わせている能力

ソケットに合う形となるような手術方法がとられてい（義肢装具装着にとってより良き断端形成のための手

る の で あ る （ ａ ｌ ５ ） 。 術 や 訓 練 に よ っ て 、 増 力 で き る と さ れ る 能 力 も 含 め

また、（断端末の皮膚や骨に問題のある場合、植皮て）の問題と、義肢装具装着者本人の毎日の努力に懸

などの（断端末）再ｉｌ！手術まで行って．ｊ（ｎｉ１６）、義肢装具装かっていることとされるのである

着に都合のよい断端にする場合もある。その中には、
「先天性奇形」によるものも含まれ、「欠損」部に改めて２．２「習慣化」という局面

切断および形成手術が行われるのである（ａ１７）。

また、リハビリテーションの方法、理論書には触ところが、こうして義肢装具の「困難」の解決が、義

れられてはいないことだが、義肢装具使用者の「日常」肢装具装着者本人の努力にのみ期待されることは、こ

においては、リハビリテーション訓練の間や、訓練がの方法のネックでもある。切断者本人が最初から、義

終わった後も、太ったり痩せたりといった生理的な変肢を使用したいという強い意志がなければ、この方法

化は絶対禁物なことである。義肢装具使用者は、義肢は１戎立しないからである。弾性包帯を巻くのも自分な

装具に合わせて、毎日の食事や運動量に気をつかい、ら、それにより生じてくる切断端の傷口のトラブルに

一
ぬ
蒲

ｌ
ｌ
ｍ
Ｎ
　
　
ｍ
　
Ｉ
Ｉ
↑
麟●の皿励を聘・・て

／
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腎臓観楓皿機薦浪

／
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→■が油●亀．て早錫に皿

；トトりゾ

図４義肢装着訓練にいたるまでの切断後の遇程の最近の変化

ａ。従来より一般的に用いられる方法

１ ４ １ Ｆ ゛４７Ｆまでｅ輿放ａ凱犀

ｂ。最近の２額・ｚ：）方１＆（①②）

㈹ ’
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（室田景久・１１１井康正・桜井実（１９９１）『図１１ａ隻Ｅ形外科診断治療講座第２鳴
リハビリテーション』メジカルビュー社Ｐ．２４２より転ｉｌｔ、一部加工
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耐えなければならないのも自分なのである。また、激

しい訓練に耐えるのも、手術の負担感を負うのも切断

者本人なのである。

したがって、そうした「困難」から生まれる（義肢装

具を自分のもの、身でないと感じる）違和感を和ら

げ、義肢装具の装着を「習慣」化することで、なんとか

解決しよう（紛らわしていこう）という発想が出てくる
こともまた、必然的なことであるともいえよう。

切断者に対するリハピリテーションにおいても、そ

うした発想が見られる。それは、従来の「ｄｅｌａｙｅｄｐｒｏｓ-

ｔｈｅｔｉｃｆｌｔＵｎｇ」と呼ばれる方法には見られない、「早期装

着法（ｅＥｌｌ’ｌｙｐｒ（以ｔｌｅｔｉｃｎｔｔｉｎｇ）」や「術直後装着法（ｉｌｎｆｎａｄｉａｔｅ

ｐｏ即ｅｒａｔｉｖ・・ｐｒｏｓｔｌｌｅｔｉｃｎｔｔｉｎｇ）」などの新しい方法に表れ
ているものである（３つの方法の過程の違いについ

てヽ 図４を参照のこと。「早期装着法（ｅｉｌｒｌｙｐｒ（ｓｔｈｅｔｉｃ

ｎｔｔｉｎｇ）」や「術直後装着法（ｌｍｍａｄｉａｔｅｐｏ即ｅｒａｔ沁ｅｐｒｏｓ-

ｔｈｅｔｋｎｔｔｉｎｇ）」はヽ ｌｌりｄｄｒｅｓｓｉｎｇと呼ばれる。図５参照

のこと。）。

「早期装着法（ｅａｌ’１３ｑ）ｒｏｓｔｈｅ此ｎｔｔｉｎｇ）」とは、従来の方

法のように、創の治癒の経過をみながら断端を強化し

ていき、その後に義肢装着訓練をするという方法では

なく、ある程度創が治癒すればすぐに訓練を始めると

いう方法である。そのために、手術直後に断端にギブ

スや熱可塑性の樹脂を用いてソケットが取り付けられ

るのである。つまり、手術後の断端の腫れを、弾性包

帯で締めつけることで義肢装具に合った形に「成熟」さ
せる代わりに、ギブスソケットの中で鋳型にはめるよ

うにして「成熟」させるのである。また、そのソケット

にできるだけ早いうちに「パイロン（ｐｙｌｏｎ）」と呼ばれる

棒状（最近は、肘膝も曲がるようになっている状態）の

手足をつけ、仮義肢として訓練を開始するので

ある‘１２０）。「術直後装着法（ｉｍｍａｄはｅｐｏｓｔｐｅｌ・ａｔｉｖｅｐｒｏｓ-

ｔＭｔｉｃｆｉｔｔｉｎｇ）」はヽ 義肢を用いる訓練開始時期をさらに

早めることができるように、「手術台で装着させたギ

ブスソケットに仮義肢を取り付ける方法である」‘’ｔ２１）。

特に義手の場合、「切断後、義手を装着するのが早け
れば早いほど義手の実用性は高くなり、生活での活用

度が増すということは明白な事実であるＪｍ２）とされて
いる。「切断直後に装着された義手が終日１～２週間

６４

連統して装着されると、義手が身体の一部として心理

的に受けとめられやすい。とくに電動義手の場合著明

である」（ａ２３）とされるのである。義手の中でもとくに

普及に苦労している電動義手（ａ２４）を想定した方法であ
ることからもわかるように、あとは習慣化を頼りに何

とかしようということなのである。

だが、この方法は「脚光をあびた当初と比較して、

現在では次のような欠点」があるという。それは「早期

荷重による断端創の悪化をみること」であり、「現在で

は禁忌とされている」というのである‘注２５）。

したがって実際には、すでに紹介したように、弾力

包帯（Ｓ（）ｆｉｄｒｉ・ｓｓｉｎｇ）の方法と早期装着法（ｅｉｌｒｌｙｐｌ・ｏｓｔｈｅｔｉｃ

ｎｔｔｉｎｇ）とを組み合わせた方法がとられている。包帯で

締めつけて「滅熟」させながら、づとりあえず「未成熟」の

断端に合わせて作った義肢を用いて訓練していく方法

が多く行われているのである（図６）。

こうして、切断から義肢装具装着までの期間を短縮

しようという動きは、「切断者のリハピリテーション

の目的」である「手足の切断という心理的シ’ョックをで

きるだけ軽減しながら、できるだけ早期に安定した成

熟断端をつくり、義肢の早期装着訓練を行なって終局

白りに嵐早く社会へ復帰させること」を追求し七いう

た結果であるとされている（往２６）。

しかしそれは、「手足の切断という心理的ショック」

を軽減しているというよりはむしろ、切断者が自ら形

づくる身体図式であるボディ・コンセプトヘの介入

を、より効果的なものにしているのである。そのこと

は、こうした方法をとることの利点として挙げられて

いる、次のような記述に伺える。

すなわち、「早期装着法（ｅｉｌｒｌｙｌ）ｒｏｓｔｌｌｅｔｉｃｎｔｔｉｎｇ）」の方

法の利点は、本義足（仮義足に対して、リハビリテー
ション後、実際に日常使用することになる義肢は本義

肢と呼ばれる）が出来上がるまでに、早いうちから「立

位」になって訓練を始めることになるので、「ベッド上
’Ｃ臥床する機会が少なく…仮義足で歩行の実用性と自

信の獲得．ｊ（ａ２７）ができることにあるとされているので

ある。

その思想は、早期装着法以前にも存在している。先

ほど紹介した切断肢の位置の禁止事項（図３）にある



図５ Ｒｉｌｉｄｄｆｅｓａｉｎｌ篤行聘のプログラム
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図６
Ｓｅｆｔ＆ｅｓｓｉｎｇ施行特のプログラム

（細田多穂（１９９１）「切断と義肢」『理学療法ハンドブック第２版』第１９章協同医書出版
社 ｐ ｐ ． ５ ３ ７ - ５ ６ ８ よ り 転 載 ） 二

「やってはいけない肢位」である。だが、ここで「やっ

てはいけない肢位」とされているものは、どれもそれ

ほど突飛なものではない。いやむしろ、一つひとつの

動作を眺めてみると、すでにその「短くなった」足を
「自分のもの」にしているかにも思われる。

私が出会った人の中には、切断後しばらくは、入浴
の際に切断したところをどう扱ってよいのか、触れる

ことさえ戸惑ったと語った人もいた。それに比べれ

ば、図３の中の、たとえば切断した足の断端ともう片

方の足とで枕を挟んだり、松葉杖の握りのところに断

端を乗せたりといった動作は、断端そのものが、「自

６６

分の足（あるいは手）」なのだと認識できているかのよ

うにも、思われるのである。

自らの内に新たな独自の自分の姿／身体図式（すな
わち専門家にとっては誤った、不自然なボディ・コン

セプト）をつくりあげるという間を与えないように、

切断後の「姿」を経験させずに、義肢を装着させられる
ことにより、切断者は、切断前から引き続く二本足で

の歩行という（専門家たちがいわぱ人類不変の生理学

的自然と考える）ボディ・イメージを維持させられる

のである。そして、それを実現するとされる義足を用

いた「二足歩行の普遍性と実用性」を学ぶのである。も



表１幻肢の型と利用価値

社会臨床拿瓢誌第５巻第３号（１９９８．３．）

可逆性゜

軟

水

。

幻岐あ９
１

抑圧

有 用

ごく一郁
有用．

な し

幻肢の利用価値

●岐装着時，幻岐と義肢とが完全に一
致し．切断者が積極的に幻肢を利用す
る鳩合，いわゆる「血のかよった義
肢」として便用できる

心理治廉によ９一度消失させ，断しい
状態に対応した幻肢の再現を図る（Ｉ
塁またはｕ塁）

切断前に変形．輿篇
肢位のあったもの．
幻肢痢を伴うものも
一度幻肢を滴失させ
たうえ．新たに再現
を図る

幻
肢
な
し

幻舷の型〃
１璧（爽大型）
〃

ＸＩ璽（遭難型）
〃
ｌ型（断増密着型）
〃
ｉ）乎節（足部）蜃
〃
Ｕ）乎指（足趾）璽〃
ｙ型（痕跡型）
Ｖ璽（断増嵌入型）
〃
はじめあって現在
はないもの四
はじめからないも
の

断しい状態に対応した幻肢の再現を圓る
（Ｉ量または皿董）

゛同一切断者でも環礼内因，外因などにより量は寞勤し．幻岐には可逆性がある

（大塚哲也（１９７３）「四肢切断者と『いたみ』」ｒ総合リハビリテーション』第１巻ｐ．１１
より転載）

ちろん、依然として切断者自身の中にも、「健常者」で

あった時に持っていた五体満足というボディ・コンセ

プトが生きづいているという側面もある。だからこそ

余計に、この方式は、効果を上げるのである。

小児切断および「奇形」の場合には、義肢装具の使用

訓練をできるだけ小さいときからさせようという傾向

があるのも、こうした「正統な」ボディ・コンセプトを

意識に植えつけ、義肢装具の使用へと導きやすくする

ためである。訓練を怠って「変形が固定すれば、歩

容・歩行能力ともに著減することは明らかである」と

されるのである（ａ２８）。

大人の場合には、「鏡の前で矯正」されることによっ

て、「これらの問題が解決される場合が多い」のではあ

るが、幼児の場合にはそれが容易ではないので

ある（’ｔ２９）。つまり、大人の場合には、すでに社会の中

で学習してきた身体についての知覚図式、評価図式に

よって、「自分がそうあるべき」とされるはずのボ

ディ・コンセプトを思い描くことができるのであり、

鏡を前にされることによって、言い換えれば客観的な

目で自分の身体を対象化することによって、ボディ・
コンセプトとの照合が可能になり、自分でその足りな

い部分を矯正していくことができるのである。だが、

幼児の場合には、その社会の知覚の図式、評価の図式

を学ぶ機会が少ない分だけ、「鏡」の方法が通用しない

のであろう。したがって、「小児切断で早期に義手を

装着させる．ｊ（ｕ）ことを通して、そのボディ・コンセプ

トを文字通り身体で学び、義肢装具が必要であること

を認識していくのである。
「習慣」化に向けてのこうしたやり方において、それ

を阻み、「義肢装具装着の上に障害となる」厄介な問題

とされてきたのが、「幻肢痛」である（注３１）。
「幻肢とはすでに失われているはずの四肢がまだ残

存しているように感ずるもので」、発生原因は、「大脳

皮質に記憶された身体感覚（ｂｏｄｙｉｍａｇｅ）によるものと

する中枢神経説が有力である」（・３２）。幻肢痛とはこの幻

肢に伴って出現する疼痛のことである（ｎ１３３）。
「四肢がまだ残存しているように感ずる」とはいって

も、必ずしも元どおりの形に感ずるわけではない。図

７のように、ほとんど原型を留めていないもの、短く

なり且つ手先しか感覚として残っていないものなど、

さまざまである。また、手足が真っ直ぐに伸びた状態

ではなく、ねじれた状態になって感じられる場合もあ

るのである。

こうして「義肢装具装着の上に障害となる」ものとさ

れている「幻肢」なのであるが、ほぼ原型を留めている
「幻肢」に関しては、「幸運な場合」‘ａ３４）であるとされ
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る。すなわち、「切断後、早期に義肢を装着して義肢いものとして捉えられている。したがって、そのｒ欲

訓練の円滑をはかって…いまだ喪った肢体に関する幻求」としての「五体満足」への熱望は、全ての切断者に

想肢体験がうすれないうちに、ｊＣでＪ想肢の中に現実の義とって当然のこととされ、かつ「より正しい」「欲求」の

肢をはめこんでゆく…方法．ｊｓ５）がとれるとされるから形の体現として、「利用価値のある望ましい幻肢」が望

で あ る 。 ま れ て い る の で あ る 。 こ こ で は 、 表 ２ で い う 、 「 実 大

さらに、それ以外の形で感じる幻肢であっても、型」および「遊離型」以外の「幻肢」は、「消去」かつ「望ま
「四肢｛；ｙＪＩ折者は幻肢、゛幻肢痛、断端痛などを通じて、しい幻肢｝に矯正すべき幻肢として捉えられている。

医療関係者に間接的にコミュニケーションを求めてい決して、これらの幻肢は、自ら独自の姿（ボディ・コ

る）のだとして、（治療およびリハビリテーション医学ンセプト）を持ちはじめたものであるとは考えられて

にも役立」てようとしたのが、大塚哲也氏である。はいないのである。

彼は、表１にあるように、「望ましくない幻肢」を消たしかに、自分の身体に対する関係は、すでにある

失させて「望ましい幻肢」を「形成」し、それを「切断者姿に収斂されるようになってしまっていて、それが崩

が積極的に」利用することで、義肢装着に向かわせよれるときには、何らかの心的動きが生じるであろう。

うというのである。図７の左２つ「実大型」および「遊だがヽそれを生じさせているのは（ｂｏｄ）ｒｉｍａｇｅ」といわ

離型」の場合ような「望ましい幻肢」は、「自分の意志にれるような人類共通の生理的主観的なものではなく、

より動かすことができる」こともあるという。だかむしろ社会的な身体の知覚図式弊評価図式に基づいた

ら、「将来的にはエレクトロニクスの発達とともに筋もの（ボディ・コンセプト）なのである。そして、それ

電図その他末梢部分刺激の変動あるいは脳波などによは社会的な身体の知覚図式や評価図式に基づいて構成

る大脳中枢における体部位局在個々の分析、あるいはされているリハビリテーション思想を、訓練のなかで

集成などにより、新しく開発された能動義肢にｂｏｄｙ体験することにより、強化され、再現されるのであ
ｉｍａｇｅとしての幻肢を応用しヽ『いわゆる血の通った義

肢』として、切断者自身の意志どおりに、この義肢を

もとの身体と同様、自由に使いこなせるようにさせる

ことが望まれる．ｊ（む６）というのである。「望ましくない

幻肢」を消失させたり、新たに「望ましい幻肢」を生じ

させたりするため、「臨床的には、心理療法、催眠療

法のほか薬物療法、経皮的神経刺激法ＴＮＳなどが有用

である」としているのである。

このように、幻肢が人間の文化や思想の及ばない生

理的、自然的「ｂｏｄｙｉｍａｇｅの投射．ｊ（ｎ；３７）とみなされるこ

とによって、「健常」な「形態」は、恣意的ではない、本

質的なものであるとされているのである。その前提の

上に立って、その本質的とされる「望ましい形の」幻肢

を、しかも「切断者が積極的に利用して」いくことで義

肢装具使用がなされていくことを、彼は構想している
のである。

表１の左部において、「欲求」とされているのは、
「五体満足」への「欲求」ということであろう。つまり、

「五体満足」を熱望するのは、「欲求」生理的というに近

６８

る。

そしてヽ彼は「新しく開発された能動義肢にｂｏｄｙ

ｉｍａｇｅとしての幻肢を応用し、『いわゆる血の通った義

肢』として、切断者自身の意志どおりに、この義肢を

もとの身体と同様、自由に使いこなせるようにさせる
‘ことが望まれる」（注３８）としているが、これは、あくまで

も「望まれる」という希望的観測にすぎないのであっ

て、この方法によって、「血の通った義肢」になってい

る事例は存在しないのである（ａ３９）。

ところで、義肢装具の「困難」（限界）を「習慣化」に

よって解消しようという発想言抵触してしまう現象と

して、義肢装具が壊れ物であるということがある。義

肢に関する書物で、日本においては最古の「啓蒙書」（“１
４０）とされるものに、鈴木祐一著『義手足纂論』（１９０２、明

治３５年）がある。この鈴木祐一氏は、自身が義足使用

者であり、この書物はその経験をもとに、義肢につい

てを語ったものである。

余は夜間眠るにも義足を脱せず最初は何分窮屈
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図７幻肢の型（大塚哲也「四肢切断者と『いたみ』」「総合リハビリテーション」第１
ｔｐ．１１，１９７３より転載）

表２幻肢の分類
幻肢あり

Ｉ塁（実大量）：幻岐がほぽもとの四岐の形餓を残しているもの
ｎ璽（遷離量）：幻岐が切断端より遊離し留分的に残っているもの
Ⅲ蜃（断増嗇着量）：幻岐が縮小して切断増に嗇着しているもの
ｉ）手郎（足部）量：幻肢の手関節（足関節）部より末檜が切断端に密着しているもの
ｉｉ）手指（足趾）璽：幻岐の手指（足趾）部が切断端に嗇着しているもの
Ⅳ量（痕跡量）：幻岐が切断嶋に痕跡檀度に残っているもの
Ｖ量（断壊嵌入璽）：幻岐が切断端の内にはめ込んでいるもの

幻放なし
はじめあって現在ないもの
はじめからないもの

（大塚哲也（１９７３）ｒ四肢切断者と「いたみＪＪｒ総合リ、、ビリテーションｊ第１巻ｐｐ．Ｕ

より転載」

にして睡眠するを得ざりしも習慣に隨ひ着用の値

平然宸に就くは安心して宜しかりし、然るに或る

ｌ師の衛生上如何なるものにやとの注意に依り夜

間だけ義足を脱して眠ることとせり併し日中は寸
時も脱することなし、されど旅行して混雑する旅

宿に於ては着用の僅宸に就くなり…中略一一・義足は

時々破扱の呉め修繕に十除日間も掛ることあり其

の間義足を脱し居りて又た之れを着する時は其の
二三日と云ふものは少しく窮屈を感じて不快を覚

ゆるなり習慣程恐るべきものはあらざるなり（艦４１）

ここで彼は、「夜間眠るにも義足を脱せず…窮屈」を

我慢したりといった努；り（’“２）によって、辛うじて「自分

の足である」という感覚を持統させるものであること

を証言し、習慣化について提唱している。しかし、折

角努力して「習慣化」しても、「義足は時々破損の鴛め

修繕ｊに出さなくてはならなくなってしまうことに

よって、やっと進んだ「習慣化」はまた後戻りしてしま
い、「窮屈を感じて不快を覚ゆる」というのである。

さらに、「習慣化」への抵触という意味でこれと似た

例に、多機能の義手という「機能回復」追求の現象があ

る。「多機能化」とは、「一個の義手で複数の機能を持

つｊように、各パーツの互換性をもたせることを意味

している。互換性をもたせるためには、義肢をモジュ

ラーシステム化（図８参照）することが必要である。リ
ハビリテーション医学界においては、給付制度への批

判として、モジュラーシステムの処方が可能なよう

に、骨格構造の規定が緩やかになる必要があるという

ことが、大声で叫ばれているのである（’ｔ４３）。

この義手は結果的に「習慣化」とは逆の方向を向いて
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いるといえる。その証拠に、リハビリテーション医学

界などで熱心に語られていることと日常生活世界の実

際との間にはずれが見られ、使用者側ではそうした
「ニーズ」は多くはなく、給付制度への批判は起こって

はいないのである。

日常生活世界では、パーツ交換ということには次の

ような困難を伴う。それは、「手」を「つけかえること」
への違和感である。そのため、多機能の義手はあまり

使用されず、特に片腕「欠損」の場合には、専ら装飾用

義手が製作されるのである。

実際、第１４回日本リハ

ビリテーション医学総会

においても、多機能化義

手の提案が発表されたと

き、次のような質問がな左から痢範良噺端用

され・！：’いる。「質問大阪；；；；；ｉｉｉｒ＾・

労災病院Ｊ１１村次郎…切Ｅ：ｌ：：：：；

断者の心理面への影響に乎義挙と手先舞，ょ。喝逼，ニよ・，

ついて，義手は切断者に；；；ｌダを合゛゛組＆゛‘゜

と っ て 『 自 分 の 手 』 で あ ー ・ - ゜ - ‘ - ’ - ’

り、あくまでも『ロボット

の手』ではないと考えま

す。幻肢のことも考える

と、しばしば『手』が交換

されることに、切断者の

心理面における抵抗はご

ざいませんでしょうか。」

というのである唯４４’。こ

の質問に対する返答はな

されなかったのか、記録

されてはいないが、確か

に、こうした抵抗感があ

ることは事実なのであ

る（注４５）。

こうした抵抗感は、義

手が、使用する人にとっ

手」と感じられないものであるからこそ、「自分の手」

と感じるようになるために、つけたり外したりという

ことをそうそう頻繁にすることはできないのである。

この二つの例は、外してしまうと自分のものとは思

えなくなるという義肢装具の性質を表している。義肢

装具とは、慣れることで装着使用するようになるもの

ではなく、むしろ我慢してでも毎日つけ統けることで
「五体満足」の身体を経験し、「自分のもの」となるとま
゛！？はいかなくとも、なんとか「窮屈」に慣れようとする

意志を持つことができるものなのである。それは、義

て「自分の手」とな゜てい図８義手のモジュラーシステム

るからなのではない。そ（日本義肢装具学会監修、ｊ畢ｌｉｌ誠志編（１９８８）『義肢学』医歯薬山版Ｐ．１０１

れどころか逆に、「自分の

７０
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肢装具の使用が、ボディ・コンセプトの問題だからで

ある。義肢装具によって補完される「健常」なボディ・

コンセプトは、義肢装具を身に着け続けることで維持。

され統けるものだからである。

次々と生じる習慣化へ障壁から、専門家は（ヒトの

手足の代用という大きい理想からみると、道はまだま

だ遠いのであるＪａ４６）とｔ．‘ａ４７）、それでも捨てることの

できない義肢装具の夢は、「血の通う義肢」（”１４８）「心の通

う義肢」（ｎｌ４９）という表現へと進んでいくのである。その

夢が指し示している果ては、サイボーグ身体なのであ

る。

２。３サイボーグ身体が要求される局面

鈴木良次「技術は突破する（１１）心のかよう手をつ

くる一電子義手-」（『朝日ジャーナル』、１９６５）な

どに見られるように、義肢言は心が通っていてほしい

という願いがある。

少し古い資料では、戦争中の１９４３年（昭和１８年）に陸

軍軍医によって書かれた『義肢に血の通ふまで』があり
‘ａ５ｏ）、義肢装具の「困難」がこうした表現に帰結してし

まうことは、昔も今もあまり変化してしないようであ

る。

だが、義肢装具に習慣化などについての「限界」が

あっても、義肢使用者自身は義肢に「血が通うこと」や

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

「心が通うこと」を求めているというわけではないので

ある。労働省労働災害研究課「筋電義手の実用化に当

たっての問題点、と対策に関する研究→昭和６３年度報

←」（労働省、１９８９）の調査結果にも見られている

ように、実際の使用で「欠損」者は、義肢装具というも
のが使用前のイメージとは随分違ったものであるとい

うことを痛感するのである。だが一度使用してしまう

と、「ぎこちなく重いが、致し方ない。車の運転もで

きるので、感謝している」というように、その限界を

自ら「致し方ない」と諦め、引き受けるしかないのであ

る（注５１）。

それでも、義肢装具の将来にたいして、専門家（健

常者）たちは、こうした現実にもかかわらず、実現し

そうにないような夢を根強くもつのである。この夢

は、その言葉を受け取る使用する側にとっては無理難

題でしかないのである。

義肢装具にこだわる限り、そこに残っているのは
「気の強さ」（１５２）で習慣化しようという精神論のみであ

る。既に問題は、実際に上手く義肢装具を使用してい

るかどうかということよりも、「欠損」者個人が、義肢

装具装着へ向けて努力しているかどうかということで

しかなくなっているのである。「欠損」という汚点を浄

化しようとするかのように、苦痛に耐えながらひたす

ら訓練し続けるその姿は、まるで自己懲罰的な行為の

ように見えるのである。

表３「大腿義足歩行訓練の初期にみられる異常の形その原因」とされる事柄

（日本義肢装具学会監修、ｊ乖村誠志編（１９８８）『義肢学』医歯薬山版Ｐ．１３４より転載）

異常の形 悪者側の原因

休幹の前屈
（前屈みの姿勢）

・歩行補助番に鱗９過ぎる
・視線を下に向けるため
（着地麿をみたい）

・股関節伸展筋力が潤い
・股関節に屈曲拘縮がある

体重を義足に侈せな
い
骨盤が義足偏に水平
移勤しない

・自信の不足・膝折れの恐怖
・新端の痛み
・散開節の外転筋力が装い
・股関節の外転拘繍がある

錐肢側のステ７ブが
極端に班い

・腰が引ける（恐怖感）
・義足に体重が乗せ切れない-

７１



Ｗ
　　　０１１１
　　００１１１
　　００１１１
　　００１１１
　　００１
１１
　　００１１１１
　　ｏｏｌ
　００１１１１
　　　　０００１
　ｉｉｉｉｌｌｌｌｌｉｉ
　Ｊｉｉｌｉｉｉｉ９１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ａｌ
　　ｌｌｌ
　ｉｉ
　１１１１１１１１１
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９１１１１１１１１１１１１Ｍ

Ｉ
　　　Ｉ
　１
　１
　１１１
　　１１
　　１１１１
　１１１１１
　ｌ
　ｉ

http://www.９.
　１
　　　１１１５
　　１５
　１１
　　　１１１１１
　１１１１１１１１１１１１１ｊｌｉｌｏｌｌｌｌｌｉｌｌｌ
　　　１１１１１１１１１１９１
　　　１１１１
　　　１１１

１

。

／

｀

ａ ＝

回晦

一座才ドレ

け・ＩＬＩｒの
不同

橘

″

゛

｀

‘

゛

Ｅ
Ｉ
　

　

１
２
４
ｍ
　

ｊ
ｔ
ｌ
ｌ
硝
乙
　

　

ｌ

Ｌｍｌ
　　１１
　　１１
　　　１１
　ｌｌ
　ｏｌ
　１１１１１
　１１
　１１１１０１１
　　１
　　１
　６１１
　　１１１１１
　１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１
　１１１１１１１１１１１１
　　ｏｌｏ
　ｉｏｌ
　ｏｌｌ
　　ｏ

朧

｀

．；砥糞わｔ
泰行 仲びＬが｜

参ｌｉ

脇のイン１１タＦ

図９大腿義足歩行において異常歩行とされるもの

義足を作ることになっ

てしまった人に、先に

触れた鈴木祐一氏がい

る。彼は４義肢装具自

体を「身」から切り離

し、対象化する瞬間を

得てしまった人なので

ある。

鈴木祐一氏は義足を

幾種類も作りつづけ研

究を重ねたことによっ
て、同時代の荻原一羊

氏に批判されている。

義足を研究して幾つも

作るのは「道楽」であっ

て、義足訓練のために

は好ましくない行為で

あると非難されるので

ある。

義肢装具を使いこな

（日．本義肢装具学会監修、ｉ村誠志ｉ（１９８８）「義肢学」医歯薬出版Ｐ．１３４より転載）して「通常人に異なら
ず」生活することがで

きるかどうかは、「要するに心の持ち方と習慣とによ

２。４精神諭の局面

このことは、たとえば「異常歩行」の原因が「患者側

の」精神的な問題にあるとされることにも反映してい

る。図９にあるように、「異常歩行」の姿がどんなもの

であるかということがひとつひとつ示され、それは表

３、表４の「患者側の原因」「切断者側の原因」にも書か

れているように、「恐怖感」があるからなのだとか、
「自信がない」からだとか、さまざまな「訓練め不足」か

らであるとか言われるのである。

しかし、この「異常歩行」とされたものは、すでに見

たように、いずれ・ｔ、義肢装具自体が持つ「限界」なので

ある。それにもかかわらず、「患者」個人の問題に還元

されてしまうのである。

だが、義肢装具の「限界」をどうにかして工夫できな

いものかと悩み、自ら研究を重ね、結果幾つも幾つも

７２

る事ならんか」という荻原一羊氏は、一つの義足を自

分のものと思って使い続けるべきであるというのであ
・る（’１１５３）。つまり、義肢の方にばかり原因を求めている

と、「習慣化」を怠るというのである。

だが、鈴木祐一氏は、決して「習慣化」への努力を

怠った人ではない。彼は、いわば根気強く義足に慣れ

ようと努力した人の代表のような存在なのである。先

にも紹介したとおり、彼は、夜眠るときにも義足をつ

けて「習慣」（ａ５４）にしようとしたし、また、義足で富士

登山まで行い、日清戦争当時、陸軍ｌｉ；ｉ院慰問を名目に

して全国各地を歩いて廻ったのである。

彼が義足を幾つも幾つも研究し続けることになった

という事実は、「習慣化」の努力を怠ったことであると

か、気の弱さによる「訓練の不足」であるとかというよ

りもむしろ、夜も「窮屈」な思いまでして義足をつけた

まま寝たり、全国を行脚したり、富士登山したりして
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表４１大腿義足歩行異常の形と原因』とされる事柄

（日本義肢装具学会監修、渾村誠志編（１９８８）ｒ義肢学』医歯薬出版Ｐ．１３３より転載）

異常のＳ 貫 錯 恵 幟 機屋劈の原因 戦鵬¶劃の旱墨

掩棒端祠

機足響の！Ｆ
脊竃

ｌａｓｔｌｂｌｌｉ竃ｙ
＠ｆ
Ｓｌｆａｓｌｂｅｔｋ
ｋｎ帥

立脚鍔に興題の馨が不安電
で．寥折れを剱こす状態．

・後方バンｄが轜すぎる
・アタイメントの不良
１初期題酋角の不足）
｛●電手翰位置が鴫過ぎ）
（足部位置が後ろ通が）

・椴関屋仲興笏力の不足
・心堰的響因（不安・恐晦感｝
不琲れ（馨戦争が仲橋する
繭に揚柵堵する）

７７１・
罵ラ？デ

Ｓｌｓｌｓｌａｐ 糟柵堵後．機電に体裁がかか
ると●．足部が急遭Ｓこ奪-し
て堵●奢たたくよう・こ陸地す
る状態．

・後月パンパが柔らか過ぎ
る

●臍堵岬の
匯禰

ｆ鴉鵬１㎝ｌｔ
ｂ㎡㎝ｔあｅｔ

親足の揚が膠堵すると巻．足
麓が外饗する状ー

・後方八ンバが珊すぎる
・足Ｓが外職位＆こと９つけ

てある
・ソタクト適者が●るい

立葬咽
中 珊

過度の●●
萌冑

四㎝ＳＩＶ●
ｋｓｌ・ｂ豺
Ｓｏｆｄｏｓｉｓ

親電が立榔暗にあるときｓこ．
童壇約●檜孵鸞が過度に増強
する秋季．（過度の骨盤の瞬
轜）

・ソケ７トの詞萌 - 鹿 角 が
不 十 分
・坐骨支持の；Ｆ良

｛ソケ・ｙトの荊後疆が畏
い）
（後壁上面のＳが悪い）

・殴筒部の●●泣拘楊
・殺菌部仲襲筋力の不足
・袁笏の筋力不穏
・嗇骨支持部に嘴みがあると
●｛皮ｙ親織の￥穏など）

外堀参「？

休粋の斜●

ａｂｄｓｇｔｉｓ・
Ｓ１１ｔ

ｌあｔｍｌ
ｌｌｅｎｄｌｎｌｏｆ
ｌｎｓｋ

笥折●が夢抒Ｌようとする進
行方肉に対して．義足の轍が
署しく外鰐方に外れて檜堵す
る状-の參●ぶ９．

義ｌが支持弊：こな・ていると
●上体が暴足刺に煤斜する状
●．

４

・嚢足長が畏すぎる
・ソケ７トが外転位にとり
つけてある
・ソケ’ツト外壁の不良
（支えが不十分）
（新畑の外側末端部が当
たる）
・内壁が高すぎる
ｌ・僑足長が噫すぎる．

・穀外ー暴力が偶い

・會柴郎に輯みがある

｛喝．内転扇ａ-４．膏痩な
ど）

・訓練の不足

竃弊徊
旭凛萌

外韓ホイ？
ｙ

ｌａｌ●ｆ農ｌｗｈｉｐ ●足の韓み専り聘に，難が内
側へ勤く状●．

・籐輪の外禰度｛蝉囃Ｓ
～Ｓ度）が不足
・馨榔で外反している１：瀞
ｆ過仲珊している場合）

・折端の皮ｙ鴫幟が遡判

・鵬鴫の萌が偶い

内側ホ・ｆア
ブ゙

ａｘｄｌａｌｗｈｉｐ ●足の踏み切り岬に．踏が外
庸へ釣く状態．

・-輪の外繊度が過大
・郡部で内艮していると●

け９上げの
不同

ｌｓ舞９ｓｈｅ曹１
「ＳＩ賢

踏み司９後に●足の難が跳剥
７靫の踏に比べて高く跳ね上
がる状態．岬には．避に●足
の●の跳ね上が９が低いこと
１，ある．

・馨嘸争の摩擦が不十分
・俸暴騰肋膜暴が伺い

纒足嚢の●が上がもない
・上の避

・ -折れ奢恐れて．●●争奢
曲げない

還御唯
申 繭

ぷんまわｔ．
参 行

ｅｉｒａｇｚｌｌｕｅｔｌｓ・ 竃弊帽ぁこ翁いて．義足が外側
に円弧奢かいて参く収奪．

・●足長が長すぎる
・義足擦が酋がらない
（●反覆．-輪の摩擦が大
●すぎる．神機綿紡が倫
すぎる）
・ソタ’ツｌ・が新編から復け
だす｛ビストｙ遍●・懇
垂不足）
・足簒が聡盾している

・群折れを恐れて．馨轜苧を
●げない

・餅●の外柵拘輪がある

伸び上が９
参ｆｉ

ｖｌｓ１１１１ｎｌ 眼足が竃募中萌Ｓこあるとき．
●牧でつま先客立ちして伸び
上がる参Ｓ方．身休の上７移
動の崇轜が正業よ９大きくな
る．

・ぶんまわし泰行と同じ原
因のあるとき
・●輪の翠擦が不足してい
る場合ｔ弊の●が９過ぎ
一握り出しが還れる一個
敢でつま先だちして騨仲
農奢１●つ）

・馨折れ奢恐れて．●戦争を

● げ な い

・身についた●

参幡の不同 ＳＷ輦曹９
Ｓ輯●ｔｈｏｆ
裁卿

義足側と義例との参椙が不均
郡な状態．

雑常足のステツブ’が電い
・群槽嘴冑と同じ車醤のあ
ると●
襲足剥のスヂツブが長い
・罵の襲り上げが大き過ぎ
ると●

・股間簾の●酋拘楊がある
・義足Ｓこ休重を銚せ孵れない
（不安・麟みなど）

・機足蓼を伸展位で曹堵しや
すくする（簾折れへの不安）

遭騨帽
終 網

●のインバ
タト

１●ｍｌｎａｌ
ｌｓｌ躊ｅｔ

署葬中嘱の絆わりに．ｙ輯郎
が悪運・こ前方へ握れ鳥いてき
て，前が伸び司ツたと●．楯輦
を俘・ｓて悪に停此する状態．

・馨轜苧の摩擦が不十分

・伸農檜跨が強すぎる

・鵬膀咆鍔の馨折れの不安を
少なくずるため（舞持塘の
合図）

季の攘９の
不同

ｕｌ笥讐ｌｎ暮『ｌｎ

●ｗｌｓｔｌ
桐尾筒の挙が自然に騰９出さ
れず．体からはなれずに歩行
する状ー

・曇硯荷扱岬ｓこｙ快感があ
るとき（ソケット不運き
など）

・無雑の不足
・恐憚感．不安定感
・身！こついたくせ

７３



習慣化への努力・訓練をさんざん重ねたあの鈴木祐一
でさえ、解決しない問題に突き当たっていたのだとと

らえるべきなのではないだろうか収５５）。

私はある義肢装具製作場のあるリハビリテーション

施設を訪ねた時に、次のような場面に遭遇した。

仕事内容自体を見せるために、ある義肢装具士は、

仕事をしながら私を案内してくれていた。ちょうどそ

のとき、義足を使用しているある中年の女性が、義足

のほうを何とか身体に合わせたいと考えて、遠くから

わざわざその義肢装具士のところに修理にやって来て

いた。この女性に対して義肢装具士である彼は、「何

度も修理しても、またダメになるだけでしょう。慣れ

ていくしかないんだよ。」と言っていたのである。

彼女から離れた後、その義肢装具士は、「彼女は、

修理ばっかりしていて、口ばっかり達者で、厄介なん

ですよ」と、修理にやって来ること自体を非難するよ

うに語ったのである。

その一方で、自分自身も義足を使用しているこの義

肢装具士は、「義足作ってるから、最新式の義足がど

んどん入ってくるでしょう。だからいろいろ試せるか

ら、いいんですよ」というのである。

これは、義肢装具士であり、その施設においては施

設のシステム上訓練指導者（理学療法士）としての役割
も担っている彼が、「患者」に対してはその訓練のマ

ニュアルどおりに「気の持ち方」を指導していても、義

足使用者としての立場になったときには、やはり義肢

装具の側にある義肢装具思想の「困難」「限界」を感じて
しまっていて、一つの義足に慣れることよりは、義肢

装具を次々に試す必要を感じているということが分か

る言葉である。
１義足研究や修理を重ねるのに重点が置かれることが

歓迎されないのは、おそらく一つには、そうした行為

は、いわば義肢装具の「困難」を義肢装具に向けてし

まっていることであり、訓練や努力を怠る態度を生み

出すようになってしまうと思われるからであろう。

結局、「欠損」者は義肢装具を、研究や修理よりも、

その矛盾や困難と共に丸ごと身につけることで引き受

けなければならず、ただひたすら精進する姿を求めら

れているのではないだろうか。

７４

ところで、幼い頃の記憶として、身体から離れた状

態で目にした義肢装具に「恐ろしい」感情を持っている

と語る門戸順一氏は、医師という仕事についている今

では、義肢装具に対するイメージは全く違うものであ

ると、義足を例にして次のように述べている。

いざ自分が整形ピタ’ｉ・科医となっていろいろな切断

の患者さんと接したときには、明らかに印象が異

なっていました。つまり、切断術をうけた当初は

精神的にもおちこんでいた患者さんが、自分で移

動できるようになるとともにみるみる明るさをと

りもどしてゆくのを何回も経験しました。（１５６）

つまり、彼の記憶のなかで義肢装具は、「傷痍軍人

の方が白衣を着て、義足や義手を前において駅前や縁

日でたたずんでいる．ｊ（’ｔ５７）イメージとしてあったのであ

るが、・そ？れが、義足を使って歩こう、と懸命に努力する
「切断の患者さん」の姿によって、身体から外して対象

化される義肢装具の恐怖感を帯びたイメージも、「明

るさをとりもどした」「患者さん」のイメージの中で語

られるようになるのである。

ここで、重要なのは、「自分で（義足を使って）移動」

しようと思う態度であることがわかる。義肢装具の物

理的な「困難」を克服していくことが無理でも、「欠損

者」個人が心の持ち方（それは「態度」「姿」から判断され

る）でこれらの「暗さ」を克服していくのである。

義肢装具装着をマスターせずとも、義肢装具訓練を

通して、とにかく努力する姿を示すことが重要なこと

なのである。また、そうした「心（気）の持ち方」が、や

がては義肢装具装着の達成、つまり復帰につながると

されているのである。

義足の限界の代表として挙げてもよい「膝折れ」問題
を、訓練を受ける切断者個人の人生の「挫折」とだぶら

せて描いたＮＨＫドラマ『誕生・ぼくの左足』‘回）の中で

もこんな場面がある。訓練を受けるその切断者が、な
かなか歩けるようにならないことについて、それを
「こんなもの。もういらん。」と義足のせいにして「挫

折」しそうになったとき、補装具技師が彼を怒鳴りつ

けた言葉は、次のようなものであった。



ぱかもん。そんな弱気でどうする。見損なった

ぞ。おまえ、気持ちのなかで杖を捨てようとしな
いからだめなんだよ。あとはお前の気持ち次第

だ。自分の足は、お前、自分で作るしかないんだ

よ。ぱかもの。

このドラマの前半部分、リハビリテーションが始ま

る前の「義足づくりの名人」の手で義足が出来上がって
いく過程では、義足という技術が切断者の期待に応え

るように、輝かしく描かれていた。それに比べて、リ

ハビリテーション以降では、義足はドラマを見る者に

は切断者ｌこ「試練」を与えて切断者の（「障害者」として

の）「人格」を高めるもののように描かれるのである。

そして、義足を使いこなし再び二本の足で歩行するこ

との「困難」さを描くことによって、このドラマは「根

性」物語の性格を帯び、「困難」を乗り越えて立派な「障

害者」として健常者として復帰する物語として成立し

ているのである。

３義肢装具を使用すること／しないこと

ここまでリハビリテーションの諸相を見てきたが、

専門家が考えるように訓練し努力すれば、いつか「健

常」者に復帰できるというような期待を、実際に義肢

装具「使用」者は持ち続けることはできないのである。

失；１：）れた腕の復元としては最も理想に近いと理解さ

れる能動義手を例にしたい。１９９３年の第九回日本義肢

装具学会における東江由起夫の研究発表「能動義手の

問題点．ｊ（ｓ）では、能勁義手が普及しない要因の一つと

して、「切断後の切断者をとりまく環境」を挙げてい

る。

それは、十分な訓練の機会の不足のことを指してい

る。普及実現には、「義手の処方から訓練、社会復帰

までの一貫したリハビリテーションとチームアプロー

チ」によって、「義肢装着訓練をとおして失われた手に

代わってその役割を補う能動義手の限界とそのすばら

しさを理解させる」ことが重要であるというのであ

る（往６０）。

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

ここでは、能動義手が普及しないという事実自体が

我々に突きつけていること（７）意味が全く問われないま

ま、リハビリテーション制度のさらなる充実が解決し

てくれるはずの問題だとされているのである。

また、もう一つの要因として「能動義手が切断者に

受け入れられない構造上の問題」を挙げ、「機械的」で
「異様な」形、および「人間らしき動きとはかなり異な

る」義手操作などと表現して、次のように述べてい

る。
「（能動義手の）外観は装飾用義手と異なり、はじめ

てそれを目にする切断者にとって、自分の失われた手

の代わりが機械的な手であることにショックを受け、

なんともいえない気持ちを抱く。」（ｓｌ）。さらに、「義

手操作時のフックの開閉や肘ブロックのコントロール

は必ずしも切断者にとって快適な動きではなく、切断

者がイメージしていた人間らしい動きとはかなり異な

る。」‘往６２）としているのである。

しかし、義肢装具の見た目の問題は、そのような切

断者にとっての見た目の問題なのであろうか。彼自

身、同発表の中で「特に、能動フック（筆者注：手先が

鈎爪型）は義肢装着訓練時には我慢して使用される

が、社会復帰後、その異様な形から周囲の目を気にす

るあまりに切断者に受け入れられることは困難であ

る」と鋭く観察してもいるのである。だからむしろ、

なぜ「義肢装着訓練時には我慢して使用される」のに、
「社会復帰後、その異様な形から周囲の目を気にする

あまりに切断者に受け入れられることは困難」となる

のかということに、視点を移すべきなのではないだろ

うか。

彼は次のように書いている。「特に、能動フックは

義肢装着訓練時には我慢して使用されるが、社会復帰

後、その異様な形から周囲の目を気にするあまりに切

断者に受け入れられることは困難である。そのため、

常時装飾用義手を使用しているものもおり、その傾向

は特に片側切断者に多い。両側切断者の場合は、必ず
しもフックの形を受け入れているわけではなく、日常

生活上やむなく使用しているケースも少なくない。こ

うしたことから、切断者によっては目的に応じて能動

義手、装飾用義手をうまく併用しているものもいる。

７５



また、能動フックの形を気にしてか、能動ハンドを使

用する切断者もいるが、能動フックに比べ日常生活動

作が困難なこと、義手が重くなること、能動ハンドの

開閉に能動フック以上の力が必要なことなどの問題を

訴えることが多い。．ｊ（“１６３）。
これは綿密な数量的調査をもとに書かれたのではな

いが、しかし、日頃の義肢使用者とのかかわりを通し

て見えている実際の状況を、よく表現したものと言え

る。
ここから伺えるのは、片側ちり断者と両側‘ｌ；り断者との

間には、かなりの「機能的」ニーズに差があると想像さ

れるにもかかわらず、両者は共通して「周囲の目を気

に」して「装飾性」を求めているということである。し

かし、フックという「異様な」形を気にして「健常」の手

に似せたハンド型にすると、今度は物をつまんだりと

いった動作の時に、「健常」から離れていってしまうの

である（注６４）。

したがって、日常生活世界において、能動義手を使

用しようと思えば、「健常」を装うということを断念し

なければならないのである。

さて、こうした状況のなかで、彼のいう「義手の限

界とすばらしさを理解」するということは、一体どう
いうことを言うのであろうか。

すでに述べた状況からわかるようｌこ、能動義手は、

とくにフック型の場合にその形が「異様」とはいえ、そ

れが「健常」を追求していないからというわけではな

い。その形が「異様」となるのは、「健常」の一部分（動

作の点）の要素を追求した結果、「形態」が伴わなかっ

たということなのであるｓ５）。

また、フック型ではなく、ハンド型の形態にすれ

ば、「形態」の点では「異様」でなくなるが、今度は折角
「健常」に近づけた「動作」の「機能」が台無しになってし

まうということなのである。

そうした義手を使用することで使用者が実際に感じ

とるのは、やはり「自分は『障害者』なのだ」という「劣

等感」としての「限界」と、義肢装具が志向しているが

自分の手に届かない「健常」（「動作」も「形」も満足する

こと）の「すばらしさ」、そしてそれへの憧ればかりな

のではないだろうか。

７６

そしてこれは、能動義手使用の「あきらめ芦匹にも

なる可能性があるのは、当然である。だが、そうした

経験をしても、中ｌこは頑張って着け続ける人もいるの

である。

それは、義肢装具というものを使用し統けること

が、「健常」への「復帰」の「可能性」を残し統けてくれる

と思えるからなのではないだろうか。義肢装具の使用

を完全に放棄してしまえば、そこに残るのは、ただ
「障害者であること」を甘んじて受けなけれぱならない

という事態だけである。つまり、「障害者」として扱わ

れることに、ひたすら耐えなければならないのであ

る。それは耐えがたい立場に立たされることなのであ

る。だからこそ、その立場から抜け出したいという思
いの分だけ、義肢装具は放棄できないものとなってい

るのである。

能動義手使用者は、すでに日常生活を義手を使用し

て送るなかで、能動義手が「人間らしい」ものと見られ

てはいないということを、さんざん経験してしまって

いるはずである。

東江（１９９３）の発表のなかで言われているような「人

間らしい勁き」を、決して義肢装具「障害」者は求めて

いるわけではないのではないだろうか。実際に、他人

から見て「人間らしい動き」を期待できないお粗末なも
のに見えたとしても、義肢装具は専門家によって処方

され、専門家によってリハピリテーションを受ける過

程で、これをつければ「復帰」してよいのだというメッ

セージを受け取るのである。
「復帰」という言葉に、「欠損」者は、皆と同じ「人間

らしい扱い」を期待しているのである。「人間らしい動

き」というよりも、本当のところは「人間らしい扱い」

を求めているからこそ、能動義手で「人間らしい動き」

をしていないことがわかっていても、なんとか「障害

者であるとされること（障害者であると社会的に判定

されてしまうこと）」から免れないかともがいている姿

が、そこにあるのではないのだろうか。

それは、義手がどんなに不細工なつくりのもので

あっても、その「限界」などわざわざ専門家に教えても

らうまでもなくつくづく痛感させられていようとも、
それでもなんとかして「障害者であるとされること」か



ら免れ「健常者」の仲間として扱って貰える「可能性」を

つなぎとめておきたいという、ぎりぎりの選択なので

ある。
「健常者」に「復帰」するという期待など、もうなく

なっている場合もあるかもしれない。義肢装具は、そ

れを使用するべく努力している間だけは、「健常」の夢

を見せてくれているのである。それが夢にすぎないと

わかっていても、使用する努力を止めてしまうとき、

その夢さえも無くなり、単なる「障害者」、それ以上は

発達しない「障害者」という固まった存在でしか見られ

なくなってしまう。そんな恐怖に似た思いがあるので

はないだろうか。

それこそが、私が、義肢装具障害者を半一障害者と

して位置付けて理解したいと考える所以なのである。

注

注１：渋谷典子（旧９４）「義肢装具と『障害者』の諸相-・

ドラマ『誕生・ぼくの左足』にみる、障害・義足・復

帰をめぐって 」『社会研究』第２４号法政大学大

会監修・渾村誠志（１９１１８）『義肢学』医歯薬出版Ｐ．２９０な

ど、義肢のリハビリテーションに関するほとんどの

文献に、そのことは書かれている。

注１０：砂原茂一監修・即村誠志著（１９８３）『切断と義肢

第２版』医歯薬出版Ｐ．３５０

注１１：切断後、弾性包帯は「一日中装着させ、４～５

回巻きかえ」、「夜間にも装着することが重要であ

る」とされている〔「」内は、砂原茂一監修・渾村誠志

著（１９８３）『切断と義肢第２版』医歯薬出版Ｐ．３５４より

引用〕。

注１２：砂原茂一監修・渾村誠志著（１９８３）『切断と義肢

第２版』医歯薬出版Ｐ．３５５

注１３：前掲書Ｐ．３５５

注１４：武智秀夫（１９８４）「ある『言い伝え』の詮索」『整形・

災害外科』第２７巻１２号Ｐ．１７２０では、「私は整形外科医

になった頃『戦時中陸軍病院では全ての切断者の足

もとに砂袋をおいて、断端末；を砂袋で敲き、断端を

鍛えたものだ。これを断端末の皮膚が足の裏の皮膚

のようになるまで行った。』という話を先輩たちか

ら聞かされた」としている。

私は最初、彼がどうしてこの「言い伝え」にこだ

わって嘲笑するのか、それをわざわざ「詮索」したい

と思ったのかという、文脈がわからなかった。どう

してこれが話題になるのかという必然性を理解でき

なかったのである。しかし、義肢装具の思想を調べ

てくるにつれてやっと理解することができた。すな

わち、「断端末の皮膚が足の裏」となるのでは、現在

の義足の発想においては、具合が悪いのである。そ

れでは、断端（切断した残りの部分）が、「自分の足」

であるという身体像を与えてしまうことになり、義

足こそが切断者に「自分の足」という感覚を与えるリ
ハビリテーション訓練に、障害となるからである。

義足の足の裏こそが、自分の足の裏であると感じら

れるほどにならなくてはいけないということなので

ある。

注１５：詳しくは、渾村誠志（１９８１）「四肢の切断」「医学の

あゆみ」第１１６巻５号ＰＰ．５０５-５１０を参照のこと）

注１６：武智秀夫・明石謙Ｕ！｝９２）『義肢』医学書院Ｐ．１５

注１７：この手術は、「切断端形成術」と呼ぱれ、費用

７７
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注２：砂原茂一監修・渾；１；ｉｒＳ成志著（１９８３）『切断と義肢第

２版』医歯薬出版Ｐ．３４５

注３：前掲書Ｐ．３５３

注４：前掲書Ｐ．３５６

注５：前掲書Ｐ．３５４

注６：「」内は、前掲書Ｐ．３５６

注７：幻肢（ｐｈｉｌｎｔｏｍｌｉｍｂ）とは、「四肢を切断された者

が、ないはずの四肢の実在を感じることである。身

体像が残っていて感じられると理解されるが、変形

縮小したりしていることもある。幻覚的運動や激烈

な幻肢痛を伴うことがある」〔保崎秀夫（１９８３）『新精神

医学』文光堂Ｐ．９８〕。詳しくは、後で述べる。

注８：砂原茂一監修・渾村誠志著（１９８３）『切断と義肢第
２版』医歯薬出版Ｐ．３５０

注９：細田多穂（１９９２）「切断と義肢」細田多穂・柳沢健編
『理学療法ハンドブック』協同医書出版社Ｐ．５５０、武

智秀夫・明石謙（１９９２）１’１鏡肢ＪＰ．２４９、日本義肢装具学



は、本人または扶養義務者の所得税の課税状況に応

じて、全額または一部が公的に給付される制度に

なっている。詳しくは、厚生省社会・援護局更生課

監修（１９９３）『体の不自由な人びとの福祉』テクノエイ

ド協会発行中央法規出版Ｐ．２０を参照のこと。

注１８：だが、なぜか「欠損」者、とくに中途「欠損」者

は、こうした自己への鍛練をこなしてしまうほどの

勢いを持っていることが多いのである。

注１９：門司順一（１９９２）「足の医学」『足は何のためにある

か』山田宗睦編風人社、Ｐ．１３０より引用。また、こ

こでは、移動の方法は他にもあるにもかかわらず、
「移動能力」として、義足こそが絶対、あるいは一番

とされていることに注目すべきであろう。

注２０：渾村誠志（１９８１）「四肢の切断」『医学のあゆみ』第
１１６巻５号Ｉ）Ｐ．１５０５-５１０、日本義肢装具学会監修・渾

村誠志（１９１１１３）『義肢学』医歯薬出版、武智秀夫・明石

謙（１９９２）『義肢』医学書院などを参考にした。

注２１：砂原茂一監修・滓村誠志著（１９８３）『切断と義肢

第２版』医歯薬出版Ｐ．３６５

注２２：日本整形外科学会・日本リハビリテーション医

学会（１！）９０）『義肢装具処方マニュアル』医学書院Ｐ．２０

注２３：渾村誠志（１９８１）「四肢の切断」『医学のあゆみ』第

１１６巻５号Ｐ．５０９

注２４：筋電義手使用者へのアンケート、労働省労働災

害研究課（１９８９）ｒ筋電義手の実用化に当たっての問題

点、と対策に関する研究→昭和６３年度報←」労

働省では、「電動の音がしたら気になる」ことや、蛍

光灯や電化製品のシグナルなど他の信号を受信して

しまい制御できなくなる「誤動作」よって、周囲に対

する気まずさを抱いてしまうことで、自分の手足で

あると思うことは「困難」であると、多くの人が答え

ている。

注２５：滓村誠志（１９８１）「四肢の切断」『医学のあゆみ』第
１１６巻５号ｐ．５１０を参照

注２６：「」内は、渾村誠志・中島咲哉・村田秀雄・松田

宏務・雨森邦夫・三橘保雄・西岡正明・大喜多潤・

牧野美穂・池田文代・岸本孝子・和田正人（１９７３）「術

直後義肢装着法め実際とチームアプローチ」『リハビ
リテーション医学』第１０巻１号Ｐ．３より引用

７８

注２７：渾村誠志（１９８１）「四肢の切断」『医学のあゆみ』第

１１６巻５号ＰＰ．５０９

注２８：砂原茂一監修・渾村誠志著（１９８３）『切断と義肢

第２版』医歯薬出版Ｐ．３５７

注２９：「」内は、前掲書Ｐ．３５８より引用

注３０：前掲書Ｐ．３５７

注３１：「」内は、大塚哲也・浦田固志・大橋健迪・寺松

潔・富永積生・中野緊一郎・熊野修・石川文彦・石

川清・山脇忠昭・清水和・藤川思尚（１９６６）「幻肢痛と

断端痛」『災害医学』第９巻Ｉ）Ｐ．６・１１-６５１

注３２：「」内は、細田多穂（１９９２）「切断と義肢」細田多

穂・柳沢健編『理学療法ハンドブック第２版』協同

医書出版社Ｐ．５５３より引用。

注３３：大塚哲也（１９６８）「幻想肢と体感像」『臨床整形外

科』第３巻１０号によれば、「幻肢はすべて幻肢痛を伴

うものではなく、幻肢痛は幻肢の存在する上肢欠損

中７６％、下肢欠損中７８％」に生じているという。

注３４：Ｊ戴丸正四郎（１９６８）「幻想肢障害の治療方針」『臨床

整形外科』第３巻１０号Ｐ．８７４

注３５：前掲書Ｐ．８７４

注３６：前掲書Ｐ．８７３

注３７：大塚哲也（１９８５）「切断肢に伴う幻肢、幻肢痛」『整

形外科ＭＯＯＫＮ０．４０義肢・装具療法ＪＰ回忌

注３８：大塚哲也（１９６８）「幻想肢と体感像」『臨床整形外

科』第３巻１０号Ｐ．８７３

注３９：義肢を装着したときの、-一一例えば義手の手と

もう片方の手（あるいは他人の手）と；を・組んだり、義

足で足を組んだりなどの勁作によって一一その義肢

に対してもつ「手（足）がある」という感覚と、幻肢の

場合の「手（足）がある」感覚とは、全く別個の感覚で
あり、同じものであると思おうとすると、かえって

混乱するようなものだからである。

注４０：武智秀夫（１９７７）「鈴木祐一とその著書『義手足纂

論』」『日本医史学雑誌』第２３巻４号。たしかに、この

書物は「啓蒙」的な側面がある。だが、鈴木祐一は、

義肢装具を用いることを詳細に語ることによって、

たとえば「努力」尊重を啓蒙しているはずの箇所にお

いても、意図せずその矛盾を語ることになづてし

まっているのである。こうした１１１物は、この時代に



書かれたものとしては他になく、その意味で、この

資１１Ｅｉｌ・的価値は大きい。同じく、義足使用者によって

書かれたものに、これから２年後に出版された荻原
̶羊（１９０４）『義手足の話』大黒屋書舗があるが、「啓蒙

書」というならぱ、こちらの方がその性格は強いと
いえるであろう。

注４１：鈴木祐一（１９０２明治３５年）（義手足纂論丿南江堂

１）３３０-３３３より引用。

注４２：ただし、この中に紛れて書かれている「旅行し
て混雑する旅宿に於ては着用の値寝に就く」という

ことに関しては、これは習慣化への努力ということ

ではないと思われる。「混雑する旅館」、つまり、見

知らぬ人と寝床を側にして泊まらなければならない

場面において、人に義足を外す姿をみせることがで

きなかったためなのではないだろうか。

注４３：中島咲哉（１９９０）「義手」「義肢装具処方マニュア

ル」医学書院などにも「制度の問題」として、書かれ

ている。

注４４：中島咲哉・渾；４；ｉｉ誠志（１９８１）「義手の多機能化と問

題点」『リハビリテーション医学』第１８巻４号

注４５：骨格構造義手について「法的な制約が災いして

現場で混乱が生じることが考えられる〔中島咲哉

（１９９０）「義手」『義肢装具処方マニュアル』医学書院〕」
とリハビリテーション医学会で問題になっているの

であるが、それは「多機能な義手」というの空想世界

においてのみに留まると思われるのである。

注４６：水野祥太郎（１９６８）「日本の義肢問題：その現状と

今後と」『臨床整形外科』第３巻１０号Ｉ）。８３５）

注４７：武智秀夫・明石謙（１９９１）『義肢』医学書院のなか

でも、概論が述べられている最初の箇所に、「義手

と義足のちがい」という項が設けられ、ゲーテの戯

曲を引用しつつ、義手の持つ悲劇として感触がない

ということが挙げられ、「本物の」「人の手の感覚器

としての意義」は大きいという表現がされている。

義肢の本であるのに、「本物」の手足；を：賞賛するため

にページが割かれているのである。しかし、それは

根本的には矛盾するものではない。

注４８：時代的に古いものでは保利清（１９４３、昭和１８年）
『義肢に血の通ふまで』汎洋社、新しいものでは大塚

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

哲也（１９６８）「幻想肢と体感像」『臨床整形外科』第３巻
１０号Ｐ．８７３のなかに、この表現が見いだされる。

注４９：鈴木良次（１９６５）【` ｜支術は突破する（ＩＩ）心のかよ

う手をつくる一電子義手-」『朝日ジャーナル』
１９６５年６月１３日発行、ＰＰ．４２-４６

注５０：保利清（１９４３昭和１８年）ｒ義肢に血の通ふまで』汎

洋社。彼は、この「義肢研究」を行うことになった

きっかけは、「（恩師）田代先生」（当時の整形外科の

権威）に次のように言われたからだとしている。「本

邦義肢學については、日頃不満を感じておられたの

である。機会ある毎に私にいわれた。『保利君、兵

隊は義足を神棚にあげたり壁に掛けたりして拝んで
ゐるという話だが、あれだけはこの際大いに改善し

て根本的に革新してゆかねばならぬ事だ。ああいふ

ことをして松葉杖をついて歩いてゐるのは、畏いこ

とながら大御心に副ひ奉るゆゑんぢゃないのだ。こ

の弊風を一掃し・で義足をほんたうに生かす事、これ

が外ならぬ君の責任だ。』」というのである。たしか

に、当時のことが書かれた資料を読んだり、現存し

ている恩賜の義肢（巻末付録、義肢装具カラー写真

（１７）参照のこと）を見る範囲では、恩賜の義肢はあ

まり使用されていなかったようなのである。そし

て、使用しない言い訳として、たしかに「大御心に

副ひ奉るゆゑん」というような理由が言われていた

ようである〔日本義肢協会編（１９９２）『わが国の義肢装

具業界の歩み』社団法人日本義肢協会参照のこと〕。

だが、「田代先生」が言っているように、これはたし

かに本当の理由ではないのである。実際の理由は、

皇后から賜ったという（巻末付録、義肢装具カラー

写真（１６）参照のこと）恩賜の義肢そのものが、使用

するにはかなり無理のあるものだったからだと思わ

れるのである。だが、彼は、義肢をしないことの原

因を、「松葉杖に甘んじてしまふ」「気の弱さ」のせい

であるとして、「鬼と云はれて」も「訓練」させようと

考えたのである〔「」内、保利清（１９４３昭和１８年）『義肢

に血の通ふまで』汎洋社〕。

注５１：労働省労働災害研究課（１９８９）「筋電義手の実用

化に当たっての問題点、と対策に関する研究：昭和６３

年度報告」労働省

７９



注５２：保利清（１９４３昭和１８年）『義肢に血の通ふまで』汎

洋社。

注５３：「」内は、すべて荻原一羊（１９０４）『義手足の話』大

黒屋書舗より引用。鈴木祐一批判については、
ＰＰ．１５-１６、「心の持ち方と習慣」ということについて

は付録Ｐ．１に述べられている。）

注５４：鈴木祐一（１９０２）『義手足纂論』南江堂、Ｐ．３３０

注５５：習慣によっては解決しない問題に突き当たって
いたからこそ、彼は当時自分の義足を製作依頼して

いた靴製作者や鍛冶師、また当時日清戦争、日露戦

争において恩賜の義肢製作会社に指定されていた義

手足商店に、さまざまな研究上の成果を忠告、指導

したのであろう。またその後静岡の実家から上京

し、菊人形師の鈴木安義を登用して、自分の家の資

産を生かして出資し、日本義手足製造（株）を設立す

ることとなったのであろう。この日本義手足製造

（株）は、日中戦争時に、恩賜の義肢製作のための軍

御用達会社に指定されている。富士登山は、その頃

行われたのであるから、どちらかというとそのコ
マーシャル的要素が含まれたデモンストレーション

でもある。

注５６：門司順一（１９９２）「足の医学」『足は何のためにある
か』風人社Ｐ．８３

注５７：門司順一（１９９２）「足の医学」『足は何のためにある

か』風人社Ｐ．８２

注５８：渋谷典子｛１９！｝４）「義肢装具と『障害者』の諸相-

ドラマ『誕生・ぼくの左足』にみる、障害・義足・復

帰をめぐってー」：『社会研究』第２４号法政大学大

学院社会科学研究科社会学専攻委員会編集兼発行

Ｐ．１５５

注５９：「」内すべて、東江由起夫（１９９；３）「能動義手の問題

点」『日本義肢装具学会誌』第９巻特別号Ｐ．３６より引

用

注６０：「」内すべて、前掲書Ｐ．３６より引用

注６１：「」内すべて、前掲書Ｐ．３６より引用

注６２：「」内すべて、前掲書Ｐ．３６より引用

注６３：能動義手の手先部分に付けるものを「手先具」と
いい、手先具には種々の能動フックと、能勁ハンド

が用いられる。能動フックは２本の鈎が開閉してつ

８０

まみを行い、能動ハンドは外観が手、手指の形を

し、母指と示中指が対立位にあり、互いに開閉を行

うものである。

注６４：第２次世界大戦後に広く用いられるようになっ
た能動義手は、武智秀夫・明石謙（１９９１）『義肢』医学

書院Ｐ．４３の中でも、「指の機能をある程度再現する

よう試みられている。…（中略）・・・現在の義手では最

も多くの機能をもつが、やはり正常の手には程遠
い。」とされているのである。

注６５：義肢装具では、その思想的限界から、よくこう

して、「健常」の一部分の要素（「機能」と呼ばれる）を

追求した結果「形態」が伴わない、あるいは逆に「形

態」を追求した結果「機能」が伴わないということが

ある。だが、そうした義肢装具思想の限界からくる
「困難」は、「人間の手足のちがい」として語られてし

まうことが多いのである。とくに技術的に義手の場

合に、義足よりも「機能」と「形態」の兼ね合いがうま
くいかないという事情もあって、そのことが「人間

にとっての手のすばらしさ」という語られ方をする

のである。たとえば、武智秀夫・明石謙（１９９１）『義

肢』医学書院の「義手と義足のちがい」の項には、次

のように書かれている。「義手と義足は同じように

義肢といわれるが、義足は下肢の起立歩行という機

能の大部分を代償するが、義手は人間の手のある部

分しか再現してくれないことが理解できよう。手は

人類の文化遺産である芸術を創造し、文明としての

科学を作ってくれた。…つまり人間の手は私たちの

尊厳の象徴…そのほか手は感覚器としてものの形、

性質、温度を触知することができる。握手したとき

感情をさえ伝えることができる。今日の義手には

フィードバックのあるものも作られているが、人間

の手と比べると程遠いものである。〔武智秀夫・明

石謙（１９９１）「義手と義足のちがい」『義肢』医学書院〕
Ｐ．１３」〕」このようにして、義手と義足の違いを、手

と足の違いだとしてすり替えることで、足で歩くこ

とは「人間らしさ」としての二足歩行を象徴し、その

恩恵として手を自由に使うこと（二足歩行により自

由になった手）は「人間としての尊厳」を「象徴」する

のである。そして、「人間らしさ」とは、「二足歩行」



の身体であることが強調されることとなるのであ

る。また、「健常」の要素としての「機能」と「形態」と

の追求が、うまい具合に同時進行できた（「困難」「限

界点」を見えなく（語れなく）することができた）義足

の場合、ｌ‘１１１１１は義手よりも進歩している」と語られ

る。義足には起立歩行という「機能」を補うという意

味があるとされ、そのため、義手よりも義足は「進

んでいる」と語られるのである。インタビューにお

いてある義足使用者は、自分が義肢装具を使用する

ことについて、「義手は、飾りで済むから別にどう

でもいいけど、義足は歩くというどうしても必要な

機能があるから」使用するのだと語った。このよう

に、「進んだ義肢装具」が追求しているとされる「機

能」回復／再現という目的こそが、義肢装具の思想
の：正統性を語るものとされてしまうのである。まさ

にこれは、義肢装具思想が生み出した、「健常」とい

う価値再生産装置である。思想自体のほつれ目を、

再びその思想のなかに取り込み、さらにそれによっ

てその思想の根本たる「健常」という価値を強化し、

それを追求する義肢装具というものが「本質的に」
「欠損」者に必要なものなのであると、正当化するの

である。そうして、切断手術についても、手と足と

は差があると言われることとなるのである。日本の
・！；ｙＪ断者によって書かれた最古のものとしては、鈴木

祐一（１９０２明治３５年）の『義手足纂論』にはという書物

には、既にこの中に「足切るとも手断つべからず」と

題して切断手術についての項が設けられている。
「人生まれて内患外傷の焉め不幸にして病みたる、

足を切断せば之れに代用するの利器数多しと雖も若

し手を切ｌｔｌｉせぱ其の代用の利器誠に斟なし、将来必

ずや補手の利器尚ほ願はるゝならんかなれども現在

にあっては補足の利器頗る多し、今之を数ふれぱス

テッキ、人力車、馬車、汽車、汽船、鎌道馬車、自

縛車、乗馬、駕庖、川舟、筏並に槍等ある在りて人

若し我が家を立出れば貴下の足を補んと待居る器械
のみにあらずや、世は験々と進み行きｌｌ！汽球に登乗

して月の世界を見物し蹄途ロンドンの芝居を観て序

でにパリーの夜會に列し洋を飛越へ二-ヨークの停

車場へぞ下車し得る、或は浪のうねうねを自由自在

に歩行する器械の曼明あるやも知らず、世の文明と

諸共に不幸極まる義足者も待てば海路の日和とかや

末頼もしき浮世哉、左も去りながら義足をぱ外して

油断を篇す偶ま地震の起りなばソレと飛出す其の時

は逢に義手者の利益にて人の救助を仰ぐなく直ぐ飛

出だす便利あり、されど義手者は前に述べたる日常

補手の利器甚だ少なければ其の便不便執れぞや、畢

竟世の文明的の曼明は皆補足の利器と謂ふも敢て過

言にあらざるべし是を以て余は我田引水なるも足を

切るとも手を断つ可からずと云ふ所以なり」ここで

も、手と足とはもとより機能が違うのだとされ、武

智・明石（１９９１）『義肢』に書かれていたように、義手

がうまい具合にいかないのは、生身の人間の身体の

ほうで既に「機能」が違うせいだと言されるのであ

る。だが、すでにお分かりのとおり、これは逆向き

の思考である。すでに見てきたように、義手と義足

に違いが出てしまうのは、義肢装具の限界性によっ

てなのである（本来ならば、足を手と同様に使うこ

ともできるのだから）。それにもかかわらず、義肢

装具思想は、「五体満足」という「健常」身体；をＥｒ：ｉＩＥ統化
し、身体を規定していくのである。こうしたこと

が、リハビリテーションの際に、「切断者では、基

本的には義足での歩行が目標とされ、切断者の総合

的な運動能力の評価をもとに移動補助具（松葉杖や

車椅子など）との組合せが移動手段として選ばれる

〔門司順一（１９９２）「足の医学」『足は何のためにあるか』

風人社Ｐ．１３０〕」こととなっているのである。義足で

歩くことが最も望ましいこととされ、それに「敗北

した」者が、松葉杖を使うこととなり、それでもま

だ「松葉杖や義足を用いて機能的な歩行が出来ない

場合は、一般的に車椅子を用いる〔ヨシオセトグ

チ・ルースローゼンフェルダー（狛ＩＳ７）『小児切断と

１義肢』加倉井周一訳パシフィックサプライＰ．１７４）」こ

ととなっているのである。つまり、二足歩行が強調

され、使用の際座った状態となる車椅子は最後の手

段なのでありる。こうして、「健常」価値を軸にし

て、「健常者」に近いとされる者から「障害者」までの

序列化がなされてしまうのである。なお、鈴木祐一
は義足への期待を、他の乗物などと同様、発達する
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ことに寄せ、挙げ句の果てには、ＳＦ映圃のような

夢にまで至っている。これは、別の見方をすれば、

今使っている義足は不都合が多く、その分だけ希望

を現在にではなく未来へ移して抱いていた考えるこ

ともできるのではないだろうか。

注６６：リハビリテーションにおいては、義肢装具を使

用しない結果に終わった場合、それは「放棄」ではな

く、「あきらめ」として捉えられてしまうことに、注

目したい。上田敏（旧８３）『リハピリテーションを考え

る』青木書店Ｐ．２０７参照のこと。

誤植訂正

社会臨１；Ｋ雑誌第５巻１号３２ページ右９行目

＜誤＞・・・の身体不適合による苦痛

＜正＞・・・の身体との不適応による苦痛
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ボランティアを賃労働とするで、いいのだろうか
豊田正弘さんの「ボランティア活動に関する考察と提起」（『社会臨床雑誌』５巻２号）を読んで

『社会臨床雑誌』５巻２号に掲載された「ボランティ

ア活動に関する考察と提起」において、著者の豊田さ

んは、「ボランティアを賃労働として当たり前に位置

づけること」【３、ｐ．６８１を提起されています。

その求めるところは、ひとつには、ボランティア活

動の財源の確保です。

豊田さんは１９９５年１月に起こった「阪神大震災」、
←１９９７年１月に起こった「日本海沖重油流出事故」での政

府・地元行政の動きとボランティアの動きとを比較し
つつ論じながら、縦割り行政の仕組みに固執して事態

に即応できず、また、被災者の救援を第一に考えない

政府・行政に対して深く絶望を感じられたようです。
「日本という国家はこの災害に対して無力であった」【３、

ｐ．６５１のです。
一方、被災者自身は、国や行政が当てにできないこ

とを痛感して自ら行動を起こし始めます。そしてそれ

に統いて、被災地からの報道に「いたたまれなくなっ

て．ｊ【３、ｐ．６５１行動を開始したボランティア達がいまし

た。

豊田さんは、「阪神大震災」とそれに続く「日本海沖

重油流出事故」におけるボランティアの活動に関する

考察から、「社会的『弱者』が現在おかれている状況を

考慮すれば、わたしはこの活動のもつさらなる意義を

看過し得ない。」、「できうれぱその積極的意義が損な

われることなく社会に根づき、「弱者」が放置されがち

なこの状況を変革する原動力となることを希わずには

おれない。…（中略）…この活動が様々な方向から論じ

られ、検証され、活動の実際に反映されていくことは

重要である。これを一時的な流行に終わらせないため

にも、である。．ｊ１３、ｐ．６４１と語っています。

ボランティア活動を賃労働として組織して財源を保

障し、活動の安定と継続を確保しようというのが豊田

林 延 哉

さんの提起です。

緊急時に適切な対応が出来ない（が大きな金額を動

かすことが可能な）国家や自治体にある資金を、そう

した場合に即座に適切な対応を行っている（が財政面

ではまったく保障がない）ボランティアに対して公的

予算を計上することで、資金を有効に利用し、ボラン

ティア活動の継続性を確保し、ひいてはボランティア

活動が文化として根づいていくことを願う、というこ

とです。

豊田さんの「ボランティアを賃労働に」という提案に

は、もうひとつの含意があります。それは、「ボラン

ティア活動を善意の活勁としないこと」です。

これは、ボランティア？ｉ！１動がボランティア個々人の

善意に基づく資金によって維持されている限り、安定
して継続可能な活動は望めないという意味もありま

す。と同時に、善意に基づくボランティア活動が、ボ

ランティアをする側とされる側との間の階層関係を生

み出しつづけてしまうことを越えようとする意味も

持っています。

私は、゛多くの部分で共感しつつ、けれども「ボラン

ティアを当り前の賃労働として位置づける」という部

分にいささかの疑問を感じながら、豊田さんの文章を

読みました。

疑問を感じたといっても、「ボランティアは無償の

奉仕活勁であるからこそ意義がある」とかそれに類す
るような「定義」に共感して、ボランティア活動の賃労

働化を疑問に思ったのではありません。ボランティア

活動を「善意」に基づく活動ではなくしたい、というこ

とにも私は共感を感じます。

私の感じた疑問は、ひとつには「賃労働化すると

は、もう少し具体的に言うと、どのような形態をとる
ことを言うのだろうか」という「純粋な」疑問でした。
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そして、賃労働化の具体的な姿を勝手に思い描いた上

で、「それが本当に豊田さんが望むような方向へ進む

だろうか」という疑問でした。
いまひとつ感じた疑問は、「ボランティア活動を行

う根拠を賃金に求めることでいいのだろうか」、とい

うことでした。勿論、その根拠を「善意」や「奉仕の精

神」に求めようとは思いません。しかし、そうしない

ために、ボランティアの根拠を賃金に求め、それに

よって、ボランティア活動が「当たり前」の活動と認識

されるとしていいのだろうか、という疑問でした。

私は、ここで、この疑問の内容をもう少し確かめて

みたいと思います。

ボランティア活動が持つ意義と継続の必要性

豊田さんは、阪神大震災以降のボランティアの活動

を見て、その行動力に圧倒され、社会的「弱者」の置か

れている状況に対する、ボランティア活動の持つ意義

を見過ごすことはできないと語ります。そして、ボラ

ンティア活動が、その意義が損なわれることなく社会

に根づき、「弱者」が放置されがちな状況を変革する原

動力になることを願います１３、ｐ．６４】。

勿論、豊田さんは、「資本主義的生産関係の連鎖構

造自体に、終止符が打たれることがない限り、『強者』

と『弱者』からなる序列構造およびその相互の対峙関係

は解決されることのない命題として、社会に課せられ

統けることになるであろうＪ１３４）。６４１と認識されていま

す。そう分かりつつも、豊田さんは、今現に存在する

社会的「弱者」の放置という状況をいくらかでも変革し

ていく力としてボランティア活動に期待をかけている
のです。

豊田さんが、このようにボランティア活動に期待を

かける（かけざるを得ない）理由のひとつは、阪神大震

災、そして日本海沖重油流出事故の際の政府や地元自

治体行政の無力さと、それを補って余りある震災ボラ

文にあたっていただくとして、要するに、阪神大震災
の折り、国土や国民の保全・安全を守ることが本分で

あるはずの国や地元自治体行政は、事態の発生当初か

ら対応が遅れ、時間が経ってもその状況は変わること

なく、あるいは政治家は保身にのみ汲々として、被災

地・被災者の復興に関して今なお十分には力を尽くし

ていない、その上、２年後の日本海沖事故の際も、阪

神大震災の際の教訓が何も活かされていなかった、と
いうことです。

そのような状況の中で、誰が実際の救援や復興に力

を尽くしているかといえばそれは、被災者自身と、ボ

ランティア達だったということです。

また、日本海沖事故の際には、ボランティアの活動

が、行政・企業・ＮＰＯが共同して行う「重油災害ボラ

ンティアセンター」プロジェクトにまで発展し、豊田

さんはこれに、「これからのボランティアの可能性を

切り開くもの」として注目しています。

このような重要な意義を担うボランティア活動は、

しかし、実際にはボランティア個々人の経済的負担に

依存しており、その結果、継続性を持った活勁を行っ

ていくことが困難なのが現実です。
一方、例えば、震災直後は人命救助を最大（Ｚ）課題と

したボランティア活動は、時が経つにつれて被災者の

生活再建を課題とするものへと移っています。活動

は、なおー層の継統的な関わりを求められるように

なっているのです。

ボランティア側は、ボランティアを組織することで

継続性を生み出し、ある程度の対処をしています。し

かし、財政基盤が不安定なままの組織が、十分な継続

性を発揮するのは、やはり非常な困難があるであろう

ことは予想できます。

Ｆボランティアを賃労働として当たり前に位置づけ」

たいという提起の生まれてくる理由がここにあるのだ

と思います。

ンティア、災害ボランティアの活動を目の当たりにしボランティアを賃労働として財政の安定化をはかる

て の こ と で す 。 と す る と ど の よ う な 形 態 に な る の か

豊田さんは、政府や行政の対応の遅れや不誠実な態

度をいくつも具体的に挙げられていますが、それは本ボランティア活動が、ボランティア個々人の経済的
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基盤に左右されてしまっては、継続性など望むべくも

ありません。ボランティア活動に継続性を持たせるた

めには、ボランティア活動を行う主体に対する経済的

な何らかの手だてが必要です。

豊田さんは、「ボランティアを賃労働として位置づ

け」財政上の安定をはかる具体的な方法としては、「公

的な予算が計上されること．ｊ【３、１】。６９１を考えておられる

ようです。

活動を維持する財力を持ちつつ何ら役に立とうとし

な１、ゝｉ！ＳＣ府や行政から、行動力はあるが財源が確保でき

ず継続性に不安を抱えているボランティア活動へと公

的資金を移動させようということです。

元をただせぱ私達一人ひとりが出した血税が、必要

とされる活動に使われることは、望ましいことです。

ここか・Ｅ、は私の勝手な想像ですが、これは、具体的

に言えばまず、継続的な活動を行っているボランティ

ア団体には、その活動を維持するのに必要な金額が、

国家予算なり自治体予算なりから継続的に支払われる

ということになるのだと思います。金額は、雀の涙ほ

どの「補助金」ではなく、活動を安定じ’！：：’継続できるだ

け十分なものとする必要があります。ただ、公金が使

われることになれば、いずれどのような形にしろ、対

象となる団体の「認定」という問題が出てくるでしょ

う。この「認定」が適切に行われるような仕組みを作ら

なければ、結局は、無駄金が使われ、一部の人間が肥

え太るということになりかねません。恐らく「監査」と

いうことも問題とされることになるはずです。-言で

いえば、必要な活動、必要な団体、を誰がどのように

「評価」するのか、ということが問題となってくるで

しょう。

税金が使われるとすれば、このような「‘評価」をまぬ

がれることはまず無理だし、あちこちの福祉施設での

暴力や横領がしばしば報道されるような現状では、
「評価なし」が望ましいこととばかりも言えません。し

かし、誰がチェックし、誰が判断するのか、どのよう

な方法で評価するのか、これが問題となってきます。

阪神大震災のような突発的な事態に対処する活動を

行う団体の場合には、この「認定」の問題はなおさら重

要になってくるでしょう。日常的な「障害者」の介助を

行っているような、「認定」されようがされまいが、そ

れまでも活動を続けてきており、これからも続けてい

く「常設」のボランティア団体と：は違い、緊急時におけ

るボランティア活動は、事態の発生によって組織さ

れ、事態の変遷に従って次々と活動の性格・内容を変

化させていく必要があります。勿論、刻一刻を争うよ

うな事態ですから、悠長に時間をかけて「認定」してい

るような暇はありません。そのような活動を担う団体

に対して、即時に適切な資金の手当てをする方法が必

要となってきます。自治体や国家がそのような事態に

適切に対応する制度を持っていなけれぱならないとい

うことです。

豊田さんは、重油流出事故の際に、行政・企業・

ＮＰＯの三者によって共同で設立・運営された「重油災

害ボランティアセンター」のような共同プロジェクト
に、今後のボランティア活動の可能性を見ているよう

です。

行政が、緊急事態に対応するプロジェクトを民間と

ともに緊急に組織したり、民間が組織するプロジェク

トに参加することをただちに判断できるだけの裁量を

持たされているようになることは、重要なことだと思

います。行政の参加によって、そこにある資金・資源

が投入可能となるからです。

このようないくつかの問題が、それなりの方法で解

決されて、ボランティア活動を担う主体に財源が確保

されれば、活動は安定じ１：’継続的に行えるようになる

でしょう。

豊田さんが提起するボランティアの賃労働化という
ことは、このようにして財源を確保したボランティア

団体が継続的な活動を行い、個々のボランティアはそ

の団体から賃金を貰って活動を行うということになる

のだと思います。

例えば、災害等が発生した場合、救助や復興に参画

する臨時の非営利団体が設立され、そこに公的資金が

投入され、そこが労働者を雇用することで、目的の活

動を行うことになります。

あるいは、日常的に障害者の介助を行うようなボラ
ンティアの場合、介助ボランティアのコーディネート

を行う団体が設置され、そこが予算をもらい、賃金を
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払うことでボランティアを雇い、利用者のところへ派

遣するような形になるでしょう（これは、つきつめれ

ば、介助を必要としてい・る障害者に現金が支給され、

その金で介助者を雇用するという形態になるでしょう

が、ここでは一応「団体」ということで考えておきま

す）。
一方、個々のボランティアにとって、それが「賃労

働」となるかどうかは、十分な賃金が支払われるかど

うかにかかってきます。
「謝金」程度のものであれば、結局は「金が目当て

じゃないから」ということになり、「賃労働」としての

ｌ認識は生まれません。少なくとも法的に定められた最

低賃金や、常識的なアルバイトの時給・日給程度の金

額が支払われる必要があると思います。そうしてはじ

めて、「当たり前の賃労働」として認識されるのではな
いかと思います。

う疑問は湧きます。

先程来、活動への資金提供は公的資金によることを

第一とすることを頭において、考えてきました。税金

が利用されるということは、結局のところ、社会保障

がその拠出の根拠になっていることになります。上記

のような人への介助は、社会保障としてまかなわれる

べきである、ということです。

このことに私は異論はないのですが、その一方で、

介助を行う個々人の意識の上では、「介助は金が貰え

るから行うこと」、として位置づけることでいいの

か、という疑問が浮かんできます。

確かに、全体としては社会保障として相互扶助的に

成立しつつ、個々の場面では、賃金を根拠とした労働

として行われている、という形態は、望ましいことな

のかもしれません。少なくとも、ある程度は安定した

介助が供給されるようになるのではないかと思いま

す。「ボランティア」という概念も次第になくなってい

ボランティア活動の根拠を「善意」にしないためにくはずです。

ところで、現実には、今現在でも既に、ある程度の

豊田さんは、ボランティアが「善意」を根拠に行なわ

れることの問題点を指摘しています。
「善意」に基づいている限り、経済的基盤は安定しな

い、という指摘もそのひとつです。

しかし、問題はそれだけではありません。豊田さん

は、ボランティアが「奉仕」や「善意」で行われる限り、

ボランティアとその対象者との間瓢対等な関係は生ま

れないと指摘しています【３、ｐ．６９１．だから、豊田さん

は、ボランティアを賃労働として当たり前に位置づけ

たいと提起するのです。つまり、言い換えれば、ボラ

ンティア活動を行う根拠を「奉仕」や『善意』に置くので

はなく、他の多くの労働がそうであるように「金」が目

当ての活動、賃金を得るための活動として位置づけよ

うというのです。ボランティア活動が「賃金」を目当て

に行う活動となれば、それは他の多くの労働と同様に
「当たり前」の活勁として認識されるだろう、というこ

とです。

けれども、例えば、介助を受けなければ日常の生活
を維持できない障害者の介助を、「金が貰えるからや

る」労働として位置づけていって本当にいいのかとい

８６

社会保障に基づく介助は提供されていますぶしかし、
それが十分ではない、そこにボランティアが活勁する

余地があり統けています。結局のところ、ボランティ

アを賃労働として当たり前に位置づける、ということ

の内容は、実は社会保障の十分な現実化、ということ

となります。社会保障の制度が十分に整備されるま

で、ボランティアは賃労働となることはなく、制度が

不十分な間はボランティアの活動する余地がある、と

いうことです。

ここに、ボランティアの本質的特徴のひとつであ

る、社会保障制度の不備の補完ということが見えてき

ます。

ところで、ここまでの話は、賃金の根拠となる資金

が公的に支出されることを前提にしてきました。これ

が、当事者負担となるとなれば、話はまったく違いま

す。

介助ボランティアのための賃金を介助を受ける人が

支払うとなれば、これは、ただちに貧富の差による介

助の質量の差を生み出すことは間違いなく、「弱者」が

放置される社会を助長していくことは、まちがいない



と思います。

社会保障の不備を補完するボランティア

ボランティアが、社会保陣の不備を補い、その結

果、制度の充実を切実なものとせずに済ませているこ

とは事実だと思います。

例えば、多くの福祉施設でボランティアが「必要」と

されています。余力としてではなく、必要な存在とし

て求められています。施設が利用者に対して提供する

サービスが、施設の擁する労働力だけではまかなえな
いからです。本来ならば、労働力を増やす必要があり

ます。しかし、それだけの収入がないために、無給労

働力としてのボランティアに頼らざるを得なくなって

いるのです。ボランティアは、施設の活動を支えてい

ますが、施設をそのような状態に置き統けている福祉

制度の現状維持にも寄与しているのです。

これは、ボランティアが持たされている現実の機能

だと思います。私は、この点に関して、ボランティア

活動の存在には否定的です。ボランティアが、無給の

労働力として、現状の維持にのみ寄与するようであれ

ば、ボランティア活動は望ましいものではないと思い

ます。

（原理的には事態はこうなっているのだ、というこ

とを言っているのであって、個々のボランティアや活

動を否定しようとしているのではないことを、一応断
わっておきます。と同時に、単なる「現状の維持」では

ないボランティア？ｉ！ｉ動が存在するのは事実だし、そこ

にこそ期待したいという思いを述べていきたいと考え

ています。）

ボランティア活動の根拠としての「当事者性」

私は、ボランティア活動を行う根拠として、「善意」

も「賃金」でもないものを持ってくる必要があるのでは

ないかと思います。そして、それは既に豊田さんの論

文にも現れている「当事者性」ではないかと思います。

必要なのは、当事者性に基づくボランティア活動を
「当たり前」の活動と認識するための回路であり、それ

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

は言い換えれば、それを「当たり前」と認識する社会へ

と状況を変革することであり、そのことによって「ボ

ランティア」という「言葉」の存在を無化することで

す。

内山節さんは『自然と人間の哲学』川の中で、彼がし

ばしば訪れた山村の村人が使う「稼ぎ」と「仕事」という

言葉の使い訳を紹介しています。
「稼ぎ」は「賃労働に出かける、あるいはお金のため

に労働すること」を意味し、村人にとっては、「決して

人間的な仕事を意味して」おらず「あくまでもお金のた

めにする仕事であり、もししないですむのならその方

がいい仕事」を意味していますｌｌ．ｐ．１２１．
一方「仕事」とは、「人間的な営み」で、「山の木を育

てる仕事、山の作業道を修理する仕事、畑の作物を育

てる仕事、自分の手で家や橋を修理する仕事、そして

寄合いに行ったり祭りの準備に行く仕事、即ち山村に

暮す以上おこなわなければ自然や村や暮しが壊れてし

まうような諸々の行為」を意味しています１１、ｐ．１２１．
「理想的にいえば、村人は『仕事』をして、その結果

生活もうまくいくことを望んでいる。しかし現実には

そうはいかない。賃労働に出て貨幣を得なければ山村

の生活はなりたたないのである。そこから生まれたた

くみな使い分け、それが『稼ぎ』と『仕事』であった。」

と内山さんは言います【１、ｐ．１３１．

この「稼ぎ」と「仕事」の使い分けは、「同じ労働」を行

う場合にも適用されるといいます。例えば、営林署の

下請仕事の下枝刈りは「稼ぎ」であって「仕事」ではない

のだそうです。それは、下請仕事が営林署の計画に

従って作業するだけで、労働の主体性が村人の側にな
いためだと内山さんは説明します【１、ｐ．１４１．「稼ぎ」と
「仕事」の使い分けは、「他人仕事」と「自分仕事」と表現

される場合もあるのだそうで、この場合「他人仕事」は
「他人の下で働くこと（他人の為に働く意ではない）＝

賃労働」、「自分仕事」は「自分が労働の精神的力能を

持っている仕事」を表していると言います【１、ｐ．１４１．

内山さんは、この「稼ぎ」と「仕事」の使い訳を、「仕

事＝人間が生きていく上で必要なものをつくりだして
いく諸々の行為＝使用価値をつくり出す労働＝広義の

労働」、「稼ぎ＝自らの労働力を商品として売る行為＝
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貨幣のための労働＝狭義の労働」と言い換えています

【１、ｐ．１５１。
私達の暮しは、山村においてかつて「仕事」とされて

いた労働-それは、しばしば共同的な労働でした
ーを、公的な機関や民間企業に委譲することで、

「稼ぎ」に専念するためのシステムを作り上げてきたと

言えると思います。道の整備や橘の補修といった公共

財の設置・保守は、金を出し合うことでそれを専門に

担う機関を作ってそこに担わせています。生活に必要

な様々な「仕事」も、一部は国や地方自治体に任せ、不

十分な部分は、金銭と交換でその部分のサービスを提

供する営利企業に代行してもらっています。私達の暮

しの特徴は、この委譲部分が際限なく肥大し、金さえ

あれば、暮しのほとんどをそのようなシステムに任せ

て暮すことができるようになっているということで

す。そして、私達は、それゆえにこそなおさら、「仕

事」をシステムに預けて「稼ぎ」へと専念していかなけ
ればならないという循環に陥っています。

内山さんによれば、１９７０年代から１９８０年代にかけて

日本の山村が大きく変化していったそうです。「仕事」

と「稼ぎ」の地位が逆転し、「仕事」は「暇仕事」と呼ばれ

るようになっていったといいます。内山さんは、「こ
の変化のなかで、ある意味では戦後日本の高度成長か

らとり残されてきた山村の社会は、それ故に守ってき

た使用価値優先の社会を崩壊させ、急速に資本制社会

の最前線に接近していったのである。村人の精神、人

と人の結びつき、山村社会の構造、その金銭感覚、…

（中略）・・・、ありとあらゆるものが資本制社会のなかで

成熟した合理主義の浸透を受けていった」【Ｌｐ．１６１と語

ります。これは、言い換えれば、豊田さんが言うとこ

ろの、終止符が打たれるべき「資本主義的生産関係の

連鎖構造．ｊ□、ｐ．６４１へと山村が取り込まれていったとい

うことだと思います。

さて、既にお気付きの通り、私は、ボランティア活

動の根拠を「賃労働」すなわち「稼ぎ」に置くのではな

く、「仕事」に置くことができないか、と考えているの

です。

おそらく、資本制社会が十分に発達する前の山村で

は、村人が生活を維持していくのに必要な様々なこと
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が、当然のこととして、即ち「仕事」として村人間で共

有されていたのだと思います。人が生きていくのに必

要な村という単位、村人という共同生活者と共に自分
の暮しも存在し、それら全てを維持するための様々な

活動が「仕事」として共同的に営まれていたのだと考え

られます。村人にとって村のそのような「仕事」は、当

事者としての自分が担って当然の仕事として存在して
います。

これをここでは、共同的存在としての人間の生活様

式における当事者性、とでも表現しておきたいと思い

ます。村というような生活集団を形成しなければ生き

ていくことが出来ない人間の生活様式があり、そこに

帰属しているという当事者性です。そこは、自分とい

う個人が生きている場所であると同時に、自分と他の

人々とを生かし合っている場所であり、自分は個人で

あると同時にその一部であるという二面性を持ってい

ます。

にこでの「労働＝仕事」の在り方は、先に引いた「自

分仕事」にも該当するわけですが、ここで留意してお

きたいのは、「自分仕事」ということの性格です。「他

人に命じられて働く仕事」に対して「自分仕事」という

使い訳をおこなうわけですが、この「自分仕事」は、単

なる「自分が主体的に行う労働」というわけではありま

せん。確かに、自分がその労働を支配し責任を負って

いるわけですが、その一方で、その自分とは、あくま

で共同体の一員としての自分でもあり、その労働は、

単純に「自分がやりたいからやる（＝やりたくなくなっ

たら止める）」というような労働ではありません。

単純に「自発的な労働」「自主的な労働」というふうに
「自分仕事」を捉えることは誤りだと思います。自発性

と必然性、自主性と強制というような対立が、そのよ

うな対立として簡単に図式化出来ない動的な連関とし

てその個人の上に具体化していているのです。そのよ

うな連関に基づく労働を担う者を当事者と呼ぶと言っ

てもいいと思います。）

生活を支えるための共同性が、商品として貨幣と交

換に提供されるサービスによって取って換わられ、そ
のために「稼ぎ」が必要になっているのが私達の日常で

す。私達の日々の暮しの中では、「仕事」は商品にとっ



て代わられているのです。

「『弱者』が『弱者』として生産。」１３、ｐ．６４１され続ける社

会、「弱者」と「強者」の序列構造が明確に固定して存在

している社会を変革し、「弱者」と「強者」という関係を

相対化していくためには、共同的存在としての人間と
いう認識が必要だと思います。

ある特定の人間の暮しが「弱者」としてその個人の能

力に還元されていく社会ではなく、ある人間が「弱者」

と呼ばれるような生活を送っているということは、実

は彼の暮らす社会によってそのような生活を送るよう

にし向けられているということだという認識です。そ

れを解決するのは、やはり彼の暮す社会を構成してい

る人々の共同性によっていくのだ、ということです。

竹内章郎さんは、『「弱者」の哲学』【２１の中で「能力の

共同性」という提起をされていますが、「弱者」という
「個人的能力に起因する」と私達が考えさせられている

存在は、実は共同的に私達自身が生み出した存在だ、

と考えれば、「弱者」という存在を生み出し、維持し続

けている私達自身が、私達自身に対して働きかけてい

くことによって、’その事態を変革しようとすることは

当然のこととなっていくと思います。共同的に生き

合っている存在ならば、共同体の成員の誰もが共同体

の一員でありかつ個人で有り得るように生きられるた

めに必要な活動は「仕事」として行うのが当然です。
「弱者」を生み出す社会を、その社会の構成員である

当事者が「仕事」によって改変していくことは当然のこ

とと考えられます。この「当然の活動」である「仕事」

が、「稼ぎ」を当然とする現代においては、「ボラン

ティア」という一種の歪んだ形で現れてきた、という

ことだと思うのです。
「稼ぎ」が当たり前の社会では、「仕事」は「暇仕事」で

あり、「ボランティア」も、暇やゆとりのある人であっ

て始めてできる行為となっています。あるいは、共同

性の部分から遠ざかり統け、「稼ぎ」という個人の能力

を競う社会で長く生き統けている人々に、一瞬の共同

性を体験させることで、「稼ぎ」の世界で疲れ、傷つい

た心を慰め、癒すリクリエーションやカウンセリング

的活動となってしまっています。

（そのうえ、ボランティア活動を賃金に参入される

評価対象の一部として組み込もうとする動きもありま

す。例えば、ボランティア活動への参加が、学校や企

業の中で肯定的な評価を得る活動とされるということ

は、結果的にそれが「稼ぎ」高につながるということ

で、「賃労働」の一部として組み込もうとしているのだ

と考えられます。このことは、現実的には「稼ぎ」とは

なりえないボランティアという活動の「仕事」的側面
-それは、現状を改革しようとするベクトルも含む

ものですーを弱め、「稼ぎ」によって成り立っている

体制の中に組み込む為に寄与していくと思われま

す。）

私は、人間生活の共同性における当事者性を根拠と

する活動として「ボランティア」を捉えてみたいと思い

ます。

すると、その途端「ボランティア」という「自発性に

基づく」という意を含んだ言葉はそぐわなくなりま

す。やってもやらなくてもいい行為を、「善意」や「奉

仕」の精神に基づいて「自発的」にやるわけではないか

らです。当人には、「当事者性」という意識があり、当

事者である限り「当然の」活動を共同的に担っているだ

けだからです。

それゆえ、その活動は、賃労働でもありません。共

同的存在性を、金銭の流通に基づくシステムに委譲し

て、個人的な生活を無人称的なシステムに囲まれて維

持させていくのが現代の私達の暮す社会です。この生

活スタイルに異を唱えることこそが、「人間生活の共

同性」を起点とするということです。つまり、社会を

共同的な人間の暮らす場所として捉え返すことです。

このこと；を・起点とせずに「ボランティア」活動の根拠を

求めようとすると、どうしても「善意」「奉仕」あるいは
「賃金」といったことを根拠とせざるをえなくなるので

はないかと思うのです。

当事者とは誰か

ところで、人間は共同的な存在で、その意味では当

事者なのだ、ということをボランティア活動の根拠と
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すると言いましたが、では、この「当事者」とはどのよ

うな意味を持つのでしょうか。

人間生活の共同性、と言っても、極端な話をすれ

ば、全地球の人間皆、ということになり、隣町の出来

事も地球の裏側の出来事も、いずれも同じ、というこ

とも言おうと思えば言えるでしょう。しかし、これで

は、「共同的存在」と言っても、結局何も言っていない

のと同じになってしまうように思います。果たして、

当事者とは誰なのか、あるいは、「共同性の範囲」はど

のようにして決められるのでしょうか。

豊田さんは、重油流出事故の海岸に奈良県からかけ
つけたボランティアの「子供に海をみせなけれぱいけ

ない」という言葉に、海のない地域に住む彼にとって

の日本海の当事者性を指摘しています【３、ｐ．６７１。

私達の多くは、既に「村」というような形態を前提と

して暮してはいません。一方で、マスコミなどの情報

流通の拡大によってあらゆる地域の情報が流入してき

ます。よく言われるように、自分の町で起きているこ

とよりも、地球の裏側で起きていることの方が、人に
「当事者性」を感じさせることもしばしばあるのです。

「当事者」の基準を物理的な空間の範囲や時間の継続

に限定する必要は、確かになくなってきていると思わ

れます。その海岸で代々生きてきて、今もそこで生計

を立てている人だけが「当事者」だとは言えないという

ことです。例え、地球の裏側で起こっている飢餓で

あっても、それに私達は関与していないなどとは言え

ないのが現代です。

その事態を生み出している構造と自分との関係、そ
の構造の中での自分の位置に関する認識が、当事者性

の意識を生むということが言えると思います。

それは、例えば、重油流出事故で言うならば、重油

というものが海上を運搬されているという現実が問題

であり、重油に依存しなければ維持できない社会とい

うことを問い返した時、その恩恵を嫌という程受けて

いる自分があり、その事故を引き起こした当事者の一

人として、海岸の復旧に尽力することを当然と考えさ

せる、というふうになるのではないかと思います。そ

して、その認識は、この活動に参加することで、活勁

９０

から帰った後の彼の生活において、重油に依存する生

活スタイルを少しでも改変しようとすることへと繋

がっていくことになると思います（でなければ、活動
への参加の根拠は、・実は、「善意」や「奉仕」に基づく
「任意」のものだったということになりかねません。

「自分の子供にきれいな海を見せたい」という言葉も、

海を汚さざるを得ない社会に生活している自分の生活

スタイルを問い返すことがなければ、自分の子供にだ

けはきれいな海を見せてやりたい、という「身勝手」な

言葉となってしまいかねないのではないでしょう

か）。

また、現実の自分の暮しにおける人と人とのつなが

りが、おのずと「当事者」である範囲を定めていく、と
いうこともあると思います。やはり、遠いどこかの土

地の学校で起きていることよりも、自分や自分の子供

が通っている学校で起きている事態に対しての方が、

当事者であると感じやすいし、見ず知らずのタレント
の身の上に起きたことよりも、自分の友人に起きた出

来事の方に、強く自分との関係を感じると思います。

逆に、自分のすぐ足下で起きている事態に対して知ら

ん顔しながら、はるかかなたの場所で起きてる事態

に、「自分も当事者だ」等という顔で関わろうとする人

は、やはりうさん臭く思えます。現実の暮しの中のつ

ながり、というものも、当然ですが「当事者性」を決め

る大きな要因だと思います。

自分の暮しの中のつながりや、ある事態を生み出し

ている構造と自分との関係に関する認識が、特定の事

態や状況に対する当事者性の意識の度合いを定めてい
くし、自分がまず何をすべきなのか、ということも示

すのではないか、と思います。
いずれにせよ、「当事者性」というものは、「あるか

ないか」ではなく「度合い」によって考えられるものな

のだろうと思います。

最後に

豊田さんの「ボランティア活動に関する考察と提起」



に触発されて、ボランティアについて自分の思うこと

を述べてきました。

ボランティアを、「賃労働（＝「稼ぎ」）」としｔではな

く、「仕事」として位置づけること、言い換えれば、共

同的存在としての人間の生活様式における当事者性に

ボランティア活動の根拠を置くこと（そのことで「ボラ

ンティア」という言葉自体も意味を失う）を提起してみ

ました。その方が、より一層、豊田さんの意図にも添

うのではないか、と思っているのですが、どうでしょ

うか。読者の皆様の御意見をお聞かせ下さい。
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〈“ここの場所”から〉

身近に起こった医療過誤事件

１９９４年６月のある日、以前「おおきな木」の親の会に

何度か参加されていた義妹さんと一緒に相談に来られ
たのが○さんとのはじめての出会い。息子さんが定時

制高校を卒業後就職を拒否して閉じこもり数年が経っ

ていて、不潔恐怖や無理なことを言う状態が多くなっ

ていて困っているということだった。

２度ほど居場所や自宅に来られた後しばらく音沙汰

がなく気になっていたところへ届いた突然の計報に驚

き、お通夜にかけつけ、息子さんが入院して約５０日後

の、１１月６日に亡くなるまでの経過の詳細をこの夜は

じめて知った。しかも入院先は地元のＡ精神病院で主

治医カＩＹ医師だったことを知りさらに愕然としたもの

です。

フリースペース「おおきな木」を開設して丸３年経っ

た１９９３年３月、民間の活動に関心をもった保健所から

思春期保健事業連絡会議に呼んでいただいた際、隣合

わせたのがＹ医師だった。保健所の職員、児童相談

所、警察の少年相談員、市教委の指導主事などの肩書

のある方々がそれぞれの立場で思春期保健についての

取り粗みを語り、連携しましょうというのが保健所の

ねらいのようだった。私は当事者の思い、願いを伝え

るチャンスだと居場所と親の会の活動について話した

が、Ｙ医師は「登校拒否は病気じゃないなんて論ずる人

がいるがとんでもない。登校拒否は病気だ。精神病は

遺伝だ。親の会？素人に何が分かる」。おまけに「エ

イズは性病だろ」。この時期保健所ではエイズ予防緊

急対策事業に積極的になっていた。Ｙ医師の言葉に一
瞬しらけた空気が漂ったと感じた中で、Ｙ医師は助言

者という立場でここにいるらしいと私はのんきにも気
づいたのだった。
「登校拒否は病気じゃない」という言い方も使いよう

９２

島内知子（おおきな木）

によっては新たな差別を意味するから説明が必要だ

が、Ｙ医師の言う「登校拒否は病気だ」の断言は狭量で

独善的なひびきをもっていた。同時に偉そうな態度に
ありがちな内容のなさに専門家の一面を見た気がした

のを覚えている。

居場所の活動を始めてから入ってくるようになった

情報や不登校の親の会のネットワークなどの中でとり
ざたされる事柄には、医療機関や治療施設とのかかわ

りで「薬漬けでひどいめにあっている」「薬に対する依

存から抜けられない」「屈辱的で傷ついた」「親子関係が

悪化してしまった」「市大病院は要注意」などの話題が

多く、あまり良い話は聞かれず考えさせられる事が多

かった。「精神病院の閉鎖病棟に入院させられ人権侵

害を受け、親や医者を許せない」という若いひとにも

何人か出会った。Ｙ医師から伝わってくるものはその

ような情報を証明する役目も果した。以後、おおきな

木は「医療機関や治療施設などとのかかわりは慎重に」

という立場をとってきている。

お通夜の日の○さん夫妻の嘆きや怒りに接し、私は

この事件の１ヵ月前に発足した神奈川精神医療人権セ

ンターの資料と発起人のひとりである広瀬隆士さんを

紹介した。そして訴訟（民事）につながった。

訴訟に至った簡単な経緯を記すと、１９９４年６月末保

健所の精神保健相談に行き嘱託医として出向していた

同医師に出会ったのがきっかけで同７月１日ご両親でＡ

精神病院へ。

Ｙ医師の陳述書にはつぎのように記されている。
「平成６年７月１日、両親の２人だけがＡ病院外来に来

院しました。初診時に記入する用紙の『病院にいらし

た理由』の欄には母親の宇で『保健所より来院するよう

にとのことで本人は来られません。両親で来院しまし

た』とあります。一読すると、あたかも来院を保健所



で“命じだかのように読めます。しかし、私の意見を

受け容れたとはいえ、何年も悩み、困り果てて両親

揃って決心せざるを得なかっだ自発的”受診であった
…」。

そして、本人の受診はないまま向精神薬などの処方

がなされ、同月下旬には改善も変化もないということ

で増量された。８月の初め、左腕のこわばりを訴えて

初めて本人が受診。数回の通院治療でも諸症状が緩和

しないということで、９月１４日医療保護入院となっ

た。そして約５０日後の１１月６日、具合が悪くなり倒れ

たのを他の患者さんが見つけ、救急車で転送された先

の病院で同日夜急死。死因は「便秘による嘔吐！１１！１誤嘔」

ということだったのです。入院以来１度も面会できな

かったご両親にとっては「どうして！」の思いを強く持

たれたのは当然のことと思う。

公判での尋問に答えて、Ｙ医師は初診時本人の発育

歴や両親の訴えなどから「癩病性、或は脳器質性精神

障害」の一症侯と判断したと述べた。その根拠は２０年

余りの延べ７、０００人に及ぶ、市大病院小児精神神経科

診療の経験から得た結論であり、治療での向精神薬大

量投与は必要だったという。

本人を診る以前の診断、投薬、増量ということに

ぞっとするような疑問を感じたのは私だけだろうか。

陳述は「不機嫌発作は癩病性で脳に原因があり、不

潔恐怖症や暴力行為は病的で、本人がいやがっても精

神科治療が必要」「母親への病的過干渉を伴った、長期

にわたる不機嫌発作と脅迫症状は重症」「暴力を恐れる

家族が本人の言うなりになり、この甘やかしが更に本

人を我がままにし、悪循環が日常化…」などの表現が

続き、「状態の悪化は薬の効果がなくてもともと持っ

ている疾病が出たもので諸症状は脳障害による」と決
めつけている。

聞いていて気が重くなった。障害のあるなしの話で

はない。障害があろうとなかろうと人間（患者さん）に

対してどうしてこんなものの見方しかしないのだろう

かといういらだちを感じたのだ。

語られたのは、まるで機械を修理しているような、

症状と増量されていく薬の関連ばかり。患者本人の苦
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しみや立場を思いやる言葉のかけらもなかった。

また、入院の必要性の判断の理由として「家族（お母

さん）が困りはて疲れているようだったので、まずお

母さんを休ませることが必要だと思った」「転送先の病

院の処置がよければ亡くならなかったと思う」などの

言い分は○さんの息子さんの状態が本当に入院及び大

量投薬を必要としたのかという尋問（私達の最大の疑

問でもある）に対する答えになっていな１４．１象述書の
「…自発的受診云々」に加えて責任逃れに聞こえた。

１９８４～５年頃市大病院小児精神神経科のＹ医師のグ

ループは「く本人の心身に病気や障害のないこと〉が第
一特徴であろうと一般に理解されてしまっている登校

拒否にはその基礎疾患として’神経症、精神病、性格障

害を当然想定すべきであるばかりでなく、従来見過ご

されてきた〈脳（器質）障害性疾患〉たとえばくてんかん〉

などの一症候として登校拒否を呈する事例が多々ある

事実を見過ごさないことが、治療上重要である」（「児

童青年精神医学とその近接領域Ｊｖｏｌ．２６」と発表してい

る。
「市大病院は要注意」の情報の根拠はこういうこと

だったのだ。

時代と共に登校拒否のとらえかたは変わってきてい

ると思えるが、証人席のＹ医師の言い分はこの発表か

ら一歩も進んでいないようだった。「病院内で他の医

師達三研鎖することは？」などの反対尋問が１度ならず

あったが「自分の経験から得た結論が正しい」というよ

うな答えが繰り返されていた。

Ｙ医師の陳述書の冒頭には市大医学部小児神経科科

長、同精神科教室小児精神医学講義担当講師を経てＡ

病院院長補佐。そして精神保健指定医（旧精神鑑定医）

資格、市教育委員会相談医、県児童相談所相談医、県

精神薄弱者更生施設精神科嘱託医などの経歴、肩書が

書き連らねてある。

行政機関に相談に行ってこんな結果になるなんて、
これらの肩書にどれほどの意味があるのだろうと思っ

てしまう。

ほぼ１ヵ月に１回のぺ一スで開かれている公判（小田
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原地裁）にＹ医師が出廷するようになった頃から毎回２０

名前後の親たち（時に若い人たちも）が傍聴を続けてい

る。会報で知らせているだけだが、くちコミで少しず

つ増えているのはそれ・・１？れが他人事に思えないからだ

ろう。組織だてているわけではない主体的な動きの結

果ということに注目している。ｉ

傍聴後、裁判所の重たい雰囲気から、喫茶店での二次

会に流れるのが恒例になった。原告の○さんを交えて

新たな出会いが広がうている。「息子の死をムダにし

たくない」と勇気をもって訴訟に踏み切った○さんを、

傍聴を統けるという形で応援することは、、ほんの少数

の遅々たる歩みだとしても、一無理丿弥や差別、偏見や誤

解に苦しみ戸惑っている多くの子どもたちに対する応

援にもつながることを信じたい。

実はｉ公判が開かれるようになった１９９５年は私にも

転機が訪れて、「おおきな木」の活動から身を引いた時

期だった。
しかし、１年後「親の会」復活。そして２年後のこの１０

月からは他のメンバーに引き継がれていた居場所「か

ようび」も「おおきな木」に復帰した。

今回の医療過誤事件、相変わらず親の会で語られる

専門家への不信や疑問、今年６月「教護院」を「児童自立

支援施設」と改称し従来より入Ｆｌｙｉ対象を拡大した「児童

福祉法改正」から見える問題などが「困難にぶつかって

気づいたこと学んだことを分かち合う当事者ならでは

の関わりは捨てがたい」という気持ちの追い風とも

なった。

また「こちらの訴えに対して薬で返事をする」とＹ医

師を拒否して居場所に来ていたＴくんや、息子さんの

暴力、閉じこもり、妄想などに悩まされながらも専門

家を頼り過ぎず、修羅場とも思える数年をくぐり抜け

たＫさん親子の存在も。

９４



〈“ここの場所”から〉

地域で生きるとは＝自由

私は現在、東京の閑静と言われている国立という地

域に住んでいる。この四月に娘は、我が家を巣立ち、

現在、夫と二人暮らしである。もちろん介護者に来て

もらっている。二人暮らしになって暇をもてあまして
いるのでは…と思われるでしょうが、もう、より忙し

くなって、寝る時間も短くなっている。私はもう五十

二歳を過ぎ、更年期障害（目眩、いきなりの火照り、

不整脈、心臓が突然パクパクし、しばらく止まらない

と、ああだめかなと想ったり…）のいろいろな症状と

戦いながら、やれる限り重度障害者を地域に出したい

と思っている。私は、今は本当に自由に生きているな

あと感じている。

施設を飛び出して二十三年。いろいろあった。辛

い、苦しいこと、数知れずあった。でも、施設に戻り

たいなんて、これっぽっちも思わない。施設にいたと

きは、ちくしょう、私はこんなとこ絶対出てやる、死

んだっていい、こんなとこいたくない、と常に思って

いた。プライバシーがないとか、処遇が悪いとか、そ

んな甘っちょろい次元の言葉じゃない。クズ、物、実

験材料としか見ない人達だった。その人達が悪いん

じゃない、社会が悪い、国の姿勢が悪いんだ、と思い

たくても、直接手を下すのは雇われているそぱにいる

人達。

（たった今、古賀メロディの「人生の並木道」がギ
ターで流れてきた…泣いてしまった。この曲はまる

で、私達＝あにきを歌にしたように状況がぴったり

合ってしまう。一番の歌詞は、

泣くな妹よ

妹よ泣くな

泣けば幼い二人して

故郷を捨てた甲斐がない
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三井絹子（ワンステップかたつむり）

という歌詞で、私とあにきは家庭の事情で施設に入っ

たが、私は、それまで世間に出たことがない。家を離

れたのがもう、恋しくて淋しくて。でも、もう自分の

帰る家はないんだ、自ら家をあきらめないとだめだ、

そう思った。そして二番の歌詞が、

遠いさみしい日暮れの道で

泣いて叱った兄さんの

涙の声を忘れたか

最初の施設は小高い山の上にあった。夜は真っ暗。

昼間でも人通りがぽつりぽつり。私は、ここが自分の

生きるところなんだ、あの家はもう捨てたんだ、と言

い聞かせても、こみ上げてくる感情は抑えきれない。

施設の居室のベランダに出て泣いていたら、あにきが

怒った。振り向いて顔を見たら、あにきの目も寞っ赤

だった。そして三番の歌詞が、

生きていこうよ

希望に燃えて

愛の口笛高らかに
この人生の並木道

そうだ、泣いてぱかりいちゃだめだ。もっと楽しく生

きなくちや。そう思えるようになったのが一年目ぐら

いでした。「人生の並木道」、この歌を聞くと本当に泣

けてきます。それが私の旅立ちでしたから、書きたく

なってしまいました。では、もとに戻って書きま

す。）

でも、意識は国の姿勢だけで出来ていくものじゃな
い。だいたい、親の育てが大きく影響してくる。昔も
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今も変わらない意識に、福祉に携わる人達はいい人、

という社会の意識がある。中には確かにいい人もいる

が、そういう人はすぐ配転させられてしまう。残った

人達はと言えば、惰性で勤めるようになる。命を保持

していればいい、という感覚になる。なんだって長く

やっていればそうなる。まして、ガチガチの管理体勢

の中では…。

ここでは施設の問題はおいといて、私は今社会に住

んでいるのだな、と強く感じている。私の今の生活ぶ

りを少し紹介すると、まず、朝六時から七時ぐらいに

は、車椅子に乗ってタイプを打っている。約二時間。

そして、ヘルパーさんが来てから、食事、着替え、洗

面。生協の日は、注文票を書いたり、メニュ一を十品

以上考え、よろしくお願いします、とメモを置いて、

昼には、かたつむりの事務所に行く。

そこで昼食をとり、いろいろな話が飛び込んでくる
のに対応したり、相談されたり。日によって会議もあ

るし、厚生省や都庁の交渉に出かけたり、時には座り

込みの抗議になり、寝袋持参で行くときもある。それ

ばかりじゃなく、宝塚にいる娘に十時間かかって会い

に行ったり、仲間達と旅行したり。中でもつくづく思

うのは、ああ施設にいたらこんなこと絶対出来ない

な、と思うのは、夏場、よく夜中の十一時過ぎに家を

出て高速に乗り、三～四十分の所に山中湖や道志川が

ある。暑くて眠れない夜は自然のクーラーに浸りに行

く。夏でも寒いくらい気持ちいい。そこで寝て、朝の

六時くらいに帰ってきて、娘は学校へ、私と彼はいつ

もの日常生活をする。ある時は真夜中からのカラオケ

につきあったり、ある時は夜釣りに行ったり、またあ

る時は友人宅に「お一い、飯食わせてくれー」と言って
二時、三時まで話しこんだり…。

障害者でも地域でひっそり生きている人もおられる
でしょうが、施設にいるんじゃないし、健常者の人達

は意識するかしないかは別として、みんなみんなやっ

ているんだよね。自由に生きているんだよね。会社で

縛られるんだよ、という人がいるかもしれないけれ

ど、それは自分が選んだこと。いやならすぐ止められ

る。どうにでも好きに生きられる。でも重度障害者は

違う。手も足も自由にならない。それは本人のせい

９６

じゃない。なのに本人のせいみたいに、、すべてを人の

言うままに動かそうとする。何か自分の意志でやろう

とすると、よってたかって潰しにかかる。その上、施

設という隔離されたところに入れられる。より自由を

奪われ。二～三歳から施設に入れられた人は愛情を奪

われて、人に愛情を持った対応ができなくて、トラブ

ルをおこしやすい。家庭にいれば、いろいろな人が来

て声をかける。家庭の味を覚える。人との接し方も自

然に身につく。いろいろな情報が耳に入ってくる。臨

機応変さもやれるようになる。しかし、施設に入ると

決まりきった生活があり（朝何時に起き、何時朝食、

何時に作業、または訓練、またはぼ一っとしている。

そして昼食、夕食。ちょっとテレビ見て、就寝）、ト

イレの時間制限もあって、水分を控えたり。今日は嫌

式１：職員だから、なるべく近づかないようにしょう、と

か本当にしなくてもいい神経を使わせる場所だ。施設

にいる人はほとんど、膀胱炎になっている人が多い。

そうとう我慢を強いられてるってことだ６介護される

身だから、言いなりにならないと、酷い仕打ちを受け

る。それが施設。昔は人通りの少ない淋しい場所に建

てられていたが、今は地域の中に建てられるものがあ

る。が、地域の人とは全然交流（真の付き合い）はな
い、と言っても過言ではない。施設が地域の中にあっ

ても、遊びに行く人はいない。そりゃそうだと思う。

五十人もの人がいる家庭なんてどこにもない。

私がこの原稿依頼を受けたのは、この『社会臨床雑

誌』（九十七年八月三十一日号）の伊藤さんの文章を読

んでから。そう４どうしても書きたかった。私の考え

を伊藤さん、そして施設に勤めている職員の皆さん

に、知って欲しかったから書いた。

私は当時、府中療育センターでは、外出、外泊、ト

イレの時間制限、私服、もろもろの規則に対し、必死
に戦っていた。施設で戦うということは、命が奪われ

ることもある。それをも覚悟で戦ってた。そのすさま

じさは皆さんには分からない事だろう。何も出来ない

私が抵抗していろいろ楯突くことは、単なる我値とし

かみない。だからそうとうな抑圧があった。何しろ、

騒げばすぐ注射や薬が待っている。殴られる、飯は食
わしてくれない…、もう、言えぱきりがない。そんな



施設を守っているのが職員の人達。私にはそういう意

識しか持てない。それに施設とはどうしようもないと

ころとしてしか思えない。

伊藤さんは十五年も施設改革をしてきたという。そ

れは確かにすごいことだと言える。それに自分は看守

だと認識している。自分を看守と認識している人は少

ないと思う。でも、伊藤さんは「看守」として何年たっ

ても続けている。施設改革、外出外泊の規則の撤廃、

個室確保など、長年がんばってこられたとあるが、や

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

私はかたつむりの会を作って自立したい人の手助け

をしています。その中で、悲しくなる程、自分の意見

を言えない人がいます。そういう人には、よく話を聞

くことから始めます。

やはり、一人一人がきちんと楽しく生きていくに

は、団体生活では実現できません。いくら施設に個室

ができても、真夜中に帰ったり出ていったり、友達が

来て騒いだり、出来ませんよね。恋人を呼ぶことも出

来ませんよね。施設の枠はとっばらうことが出来ませ

んよね。

あの四十二項目の要求は、私達が社会で生活するた

めの叫びだったのではないでしょうか。私は施設が改

革されても、決して施設の中で生活したいと思っては
いませんでしたし、何としても出たいという気持ち

が、今こうしていろいろな生活をさせて生きている。

何故障害者は施設に入らなければならないのか。伊藤
さんもそこから考えて欲しい。伊藤さん自身も、障害

者は施設でしか生きら、れない、と思っているのではな

いか。伊藤さんは何故施設に勤めたのか、何故長年施

設に勤めているのか。そこが知りたい。施設は、それ
は改善された方がいいけれど、でもどんなに改善され

ようが、地域に生きるような自由はない。なのに何

故、十二項目のような要求を出したのかが、私には疑

問です。あのような要求を出すなら、何故、地域の中
に住まわせないのか。地域に住まわせて、そこへの関

わりをしない限り、職員の意識も変わらないし、入居

者も入居者の意識のままになる。もしかしたら、伊藤
さんの意識の中に、ここにいる人達は、地域での自立

生活は無理だという思いがあるのではないか。だか

ら、施設改革、そして地域分室…を考えるのではない

か。府中闘争が、いい施設を作る運勁に変わろうとし

た時、私は反対した。私の戦いは、いい施設を作りた
かったんじゃない。それなら私は止める。そして、地

域で生きていく、と言った時、「お絹、地域に出ても
一年ももちゃしない。お絹が出て行くのなら、一切支

援はしないからな、施設にいるのなら、ずっと関わる

けれど…」と。この言葉を聞いたとき、愕然とした。
ここでいろいろその時の事を書きたいが、それは置い

といて。やはり自分達に重くのしかかってくること

９７

はり施設は施設なのです。いくら施設が自由化された

と言っても、地域での生活とは全然違います。団体生

活の域は越えられません。地域では恋愛も自由だし、

結婚も…。第一、施設で出産し、子育てしている所、

ありますか。日野療護園が自由になったと言います

が、職員の意識、私達障害者を見る意識がどれ程変

わっているか、その事が問題なのです。伊藤さんのよ

うな人が施設内にたくさんいるなら、もっともっと施

設改革だけでなく、私達地域に暮らしている人達と連

携を取れていてもいいはず…。

私が経験したのは、施設の中に暮らしている人は施

設の中の事しか分からない、ということです。それで

入居者に、自立しろ、自立しろとせきたてても、入居

者には追い出しにかかっているとか、いじめにあって
いるという意識しかないと思います。この雑誌に「入

居者の施設への依存的生活が問われるだけでなく…」

とありますが、依存ということしか思えないのは、伊

藤さんの無知、無理解にあります。障害者は生まれて

意識するかしないかの時から、人の言いなりに生きな

けれぱならないようにさせられます。施設に入れば、

余計自分の意志は抑えて生きなければなりません。だ

から何十年も意志を抑えている人に、「ほら、自分の

意見があるんでしょ」と言っても、それは無理なこと
なんです。私がこうして伊藤さんに自分の考えを言え

るのは、府中のテント闘争の時、何十人もの学生と討

論したり、施設で卑劣なやり方に黙っていられなくな

り、死にもの狂いで戦ってきたからです。健常者は生

まれた時から、出会い、話す機会が保障されていま

す。ですから依存的生活は、施設の職員の皆さんがそ

うさせているのです。認識してください。



は、皆しない。その事を知った。伊藤さんの文章を読

んでいてそう思った。施設の中を改革していくのな

ら、自分の肩にも家庭にも生きていくにも支障はな
い。自分を安全な場に立たせての戦いだから、何が問

題なのか分からないんだと思う。これが、私のつれあ

いのように、自分で抱えこんだら、よーく分かると思

う。彼は本当に私と、辛い時も楽しい時も一緒に生き

てくれている。同じ人間として見てくれている。

入居者は枠のある施設にいる。伊藤さんは枠のない

所で生きている。勤務を終えれば、もう自由の身。そ
の違いに、何故疑問を持ってくれない、何故拘ってく

れない。入居者と職員の共同の要求だと言うけれど、

私には訳が分からない要求だった。

私が施ｊｌＳと職員に願うことは、入居者に対し常に情報

を入れる事、それと外出外泊に協力し、在宅障害者と

触れあう事、そして自立したいという人に対し、とり

あえずでも抱え込むような意識を持って関わる事、、一

人一人出していくような意識を持って、職員をやって

欲しいと思う。在宅障害者とのつながりを持って、常
に自分の意識を高めておくこと。施設に勤めると、＝

年ぐらいは何かやる気を持っていても、いつの間にか

管理者側に寄り沿って、入居者を抑えている。そして

惰性でやるようになる。そうなったら、もうその人は
ロボット。そして飯の種でしかない。そうならないで

欲しい。自分で常に葛藤していて欲しい。

私は時々夢を見る。施設に入っている時の夢。暗いたたず
部屋に一人ぽつんと佇んでいる。何か叫んでいる。目

覚めてほっとする。夢で良かった、夢で良かったと何

度も胸をなで下ろす。両側に彼と娘がいる。涙が出て

くる。、本当に良かった…と。かたつむりの会改め、ワ

ンステップかたつむりと称し、現在、おもしろ学校

（自立生活プログラム）、キャプ運行、もろともしごと

にん（派遣事業）、を主に、演劇、趣味をいかし、講師

を招いたり、ゼミもやり、障害児を含めた遊びもや

り、もう、時間がいくらあっても足りないくらい、め

まぐるしく生きている。でも楽しい。自立のきっかけ

はかたつむりの家。この九月にまた一人自立した。そ

の人にとって、地域で生きていくために必要なこと

を、今手伝ったり、相談を受けたりしている。本当に

９８

今、精神的にも行動的にも自由に生きている。私は今
●●●

一 九九七年十一月十四日

私は施設をなくしたい。

施設の職員の皆さん、施設をなくすようつとめてく
ださい。



〈“ここの場所”から〉

いじめを生む社会状況をかえたいと思う人々による、大きな実践、小さな一歩
三多摩「学校・職場のいじめ」ホットラインの記録

９９

１。はじめに

Ｉ私は、東京都府中市にある東芝府中工場で働いてい

る。約８０万ｍ２の敷地のなかに、１５０００人が働く「巨大」

工場である。私は、旋盤・フライス盤・ボール盤を扱

う機械工で４８才・勤続２４年、賃金月額（税込み）２６万

９８００円）（１）の労働者である。

私は、仕事では仲間と助け合い、工夫しながら働い

ているつもりである。他方で、東芝がミサイルなどの

兵器、原子力発電を生産していること、労組もそれに

協力していることに公然と反対して活勁している。ま

た、工場の人間的な変革は、地域や社会の変革と連動

していると考え、様々な社会運動・市民運動にも、微

力ながら参加している。

そのなかで、今回は、いじめ電話相談の活動をよび

かけ、参加することにした。工場で職場八分や差別な

ど、さんざんいじめられた私の体験を少しでも活かせ

るのではないかと思ったからである。

これから報告することは、その「私」がどのように多

様なひとびととつどい「私たち」になっていったかの記

録であり、その過程での自己批判と自己変革の足跡で

もある。

これは１９９７年６月、東京、三多摩地域において、学

校や職場のいじめについて、私たちが電話相談活動を

実施した記録である。
まず、私たちの簡単な「自己紹介」として、「市民相

談員の意義とその確認」と題する総括の要点を紹介し

よう。電話相談活動を終えた時点で私たちは、今回の

活動を次の二つの視点と、七つの確認点にまとめた。
「視点の一つは、『専門家』と呼ばれる人たちに任せ

松 野 哲 二
（三多摩「学校・職場のいじめ」ホットライン電話相談実行委員会実行委員長）

たり、相手を振り分けることではなく、自分たちの知

恵と体験を出し合い、相談者と『対等な人間関係』でつ

ながっていくこと。二つ目は、相談する人もされる人

も暮らしの中で、出会いつながり、共に支え合う力を

作っていくこと。確認点として、①相談員の持ち味や

経験を生かしながら、丸ごとの自分を出して相談者と

話ができた。②公募の相談スタッフ７０名、全体を通し

て２６０名を越える人の参加があり、相談員自身が多く

の仲間を得ることができた。③人と人がつながってい

く喜びと心地よさが実感でき、いじめで孤立させられ

ている状況に対する憤りと人に対する信頼をあらため

て感じた。④電話相談の次のステップとして個人面談

やグループ交流が出来たことで、新しい出会いが広

がった。⑤相談を他の機関に紹介するにあたっては、

人から人へを基本におき、信頼できるところへつなげ

た。⑥相談者には、相談の選択肢を広げることになっ

たと思う。⑦相談員は高校生を含め、１０代から７０代ま

での幅広い層に及び、多様な相談者への対応を可能に

した。」

以上の運動主体がどのようにでき、どのような相談

をうけ、これからどうしてゆくのかを報告する。

２。学校と職場のいじめ相談を併設

１９９６年（７）暮れから、これまで職場や地域で活動をと

もにしてきたなかまは、学校と職場のいじめの両方を

引き受ける相談？ｉ到助ができないか思案していた。つま

り、相談者は別々でも、受ける相談員の主体を統一し
て作ろうということである。それは、次の理由によ

る。一つは、府中の地域で、統合教育の実現を目指し

て活動し、就学時健診に反対する運動を続けている



人々から、「『障害』児を就学時健診によって学校から

切り捨てていくこと、これこそがいじめの原点ではな
いか。」との意見があり、職場における「障害」者排除

の根源を知る思いをしたからである。二つめに、東芝

府中上野さん人権裁判（２）を闘ってきた人々、憲法を暮

らしの中に活かす活動を続けてきた人々からも、「大

人社会の反映としての子ども、のいじめ」を問うため

に、まず大人が共同で行動しようという提案がなされ

ていたからである。三つは、日経連が毎年発表する
「労働問題研究委員会報告」（３）において、教育問題が重

視されていることである。とくに、１９９２年以降は必ず

教育の要求を掲げ、幼児教育から学校教育、生涯教育

にいたるまでの総合的な教育のガイドラインを経営者

の都合のいいように提起している。このように、経営

者が労働問題と教育問題を戦略的に統一しているよう

に、私たちもこれを別々に分けずに統一して考え、闘

う必要を感じていたからである。

こうして私たちは、学校と職場のいじめの相談を併

設できる主体づくりをめざすことになった。しかし、

私たちの中には、電話相談の経験者はいない。まさ
に、暗中模索の状態だった。

３。「職場のいじめ」１１０番全国ネットに参加して

まだ漠然とした、いじめ相談のアプローチは昨年１２

月に、にわかに具体化する。その頃、女性ユニオン束

京・自治体関係職員組合の三名の組合員が、雇用主の

府中市を相手に「雇い止め」や「不当配転」、「いじめ」を

やめろと団交を重ねていた。私たちもその支援に参加

したが、その支援の仲間にいじめ問題と不断に取り組

む人々がいて、その出会いを通じて私たちは「専門家」

相談や、カンウセリングの問題点を学ぶこととなっ

た。

昨年に、管理職ユニオン等がよびかけて実施した
「職場のいじめ１１０番」が大きな反響と成果を収めてい

たことは、マスコミ報道等でご存知と思う。引き統き
・゛シ・年は、相談の全国ネットをつくり、一斉に実行する

ことをよびかけていた。それを女性ユニオンの人々か

ら案内され、私たちも、全国ネットに参加するととも

１００

に、三多摩では独自の実行委員会をつくることにし

た。全国ネットには北海道から：九州まで４８の労組、実

行委員会等が参加し、６２６件の相談を受け今回も大き

応１：成果を収めている。この全国ネットに参加すること

によって、私たちは、電話相談の基本的知識や労働相

談の実践について学ぶことができた（４）。

学校のいじめについては、「三多摩草の根運動交流

集会」のネットワークによぴかけて仲間づくりをすす

めた。

こうして、全国でもおそらくはじめてであろう、学

校と職場のいじめに同時に取り組む実行委員会の準備

が整い、広くよびかけを始めた。よびかけ人には、鎌

田慧さんをはじめ３４名の方々になっていただき、６７名

の賛同人が集うことになった。

４。「素人」相談員とボランティア公募

「私は他者について考える。故に私は存ｆＥする。」こ

れはかねてから、「安楽」という「生活様式の全体主義」

に向かう世紀末日本を見すえる、藤田省三氏の言葉で

ある（５）。現代人は、「安楽」できる組織に依存し、異質

なものや不快と思うものを排除し、競争者としての他

人を傷付ける喜びに倒錯し、社会的つながりをズタズ

タにしているという藤田氏の指摘は、そのまま「いじ

め」社会への警鐘でもあると思う。

他者について考えよう。他者とつながろう。その方

法と責任について、私たちは真剣に考えていくことに

なる。「メンタルヘルス」についての対応の仕方もその
一つである。法律問題に弁護士が必要なように、メン

タルな悩みはカウンセラーにという、専門家依存の図

式に私も含めてとらわれているのではないか、という

問題が提起された。つまり、「自治体ユニオン」とその

支援の方々、教育・いじめ問題のカウンセリングに携
わっている方々から、専門家によるカウンセリングの

問題性が指摘され、肘論を重ねたのである。その一人

である小沢牧子さんはつぎのように指摘する。「カウ
ンセリング技法は、悩みや苦しみをもつ者のことばに

耳を傾け、その苦しみの自己解決に力を貸すものであ

ることは確かである。しかし、いま（７）学校のあり方そ



のものを問わずに、子どもたちの苦しみの原因を『深

刻な家庭問題』とみなし、その解決を個人や家庭の責

任に帰そうとするのはおかしくはないか。それでは、

カウンセリングはこれまでと同様に、『学校の問題』を

その状況を抜きにして、個人の至らなさに還元する役

割を、結果として担うことになる。」（６）

その指摘に、私は自らの工場の体験をだぶらせて考

えてみた。東芝でもオイルショック以降の「危機管理」

と減量経営、労組の御用化の中で、職場からゆとりと

助け合いがなくなり、゛メンタルヘルス問題が急増して
いた。椅子取りゲームによる「脱落者」の落ち込みや、

配転不適応での自己嫌悪、過剰ノルマでの過労等々
による心の病、自殺が続いていた。それを証明するか

のように、工場の「診療所」の精神科の開設日が、週１

回から２回、３回と増えていた。会社は、各職場にカウ
ンセリングの技法を学ぱせた「リスナー」を配置して対

応しているが、リスナーは原因をつくっている側の役

職者であり、カウンセリングを通じて原因を個人に負

わせ、本質に蓋をするものでしかない。また、１９９３年

には、７万名の全社員に２億円の費用で、（財）社会経済

生産性本部直営のメンタルヘルス研究所による「心理

テスト」を実施している。これも、事態の深刻さを物

語るものだが、テストの設問に個人の「気質」や職場、

上司への不満を問うことが多く、「問題者」の洗いだし

と個別対応による本質の隠蔽を画策するためのもので

あったと疑わざるを得ない。

そして、これらを考える中から、専門的な技術や知

識はなくても、悩みｌこ共感し、共に解決の糸口を探る
「素人」相談員の構想が生まれた。この時点での「素人」

とは、あくまでも実行委員会に集う人々の中の相談の

専門家でない人のことであったが、いじめをなくす社

会運動の仲間をつくるということから、いっそのこと
「公募」しようとの企画が登場する。私にも、素人相談

員の不安はたくさんあったが、なによりもカウンセリ

ングの専門家自身が自己批判としての問題提起をして

いることに深い魅力を感じたこと、同じ顔ぶれの人々

が課題を変えて活動しているだけといった傾向にあり

がちな社会運動を変えてくれるのではとの期待から、

私たちは『公募』に積極的になる。
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こうして、このような実行委員会としては、「前代

未聞」の新聞紙上における相談員の公募が具体化す

る。

４月になって私たちは、この相談活動を次のように

方向づけた。第一に、学校、職場、地域を結ぶ社会運

動とすること。第二に、相談員を「公募」すること。第

三に、その「素人」相談員の不安を軽くし、相談員同士

の相互理解を図るために研修会（７）を実施すること。第

四に、いじめを生む社会状況を変えていく仲間を作っ

ていくこと。

そして、公募と研修会の案内を各新聞社に掲載依頼

し、「朝日」が公募を大きく取り上げ、「毎日」が研修会

を直前に、それぞれの多摩版に案内した。

５１「公募」の成功が実行委の性格を変える

公募の反響はすごかった。「朝日」を読んだ人から連

日電話が鳴り響き、その数は５０人近くになった。「サ

ラリーマンだが肩書き社会に疑問を感じている。この

まま定年を迎えるのでは空しい」。「もう７０才を越えて
いるがなにかお役に立てれば」、「高校一年ですが、い

じめられた経験を活かしたい」。「労働相談の仕事をし

ているが子どものいじめの相談を受けたい」。「子ども

がいじめられ不登校になった経験を活かして参加した

い」。「全くの素人だけどいいですか」……。電話の向

こうから、多種多様な、しかし、いじめをなくすため

に行動したいという同じ気持ちを持つ人々の声がぞく

ぞくと寄せられた。

５月の研修会は、３日連続で９時間をかけて行い、連

日７０名近くの人が参加した。内容を順に紹介しよう。

（：Ｘ）労働相談の基礎知識。①「いじめ１１０番」の報告。③

学校現場の現状と子どもとの対応の仕方。④職場の中
のセクハラ。⑤メンタルヘルスケアについて。⑥今を

生きる子どもたちの現状。⑦被害者の立場から見えて

きたこと（娘の自殺、学校との闘い、そして裁判）。⑧

電話相談の心構えと基本姿勢。

質疑と討論の時間が少なかったなどの反省点もいく
つかあるが、学校と職場の問題を同じ人たちが受け止

め、電話相談の基本姿勢を学び合えたことで、この研
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修会は一応の成功だったと言ってよいだろう。
こうして、昨日まで見ず知らずで職業も立場も考え

方もお互いに分からない人々が、いじめをなくしたい
という一点で集い、これから生起するであろう様々な

困難に向き合うことになる。この段階で、実行委員会
の性格は大きく変った。公募で参加した人々の多く

は、「相談」の素人のみならず、こうした社会運動の素

人でもあるからだ。お互いを知り、違いを認め、同意

と主体性芭能動的に引き出す「運営」の質が、実行委員

会に問われた。

私たちは、自己紹介にたくさんの時間を取っての
パーティー形式の交流会を間に挟みながら、新しい人

たちに、これまでの合意点を説明１．。垣１解し合う努力

を重ねた。新しく生起する課題については、あらかじ

め基調案を用意したり、同意の根回しなどせず、みん

なが発言しやすい雰囲気の中での実行委員会で、討論

を続けた。
「警察などの公的機関と私たちの連携はあり得るの

か？」「いじめ事例の公表とプライバシー保護との関係

は？」「マスコミの評価と取材への対応は？」「アフター

ケアの対策は？」等々、率直な肘論をし、合意点を見

出していった。あるときは、取材にきた記者と、マス
コミ不信を含めて白熱した議論をしたこともある。

こうした討論そのものが、学びの場であり、共育で

あった。それは、例えば私の所属する東芝労組の機関

決定主義という名の「執行ｆ刺虫裁」とは対極にある新し
ｔａ運動のありようを実感させてくれた。

６。６８名の方から相談を受ける

５月の終り、いよいよいじめられて悩み苦しむ人た

ちに、私たちの電話番号を知らせるために、記者会見

をして思いを伝える。それは、五大紙に大きく紹介さ

れる。

６月６日から４日間、府中市内の特設会場の４台の電話
（８）の前で、述べ７０名の相談員が交替で相談を待った。

この７０名の内訳をおおまかに数えると、よびかけ人

をはじめとして準備段階から参加してきた人々が約３０

名で、公募によって参加した人々が約３０名、残りがそ
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れぞれの人々がさらに友人、知人をさ‾そって研修会に

参加した人々である。職業的には多種多様であるが、

そのなかに弁護士、教育・女性問題カウンセラー、子

どもたちの居場所をつくって日常的に活動している人

など、いわゆる相談を仕事としている人たちも１０名近

くいた。私たちの大きな特徴であり、意義は、こうし

た、いっばんには「専門家」とよぱれている人たちが、

特別の高所に立たず、他の「素人」相談員たちと共に、
ふだんの生活者、労働者の言葉と姿勢で相談者に向き

合おうと自党し、努力したことにあるだろう。

受けた電話は、６８件。話しているうちに自己解決の

道を見いだした方、６月２２日の個人面談とグループ交

流を案内した方、三多摩労働者法律センターや管理職
ユニオンなど、私たちが信頼しているところを紹介し

た方など様々だが、１時間以上じっくり耳をかたむけ

るなど、いずれも誠実に対応できたと思う。

相談の内容を見ると、学校でのいじめでは無視・仲

間はずしなど、いじめの手口や構図は大人のそれと同

じであった。まさに大人社会の反映であり、深く恥じ

ずにはいられない。もっとも学校のいじめは８件と少

なく、私たちの賦みを子どもたちに伝えることの難し

さを知らされもした。

職場関係では、弁鍍士への紹介が必要なほど深刻な

相談もいくつかあった。解雇問題が２１件と多く、それ

も長期間のいじめで、本人の就警意欲を奪っておいて

からの退職勧告、「自主」退職、解雇という経過をとら

されるケースが多く、怒りが相談室に溢れた。また、

労組がないか、あっても信頼できないために、より一

層相談者を追い詰めていることも特徴的である。さら

に、「障害」者への深刻ないじめも数件寄せられ、今日
の弱きものの受難が鮮明となる。教員間のいじめや、

福祉現場での職員間のいじめもあり、所かまわずの感

がある。さらに、今回のホットラインの対象として考

えていなかった「近所」のなかでのいじめについての相

談もあり、いじめの拡がりを感じさせられた。

６月２２日の個人面鮫とグループ交流には、電話をか

けてこられた６名の相談者が参加し、なかなか効力の
ある結論は見いだせないものの、相談者との直接のつ

ながりができた。そして、２名の相談者が次回は相談



員の立場で参加したいとの気持ちを表明された。

７。私たちは、相談事例を公表しない

多くの課題の中で、一番時間をかけて肘論したの

は、相談事例をどこまで公表するかという問題であ

る。その合意点を「プライバシー保護の再確認」として

次のようにまとめた。
「私たちは、今後の会話や報告文、プレス発表等に

おいて、相談内容の具体例を匿名であっても公表しな

い。その理由の第一は、私たちの今回の目的はいじめ

で苦しみ、悩む人々と相談し合うことにあったこと。

第二は、プライバシーを守ることを約束していたこ

と。第三は、目的と約束を最後まで貫くことによっ

て、相談者はもちろん広く地域社会に対して、私たち

のネットワークの信頼を得て、いじめをゆるさぬ人と

人のつながりを根づかせたいと考えること。事例紹介

がないとレポートしにくいと思う実行委員、マスコミ

記者の皆さんには、私たちの上記姿勢を積極的に紹介

し、知らせてほしい」。

８。運動の継続を決める

私たちは、８月の実行委員会ではじめに紹介した「総

括」をまとめ、今後の方針を討論した。２２名の参加者

全員が発言し、解散を望む者はいない。「素人」の不安
や「専門家」と協力する必要もあるのではないか等、や

はり、私たちの特色が同時に悩み多き「難問」でもある

ことを伺わせる意見が多く出された。しかし、全員が

継続を主張する（９）。

そこで、９月の総会の提案事項をつぎのように決め

た。「①実行委員長の交替制。②春の公募と学習会・

夏の電話相談と個人面接およびグループ交流・冬のシ
ンポジウムの三位一体を来年度も継続する」。

相談者との交流を兼ねた総会は、６０名が参加し、沖

電気でいじめ・人権無視の労務管理とそれに協力する

までに御用化してしまった労組を批判したがゆえに、

解雇された田中哲朗さんのギターコンサートで始まっ
だｌｏ‘。討論の冒頭では、相談者から「この電話相談で
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状況は何一つ変わっていない」という、大変厳しい意

見が出されたが、それでも参加されたことに感謝しな

がら討論を進めた。今後みんなが主に集うことになる

活動場所も変えようとの提案も出たが、それらは次年

度の初めに決めることとして、基本的ｌこ継統；を確認し

た。そして、冬のシンポジウムの企画を別掲の通り決

める。

９。いくつかの課題

私たちの試みは、もちろん・そ・れなりの困難・’や克服し

たい課題を抱えている。

たとえば、継続を決めたあと、つぎのような意見が

寄せられている。「継続の力はなにか。核となる人

間・ネットワークでつながっていくことの魅力づく

り・資金面などはどうするのか」。

また、「素人相談」を標傍し、相談員を公募すること

は、私たちの運動の特色ではあるが、そこにはいくつ

かの問題がないとはいえない。たとえば、相談員の多

様性はうれしいが、その幅に許容範囲はあるのか。
さらに、相談者が、その置かれた立場上、相談員に

専門性を求めていたり、「対等な立場」よりは具体的な

助言をはじめから望んでいる場合、私たちの現状はそ
れに対応しきれないのではないか。今回の相談でも、

職業をこえて個人として参加された、弁護士、カウン

セラーの相談員に、はじめから頼るケースが多く見ら

れたのも事実なのである。ひとりひとりの相談員が、

自分の生活に根ざしたことぱで語り、相談員同士で考

えあい、専門家依存から脱した活動を造り上げてゆく

ためには、なお多くの課題が存在している。

１０．むすぴとして

私ｌこは、学校でこれだけのいじめ自殺がつづぎ口・、

職場で過労死、心の病、リストラいじめが蔓延してい

るにもかかわらず、さらにいじめが拡大し、深刻化す

るのではないかという危惧がある。

東芝府中工場ではとうの昔から年功序列は崩れ、能

力主義が貫かれているのだが、それでもまだ手ぬるい
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とばかり、労使一体となって、「大競争時代」「能力重

視」を声高に合唱している。これは、「新時代の日本的

経営」に対応する規制緩和、労働法制の改悪と連動す

る、資本の労務戦略である・１２゛。行政もバックアップ

に余念がない。「都立労働研究所」の今年度の公開講座

のテーマが、「大競争時代を生き抜く、会社と個人の

能力開発共同作戦」であることをみても、それは明ら
かだ。

労組はどうか。電機連合の大会で鈴木勝利委員長

が、「能力賃金」を柱とする「新しい日本型雇用・処遇

システム」を提案し、来賓の加藤自民党幹事長が、こ

れを絶賛する。もっとも、鈴木は東芝の出身であり、

その本社勤労部がつくった秘密労務組織「扇会」・１３‘の

メンバーであるから、彼を労組の代表などといえない

のだが。
一方、文部省は、資本の要求に呼応し、「個性重視」

「飛び級等能力重視」など、新しい能力主義教育の導入

を進めている。教師も従来の「勤務評定」に加え’Ｃ研修

の強化など、新たな能力管理にさらされている。

教育現場における能力主義導入の問題状況につい

て、東京・西多摩地区教職員組合（アイム８９）の北原良

昌書記長は、つぎのとおり教えてくれた。
「文部省は、『飛び級』等の導入で子ども達を今まで

以上に競走原理、能力主義に駆り立てようとしていま

す。
一方、現在東京都においては、全国に先駆けて一般

職員への『成績率』の導入の攻撃がかけられています。
これは、既に３年前に校長・教頭に導入されているも

ので、一般職員につづき、教員に全面的に導入しよう

とするものです。こうして、学校現場では、教職員の

協力体制が損なわれ、物言わぬ教職員がつくられよう

としています。管理職の言うことだけを聞く教職員。

自分の成績だけを考えて、『いじめ』問題なども明らか
にしない。学年や学校としての協力体制もとれなくな

る状況です。

また、センセーショナルにマスコミ報道された「指

導力不足教員に関する要綱」は、児童・生徒とひび教

育活動を進めている教職員に大きな衝撃を与えまし

た。
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都教委は、教職員の選別・切り捨てやリストラを目

的としていないと言いながら、現場の校長によって

は、教職員を脅かす『切り札』でもあるかのように使っ

ています。これも教職員が：本来持っている教育活動を

歪め、教職員間に疑心暗鬼をもたらしています。

子ども達だけでなく、現場教職員へのこうした形で
『競走原理・能力主義』が導入され、教職員間でのいじ

め問題も増えてきそうです（９７・１２・２１記）」
「思想統制を暴力的にやったのは内務省警保局特高

警察だけれども、思想的に日常的にやっていたのは文

部省教学局と司法省の思想課です。司法省もほんとう
は一度解体しなければいけなかったのですが、文部省

は全廃すべきだった。いまでも全廃すべきです。」と

述べるのは、藤田省三氏である小”。
「個性重視」という幻想のオブラートに包まれた、新

しい「能力主義」は、実力重視の競争主義であり、人間

関係の破壊による個性の一層の解体をもたらす。弱肉

強食の社会では、勝者・強者のみの「個性」が優遇され

るのであり、ジェンダーに縛られた女性、競争を好ま

ない心優しき人々、「障害」をもった人々は、ますます

社会の周辺に追いやられるであろう。この危惧が、な

くていいはずのいじめホットラインをまだ統けなくて

はならないと思う私なりの理由であり、「能力主義時

代」の教育と労働を問うシンポジウムの意義でもあ

る。

１１．学びの場・シンポを開く

私たちは、１９９８年１月３旧に、よびかけ人のひとり

である熊沢誠さん（労働問題を研究）と、相談員として

なかまのひとりである小沢牧子さん（学校・教育問題

を研究）のお二人を発言者として、シンポジウムを開

く。
「能力主義時代」の教育と労働とは、がタイトル、学-

校っておもしろい？職場って楽しい？がサブタイ

トルの討論集会である。

このシンポの後援を三多摩２７市の教育委員会に依頼

したが、後援するところはひとつとしてなかった。府

中市においては、後援不可の理由を「ホットラインの



よびかけ文の中に就学児検診に反対する考えがあるか

ら」と発言するしまつである。

いづれにせよ、この誌が発行される時にはシンポジ

ウムの報告集をつくっていると思う。

ぜひ、読者のみなさんに、シンポジウムで私たちが

何を学び、討論したかを知っていただきたいと思う。

また、私たちの今後の活動についての、ご批判、ご提

言、あるいはー緒に活動していただける方がいました

ら、下記まで連絡していただければうれしい。

〒１５６東京都世田谷区赤堤３-１２-１１松野哲二方

ＴＥＬ／ＦＡＸ０３-：３３２１-６６７７

注・引用・参考文献・他

（１）もちろん私は、この低賃金に対し会社と組合に怒り
をぶつけている。しかし、ここで私が賃金を自己紹

介にいれる意味は、日本のサラリーマンは肩書きは

出しても、給料の明細を「プライバシー」の領域に隠

してしまい、そのことが経営者をして査定などの能

力管理をさらに容易にしていることを伝えたいから

である。

（２）東芝人権裁判については、以下を割
『塀のなかの民主主義』（潮出版）熊沢誠『新編・民主

主義は工場の門前で立ちすくむ』（社会思想社）

（３）『日経連労問研報告』については、山田宏二『どうな
る？これからの賃金と人事管理』（国際労働運動研究

協会）に、教育問題部分の紹介はないが、分析と批

判がなされている。

（４）『労働相談・実践・マニュアル』（日本労働弁護団）

（５）藤田省三『全体主義の時代経験』（みすず書房）

（６）小沢牧子『心理学は子どもの味方か』（ウイ書房）

（７）この「研修会」という名称についても、権威性をはら
む言葉である、との批判が出され、つぎからは「学

習会」と呼ぶことに決めた。

（８）この臨時電話筧設置は、府中市内の電話サービス会
社のＴさんに、事務手続きからＮΥΥ工事の段取りま

で全てにお世話いただいた。Ｔさんは、この運動に

社会臨床雑誌第５巻第３号（１９９８．３．）

賛同して、支払いも、実費だけで格安にしてくだ

さった。Ｔさんもまた「私たち」のひとりだったのだ

と思う。

（９）『報告集』三多摩『学校・職場のいじめ』ホットライン
発行

（１０）当日のライブ録音ＣＤを２千円（送料２７０円）で販売

中。申し込みは松野まで。

（１１）鎌田慧『せめてあのとき一言でも』（草思社）

（１２）能力主義の問題については、次を参照。熊沢誠『能
力主義と企業社会』（岩波新書）

（１３）東芝扇会については、次を参照。佐高信『日本は誰
のものか』（講談社）＝鎌田慧『日本断層地帯』（筑摩書

房）

（１４）注５におなじ。
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〈「映画と本」で考える〉

映画「八日目」
- ジ ョ ル ジュ は 「 癒 し 」 で は な い ー

「八日目」が１９９６年カンヌ国際映画祭で絶賛を浴

び√主演のダニエル・オートゥイユとパスカル９デュ

ケンヌが最優秀男優賞を受賞したという二ュースが新

聞に小さく出ていた。その後、あちこちの映画評に取

り上げられて、私も見たいと思っていた。しかし、新

聞などの映画評に半分以上疑問の私は束京まで出かけ

て見・ｌ、元気はなかった。この数年、「障害」者を扱った

映画が多い。山田洋次監督の「学校パートＩＩ」には、「障

害」者が出演していた。ダウン症の「もとこちゃん」で

ある。最近、テレビでも放映され、茶の間に涙をあふ

れさせたかと思うとうんざりする。そういう気分がこ

の「八日目」にも感じさせられたので、「出かけていく」

元気がなかったのだ。
ところが、思いもかけず、藤沢の親の会の働きで、

一般上映されると聞いたので、見に行くことにした。

「八日目」は創世記の天地創造のもじりから始まる。

「この世の初めは無だった。あったのは音楽だけ。一

日目、神様は太陽をつくった。二日目、神様は海をつ

くった。三日目、神様はレコードをつくった。四日

目、神様はテレビをつくった。五日目、神様は草をつ

くった。六日目、神様は人間をつくった。日曜日、神

様は休息なさった。ちょうど七日目だった。そして、

八日目……」

アリー（ダニエル・オートゥイユ）は企業戦士。朝、

鏡を見ては「にっこり」と顔をつくり、セールス・アド

ヴァイザーの仕事に出かけていく。しかｔｙ、家庭は崩

壊、忙しさのあまり、たまに会う娘たちとの約束も忘

れ、妻にも娘たちにも見放されてしまう。一方、ダウ

ン症のジョルジュ（パスカル・デュケンヌ）は施設にい

るが、母（実はすでに死んでいる。）恋しさに施設から

でて、母の家に向かう。この二人が出会う。ジョル
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ジュの話が要領をえないためアリーは仕方なしにジョ

ルジュに付き合うことになる。この辺の話は無理がな

く、楽しませてくれる。

町に出るってことは「そうなんだよね」いろんな事を

引き起こしながら、でも「とにかくやっていけちゃう

んだよね」って思う。ただ一つ前半の町でのエピソー

ドで気になることがあった。レストランでアリーと食

事をしていたジョルジュはそこのウェイトレスを好き
になって、厨房まで追って、花束を渡すのだが、喜ん

で受け取った彼女が、サングラスをとったジョルジュ

を見て、「御免なさい、知らなかったの」とあやまるの

だ。失恋したジョルジュは床にひっくりかえってしま

うのだが、ダウン症づてそんなに目に特徴があるのだ

ろうか。サングラスをかけていれば「普通の人」、サン

グラスを取ればダウン症って分かるのか。ちなみにこ

の映画にはダウン症にひっかけてモンゴルの平原とモ

ンゴルの人々が登場する。そこでは、ジョルジュは王

子様なのである。ベルギーでは「蒙古症」という言葉は

ダウン症に相当する言葉で、そのほかにも罵１１１１唯言と

して人を罵る言葉としても使われているそうである。
「わたしがこの映画で行いたかったのは、こうした言

葉のすべての意味を変えて、それに気高さを与えるこ

とです。このような症状の人は、そうした名前によっ

て、不条理な形で、自分が行った事もない外国と結び

付けられて考えられています。そういったゆがんだ事

実を空想力をつかうことで、気高さを取り戻すものに

したかったのです。そして彼等が、そうした国の王子

や女王になる、それがわたしのやったことなのです」

（フランスのプレスがこのシーンに異議を唱えたこと

に対するインタヴューにたいしてのジャコ・ヴァン・

ドルマル監督の答）。一般的に「アジア人」に対して、
「目が細くてつり上がっている」といったステレオタイ



プ的な印象が、この「西洋人」である監督のイメージに

あって・それが「蒙古症」という言葉に結び付いたと解釈

すると、私には納得がいくが、ダウン症の人にもモン
ゴルの人にも大変失礼ではないかと思うし、理解しに

くいシーンであった。

後半、二人はジョルジュの姉の家に行くが、ここで

は、結婚して子供もいる姉が「一緒には暮らせない」と

言う。姉は幼い頃、ジョルジュに母を奪われっばなし

で複雑な心境のようだ。アリーも実家に戻っている妻

と子供達に会いに行くが妻に冷たくされ、醜態を演じ

てしまう。アリーと一緒に暮らしたいと願うジョル

ジュだが、結局、施設に戻されてしまう。

娘の誕生日、講演をしているアリーのところに施設

の仲間やガールフレンドのナタリーを連れたジョル

ジュが現れ、一緒にアリーの家族の所に出掛ける。誰

もいない夜の遊園地で花火をあげるジョルジュ達。こ

こで、ジョルジュとナタリーのベッドシーンがある。

これもちょっといいかな、と思うのだが、結局ナタ

リーは両親のもとに連れ去られ、絶望したジョルジュ

はピルから飛び下りて自殺してしまう。ラスト、美し

い森の芝生でリラックスしたアリーと娘たちが映し出

される。アリーは癒されたのだ。

この映画を見た私のクラス（特殊学級）の親たちはみ

んな泣いたという。また、親亡き後の子の将来を考え

た人もいたし、ジョルジュは結局死んで良かったので

はないかという感想を持った人もいた。ジョルジュの

回想シーンで何回となく「ママは世界で一番美しい」と
いう歌とともに母が現れるのだが、見ていた私は「こ

れじゃ、母親はやられるな」と思った。「障害」児と母

親のぐっちゃりした関係。つまりはいつまでも「自立」
しない子どもと母親の「普通」の関係の濃縮したもの

が、ここにもステレオタイブ的に描かれていた。

この監督は「障害」児と母親を切っても切れない関係

と見ているのであろう。実際、監督は「ジョルジュは

母親のいる幸福な天国に旅だった」と言っている。一

人異色の感想を持った人に、フィリッピンの人がい

る。彼女は「あの、ラストは良くなかった。私はジョ

ルジュとナタリーが結婚してハッピーになって欲し
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かった」と言った。

監督は「ジョルジュとアリーが一緒に残りの人生を

過ごすと言うのは余りにも嘘に見え過ぎます。人生で

はそういう事は絶対に起こりませんから、といって

ジョルジュが施設にまた戻るのではあまりにも悲しす

ぎます」と「この現実の世界にジョルジュの居場所はな

かったのだろうか」という質問に答えている。この監

督にジョルジュとナタリーが結婚するなんてモードは

これっぽっちもなかったと確信する。私と言えば、や

はり絶対起こらないと言っている「ジョルジュとア

リーが一緒に残りの人生を過ごす」ことに賭けたいと

思う。ジョルジュがアリーの癒しだったというのはあ

まりにひどすぎると思うのだ。ダウン症の人は「純粋

に善良な」人ばかりでもなく、「健全」者の癒しでもな

いのだ。もうひとつ、このパスカル・デュケンヌは小

学校から特別クラスで学び、母親にいろいろな教育を

された人らしい。「特別教育」の妄想に駆られる人が出

てきませんように。

（１９９６年、ベルギー＝フランス／パン・ヨーロピア

ン・プロダクション提供／パン・ヨーロピアン・プロ

ダクション＝ホームメイド・フィルム＝ワーキング・

フィルムズ＝ＴＦＴフィルム・プロダクション＝ＤＡフィ

ルム＝ＲＴＬＴＶ作品）
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編 集 後 記

今号はもっと早く出来ていなくてはいけないのに、３月発行になってしまいました。本当に申し訳ありません。

発行が遅れてしまったため、次号の編集作業と璽なってきてしまいました。次号は４月上旬には出来ないとだめなのです。

５月の総会の前には発行しないと・・・。また、その総会のための作業もあります。やはり、やらなければいけないことは

すぐやらないと・・・。と言いながらも、今やらなくてもいいものは後回しにしてしまうこの癖は、そのまま続くのでしょ

う。

しかし、総会のための作業は、和光大学の卒業生をｑ＝・心。とした総会の実行委員の人たちが積極的に行っています。総会に

向けた次号の「社会臨床ニュース」の編集作業など、大変な作業も請け負っていただき、大変助かっています。もし、私たち

を中心に編集していたら、「ニュース」の発行も大幅に遅れることになっていたでしょう。感謝しています。

さて、これで今号の編集作業は終わりです。後は発送作業だけ。次号こそ遅れないようにしなければ・・。

（中島）

強い批判がある事を知りつつも、また、その批判に共感しつつも、ついつい夢想してしまう。ここまで、手元で電子化さ

れた編集を行っているのであれば、いっそ、冊子体の雑誌とともに電子化された雑誌も作って、希望者にはそちらを送付す

るようにしたらどうだろうか、とか、会員制のホームページを開いて、掲載諭文をオンラインで読めるようにしてみらたど

うだろうか、とか。電子ファイルの状態の雑誌は、保存するのに場所を取らなくていいのではないだろうか。しかし、通勤

の行き帰りの電車の中で読むというわけにはいかないから、やっぱり不便か、とか、本の触感は代替出来るものではないか

ら、例え作ってみても希望者がそんなにいないだろうか、とか。でも、ホームページに掲載して、ある程度は、非会員の人

の閲覧も出来るようにすれば、今よりはいくらか「宜伝」的効果があるのではないだろうか、とか。・・・・・・

「コンピュータは道具だ」、というのは嘘だろうと思う。コンピュータは自己目的化する。ちょうど、写真を撮る事よりも

カメラをいじっている事の方が楽しいカメラマニアのように。

でも、一方では、「速度」をひたすら追求して、多くの企業や事業体やなんやかんやが、コンピュータを使っていく。そこ

にあるのは、「コンピュータの自己目的化」ではなく、やはり「速度の追求」だ。速度を生む道具。速度は凪を生み、量が質を

生み、量が質の変化を起こさせる。

しかし、その「速度」への力故に、コンピュータは、「体制」にとってだけではなく「市民」や「運動」にとっても力となってい

る。そこではやはり、コンピュータは道具なのだ。

電子版雑誌も会員制ホームページも、自己目的化から生まれた夢想なのだろう。新しいものに飛びつかない、古い方法を

変える必要がないのに変えたりしない、「保守」であることを厭わない、そうしたスタイルに内包される、あるいはそうした

スタイルから生み出される関係を大切にしようとする、そんな態度が持っている魅力が確かにあるのだと思う。

（林）
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社 会 臨 床 シ リ ーズ 全 ４ 巻 ｓ
日本社会臨床学会編

臨床心理学・心理病床の自己検証と「資格・専ｒｌｌｌ性と
「人間・臨床・社会」にかかわる今日的は何か」

テーマを新たに多様に掘り起こす新シリーズの誕生／

【第７巻】「開かれた病」への模索
巻学校カウンセリングと【第Ｚ】，ｉ：，１１１う＝・ｘ卜を問う

【第∂巻】施設と街ａよａ・ｒ罷弧認装
【第４巻】人間・臨床・社会

各２８００円四六判上製
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昌
明
著
ス
ク
リ
ー
ン
の
日
本
人

「日本映面の社会学」

Ｌ・ヘルマン／Ｐ・フィーブルマン／小池美佐子訳

￥
３
５
０
０

￥
２
８
０
０

￥
２
０
０
０

￥
２
０
０
０

￥
２
８
０
０

一
緒
に
食
事
を
「
回
想
と
レ
シ
ビ
と
」
￥
２
５
０
０

か
４
詰
示
談
「
交
通
事
故
７
解
決
術
」
″
１
５
０
０

『
彗
″
悪
場
所
の
発
想
（
！
回
・
本
）
ｖ
ｓ
ｓ
ｏ
ｏ

『
讐
″
前
近
代
化
の
可
能
性
（
！
̶
本
）
ｙ
ｓ
ｓ
ｏ
ｏ

″
末
″
鎌
も
う
一
つ
の
日
本
美
（
！
回
栗
）
ｖ
ｓ
ｓ
ｏ
ｏ

Ｊ
９
脂
中
野
重
治
研
究
豚
ｈ
ｒ
）
￥
２
５
０
０

●
季
刊
影
書
房
通
信

徐
京
植
＝
編
集

第
１４
Ｓ
１７
号

年
間
購
読
料
￥
１
０
０
０

■
呈
＝
影
書
房
出
版
案
内
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■
障
害
者
・
保
育
・
教
育
の
総
合
誌

１
２
０
０
円
十
税

到
福
祉
労
働
７
７
号
Ｕ
Ｆ

特
集
障
害
者
プ
ラ
ン
は
ど
こ
ま
で
進
ん
だ
か

障
害
者
プ
ラ
ン
策
定
の
全
体
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
奥
山
幸
博

大
阪
市
障
害
者
支
援
プ
ラ
ン
策
定
に
関
わ
っ
て
…
…
…
…
…
…
尾
上
浩
二

町
田
市
の
福
祉
が
つ
く
ら
れ
る
・
・
̶
・
：
：
：
：
：
：
：
：
…
：
：
：
：
：
：
：
木
下
洋
二

八
ラ
バ
ラ
の
世
界
を
つ
な
げ
て
ゆ
く
試
み
…
…
…
山
下
浩
志
・
今
井
和
美

多
く
の
人
の
ふ
れ
あ
い
か
ら
生
ま
れ
た
津
山
市
「
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ン
」

一
一
●
争
●
・
・
・

…
…
…
…
…
秋
久
憲
司

雖
病
者
の
立
場
か
ら
み
た
障
害
者
プ
ラ
ン
…
…
…
…
…
…
…
伊
藤
た
て
お

〔
世
界
か
ら
〕
福
祉
国
家
の
優
生
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
瀬
修

〔
特
別
レ
ポ
ー
ト
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
断
種
法
」
と
優
生
政
策
〕

逸
脱
者
の
抹
殺
‥
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
モ
デ
ル
の
暗
部
：
：
ア
ド
ル
フ
ー
ラ
ツ
カ

〔
現
場
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
〕

大
和
川
病
院
事
件
へ
の
と
り
く
み
か
£
ッ
：
：
…
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
山
本
深
雪

Ｃ
・
Ｂ
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
著
／
北
山
秋
雄
・
石
井
絵
里
子
訳
２
５
０
０
円
十
税

子

ど

も

の

性

的

虐

待

サ

バ

イ

バ

ー

ト
ト
ト
癒
し
の
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
技
法

成
人
後
の
日
常
生
活
や
対
人
関
係
に
も
彫
響
を
及
ぼ
す
性
的
虐
待
の
ト
ラ
ウ
マ
。

自
己
信
頼
の
回
復
と
自
ら
立
ち
直
る
た
め
の
エ
ン
バ
ワ
メ
ン
ト
を
援
助
。

フ
ュ
ー
・
ギ
ャ
ラ
フ
ァ
ー
著
／
長
瀬
修
訳
３
５
０
０
円
十
税

ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
障
害
者
「
安
楽
死
」
計
画

「
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
」
と
選
別
さ
れ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
先
立
ち
精
神
病
院

の
ガ
ス
室
等
で
二
十
万
人
も
の
障
害
者
が
殺
さ
れ
た
恐
る
べ
き
社
会
の
解
明
。

Ｉ
Ｈ
ｌｎ
ｌｍ
Ｑ
一
Ｚ
Ｚｍ
ｔ
ｌ
シ
リ
ー
ズ

精

神

医

療

各
１
２
０
０
円
十
税

医
療
現
場
の
実
態
と
問
題
点
。
「
精
福
法
」
の
目
指
す
思
想
を
加
え
た
全
面
改
定
版
。

障

害

者

弊

藍

丿

障
害
と
は
何
か
。
障
害
者
の
歴
史
と
」
口
常
生
活
ｊ
Ｈ
ｍ
ｎ
ら
の
体
験
か
ら
描
く
。
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こども・ｚ・１，ヽ らｙｔｌゴとこころ？いのち⑩を考えるはｔニめての健康皓

ちｅさｓ，ヽ・おおき１，ヽ・
Ｂ５判／１００ページ
定価９９９円（税込み）ぶわい・つよい

●Ｎ０．１６特集体育嫌あで、なんでいかんの～？
愛知の名物体育教師、岡崎勝氏がおくる
「体育」大特集。「ち・お」がいよいよ「学校」に迫る１
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た医者へのかかりかた」／Ｎ０．１０「こどもの悩み」／Ｎｏ」１「みんなママのせい？」／Ｎ０．１２「ケ
ガ・事故」／Ｉり０．１３「いじめ」／Ｎ０、１４「おっぱい」／Ｎ０．１５「除菌」／Ｎ０．１７「発育」（！）７．１‘｜刊行）

子ども発
知 り た い 国 連 子 ど も の 権 利 条 約
伊藤書佳・小林広樹・三嶋信行共著／本体８５４円／Ｂ６判並製１５２Ｐ

大好 評
ロングセラー

ジ ャ パ ン マ シ ニ ス ト
，温‰？！ｉｉ琵間聚，（ｔ助炭ぶ

★学習会・サークル・読書会などでまとまった冊数がご入
用の場合は、小社営業部までご一報ください。献本・送料な
どご相談に応じます。年間定期予約受付中！！
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